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論文要旨 
 

本研究は地方分権改革以降、都道府県の行政組織にどのような変化が生じているか、

またその変化過程が地方の公共政策にどのような影響を与えるか、そして地方政治家

の相互作用がどのように組織の変化を規定しているかを検討する。 

第一章は本研究の問題意識を述べる。地方分権改革以降、地方政治家が地方の公共

政策に対してより大きな権限を行使できることになった。その中で、二元代表である

知事と議会の相互作用が地方政策のあり方を規定していることが多くの研究によっ

て指摘されている。本稿は、地方政治家だけに注目する先行研究の理論は、地方政府

の政策過程を理解するには不十分であると主張する。その理由として、政治家の政策

を策定・担当する行政組織の部分が注目されず、政治家が行政管理を通して政策を推

進する一面が解明されていないことがあげられる。したがって、本研究は地方政府に

おける行政組織をめぐる政策過程を注目し、先行研究の理論の空白を埋める。具体的

には二つの問題提起を行う。第一に、組織の変化が組織の政策能力を高めて政策のあ

り方に影響するか。第二に、政治家が自らの政策を実現するために、行政組織に対し

てどのようなインセンティブをもつか。この二つの問いを回答するのが本稿の主たる

目的である。 

第二章は地方分権改革後、都道府県の行政組織がどのような変化を辿ったのか、そ

の変化にどのような特徴があるのかについて、データの集計と個別の事例分析から確

認する。地方分権改革以降、都道府県の組織変化について次のような特徴が確認され

る。第一に、行政組織に対する知事の政治的コントロールが強化され、知事のマニフ

ェスト実現のために組織編成と組織内の集権が行われている。第二に、組織変化につ

いて、部局レベルでは 2000 年代初頭に変化が集中しているが、基本的に安定してい

る。対して、課室レベルでは変化の頻度が高い。第三に、課室レベルを見ると、全体

的に課室の数が増え、行政組織の機能が分化してより細かい分業が行われている。政

策分野的に、総務企画と医療福祉を担当する組織の変化が比較的に多い。 

第三章は本稿の理論部分であり、なぜ行政組織のあり方が政策にとって重要なのか、

執政長官と議会が行政組織に対してどのようなインセンティブを持つのかを具体的

に検討する。まず、行政組織のあり方は、水平的関係と垂直的関係の二つの部分から

構成される。水平的関係において、組織が単独に設置されるのか融合的に設置される

のか、組織間の協調を促進する政策コミュニティが存在するのか、組織の外部団体と

のイシュー・ネットワークが存在するかが組織の政策能力に大きく影響すると考える。

一方、垂直的関係において、組織がどのような地位を持つかが重要であると考える。
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次に、執政長官と議会の動機について、執政長官が単独に行う組織編成、執政長官と

議会が参加する組織編成の二つが考えられる。執政長官が単独に組織編成を行う場合、

議会の不確実性が高いほど、執政長官がより行政管理に依存して政策実現を図ること

が考えられる。一方、議会が拒否権プレイヤーとして参加する場合、一般的な利益を

選好する執政長官の組織編成は、議会政党の選好する個別利益に反することがあって

拒否されるリスクがある。 

第四章と第五章は本稿の第一部分であり、組織のあり方が政策のパフォーマンスに

影響することを検証する。第四章では、部局レベルの組織が担当する防災の業務継続

計画を分析する。防災の業務継続計画は、発災後に自治体政府が自らの機能を維持す

る計画であり、これまでの防災計画を補完する重要な役割があると考えられている。

しかし、都道府県の間に、計画の策定に大きなバリエーションが生じている。本稿は、

そのバリエーションが行政組織の政策能力の違いによるものであると考える。業務継

続計画を策定する際に、防災以外の部局の協力が重要であるが、防災部局のあり方に

よってほかの部局の協力が得にくい状況が発生していることが本稿の分析視点であ

る。仮説において、防災の管理職の統括的な権限、防災部局の独立設置と防災の組織

間ネットワークの存在が、防災の政策コミュニティの形成を促進させ、業務継続計画

の策定能力を高めたことが主張される。実証分析は生存分析を用いて、防災部局の独

立設置と防災の組織間ネットワークの効果が確認され、部局レベルにおいて組織のあ

り方が政策に影響することが検証されたと言える。 

第五章では、課室レベルの組織が担当する男女共同参画の政策を分析する。男女共

同参画については、ここでは都道府県が行う女性サポートの充実度に注目し、その違

いがどのような要因にもたらされているかを検討する。従来の研究では、女性政策の

違いを主に女性政治家の影響から説明したが、本稿では女性政治家の影響のほかに、

政策を担当する組織の違いを主たる視点として用いる。女性政策を担当するのは、主

に課室レベルの組織であり、組織が有する人員、情報や専門知識などのリソースが必

ずしも充実ではない。したがって、組織が担える政策に限界があるため、組織がどの

ようにリソースを拡大するのかが重要である。第五章の分析では、女性政策を担当す

る組織の独立設置、ほかの組織との政策コミュニティそして外部団体との連携といっ

た要因が組織のリソースを拡大して政策パフォーマンスに影響を与えることを主張

する。実証分析では、都道府県の政策パフォーマンスを予定事業、市町村への指導、

企業の認定・表彰と公共調達の指標設定の各側面から捉え、各組織要因の効果を検証

する。 

組織のあり方が政策パフォーマンスに影響する以上、政策実現を望む政治家は当然

組織をコントロールしようとする。そのため、本稿の第二部分である第六章と第七章

は、知事と議会による組織編成に注目する。 
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第六章は議会が拒否権プレイヤーとして参加する部局レベルの組織編成を取り上

げる。2000 年代初頭に、地方政府の財政危機に対応するために、多くの知事が行政改

革を打ち出して地方分権時代に見合う組織づくりに取り込んだ。しかし、知事が政府

全体の運営に関心を持つが、議会政党は選挙区の個別的な利益にコミットする。その

ため、知事が行う部局編成において、議会がコミットする個別的な利益に反する組織

が作られる内容、またはその個別的な利益を担当する組織を縮小させる内容が含まれ

る場合、議会政党が組織案を拒否する可能性が高い。このような部局編成の過程を検

証するために、第六章は部局編成に成功した福岡県 2008 年の事例と編成に失敗した

長野県 2004 年の事例を比較する。 

第七章は知事が独自の権限で行う課室レベルの組織編成を取り上げる。分析の枠組

みでは、日本の地方政治研究を検討し、知事の議会与党率が低くて議案が修正・否決

されやすい場合、議会与党率が高すぎて議会政党の利益調整が困難な場合、知事が議

会運営により大きな不確実性に直面すると主張する。その際に、知事の戦略的な行動

として、行政組織を強化してアジェンダセッティングと政策実施の質を高めて、議会

との対立と議会からの批判を回避することが考えられる。その結果として、課室レベ

ルの変化が多くなると考える。実証分析は、計量分析を用いて、組織変化と知事の議

会与党率の間に U 型の関係が確認する。さらに、因果メカニズムを観察するために、

第六章の最後は滋賀県の三日月知事の県政を取り上げ、議会との関係の不確実性がい

かに組織の変化を促進したのかを観察する。 

最後に、第八章は本稿の各分析の知見をまとめ、全体の結論と含意を述べる。 
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第一章 問いの所在 

 

 

日本の地方自治は、地方分権改革を機に大きな変革を向かえた。2000 年 4 月に施行

された地方分権一括法により、機関委任事務が廃止され、国と地方政府が対等な関係

になった。さらに、その後の三位一体改革を経て、国と地方政府に関する行財政シス

テムが見直され、地方政府は財政的な側面においても独立することとなった。事務

的・財政的に国から独立を獲得した地方政府は、地方独自の特徴を生かした政策が期

待されている。 

しかし、中央政府の統制から解放されたとはいえ、地方政府が直面する状況は必ず

しも楽観視できない。1990 年代バブル崩壊以降、地方税収入が激減し、地方政府の財

政資源が大きく制限されている。中央政府から独立することはすなわち地方政府が独

自に財政の危機的状況を解決しなければならないことを意味する。そのため、地方政

治家、特に知事がいかにリーダーシップを発揮するかが重要になる。 

以上のような文脈の下で、これまでの地方政治の研究は、地方政治家である知事と

議会の相互作用に焦点を当て、二元代表である知事と議会の間に存在する複雑な相互

作用を指摘した。一方には、保守―革新というイデオロギーの軸において、知事と議

会政党の党派的対立が存在する。つまり、知事がいかに多数与党を確保するかが政権

運営のカギとなる。他方、知事と議会議員の選出方式が異なるため、代表する利益の

構造も相違する。各選挙区から選出される議員が選挙区の個別利益だけに関心を持つ

のに対して、全都道府県を一つの選挙区とする知事が都道府県全体の利益に関心を持

つ。そのため、知事の政策が議会の利益に反することがあり、知事のリーダーシップ

が必ずしも発揮されるとは言えない。以上のような知事と議会の党派性対立と部門間

対立は、地方政府の政策を理解する主たる視点となっている（曽我・待鳥 2007、砂原

2011）。 

二元代表の相互作用は確かに、分権改革以降の地方公共政策を理解する上で重要な

部分である。なぜなら、公共政策は実質的に知事と議会によって選択されているから

である。しかし、政治家の行動とその影響だけに注目する研究の視点は、必ずしも完

全ではない。なぜなら、政治家が独立して政策を実現させる存在ではないからである。

選択としてある政策がどのように作られているか、さらに選択される政策がどのよう

に実施されるかは必ずしも明らかではない。言うまでもなく政策の策定、政策の施行

を担うのは行政組織である。すなわち、政治家によって選択される政策は行政組織の

専門知識を経由して具現化されているものである。そのため、地方政府の政策をより

深く理解するには、二元代表制で繰り広げられた知事と議会の相互作用が、行政組織
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によってどのように支えられているかが重要な視点である。 

 行政組織の果たす政治的役割も、地方分権改革の文脈と深く関連する。かつて中央

統制の下にある地方政府の行政組織は、機関委任事務や中央に対する財源の依存によ

り、組織自体が中央省庁と対応することが求められていた。都道府県の組織編成自体

も、自治省庁や個別省庁との関係の不確実性から自己制約的である（稲垣 2015）。す

なわち、組織のあり方自体にバリエーションが少なく、組織の役割も地方政治家のた

めではない部分がある。対して、地方分権改革以降では中央集権時代に作られた古い

組織は時代遅れになり、地方政府を中心とする政策展開に不向きな部分がある。また

組織改革自体も、知事のマニフェストにおいて政策の取り組みと一体的に示されるこ

とになる。以上のことから、地方分権以降、地方政府の行政組織に関して二つの特徴

があると考える。第一に、行政組織が変革する時期を迎え、組織のあり方は各都道府

県の独自の政策取り組みによって多様化される。第二に、地方政治家、特に執政長官

である首長は、新しい政策を展開する際、行政組織により多くの役割を求めている。

そのため、行政組織の政治的役割を解明することで、地方政治または地方公共政策に

対してより深い見解が得られると考える。 

 以上の検討から、地方分権改革以降、地方政府で展開される政策過程において行政

組織がどのような役割を果たしたかを明らかにすることが重要であると考えられる。

この問いをリサーチクエスチョンとし、本研究は具体的に二つの部分に注目する。第

一に、都道府県ごとに多様化する組織がどのような意味を持つのかを分析する。ここ

での部分は組織のあり方が変化することで異なる政策パフォーマンスをもたらすの

か、それとも象徴的な意味しかないのかである。本研究は、組織のあり方のもたらす

能力の違いに注目し、組織の持つ情報と知識や組織間の連絡調整などのメカニズムか

ら、政策に与える影響を分析する。第二に、組織のあり方が政策に影響をもたらす以

上、自らの政策実現を望む知事と議会が組織の編成に関心があると考える。したがっ

て、本研究は知事と議会の相互作用が組織のあり方をどのように規定しているかを分

析する。 

 地方政府の行政組織に焦点を当てることは、地方分権改革以降の地方政治・地方公

共政策を理解する際に重要な意味を持つ。行政組織は、地方政治家の掲げる政策目標

を具体的な予算事業として形成させる主体であり、また政策を最終的に施行する主体

でもある。組織のあり方が多様化することは、政治家の政策を実現させる専門能力に

も違いが生じていることを意味する。本研究は、地方政府の政策に対して、これまで

の政治家の政策選択による説明に加え、行政組織の能力から生じる政策帰結を新たに

議論する。その上で、本研究は地方政治家による組織編成を分析することで、地方政

治家は単に政策を選択するだけの存在ではなく、政策と同時に代理人のあり方を選択

する存在でもあることを示し、そのメカニズムを明らかにする。以上の分析を通して、
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二元代表制における知事と議会の政策競争において行政組織の役割を確認し、地方政

府の民主主義に対するより深い理解を得られると考えられる。 

 

1.1 地方政府の政策に対する理解 

 地方政府が行う公共政策をどのように理解するのか。この問題は、地方政府の民主

主義に関する本質的な問題であり、これまで多くの研究がその解明を試みてきた。本

研究の内容もこの問題意識の流れに位置づけられる。本節は、これまでの地方政府の

公共政策に対する研究の流れを整理する。 

 戦後の地方自治の研究において、地方政府の政策選択が中央政府によって統制され

ているという主張が支配的である。明治国家以来の集権国家体制が戦後にまで継続さ

れ、地方自治は制度上保障されても、国による統制が強調されて実質的には機能して

いないことが指摘されていた（辻 1969）。特に高度経済成長初期において、地域開発

政策の下で地方政府の政策選択が中央政府の意思によって行われることが多く観察

された（佐藤 1965；大原・横山 1965 など）。このように中央政府が地方の民主過程を

排除して強い支配を行使できることは、戦後の地方政府が財政の立て直しを図るため

に中央政府に依存せざるを得ない状況にあるからでもある（井出 1972）。以上の研究

は、中央政府が機関委任事務、補助金、天下り人事を通して集権体制を強化し、地方

レベルの政策選択を支配していることを主張している。 

 しかし、中央支配論は必ずしも強い実証分析によって裏付けられていたものではな

く、多くの研究が異なる側面から批判を行っている。まず、中央支配論が中央政府に

よる地方政府統制の手段として指摘する行財政制度について、そこに必ずしも地方政府

の自律性がないとは言えない。天川（1986）は中央地方関係の集権・分権の軸に加え、

融合・分離の軸を提示し、行財政の融合的な側面は戦前から連続的であるものの、地

方住民の意思が反映されるような分権性が高まっていることを指摘した。また、自治

省庁や事業省庁が地方政府の代弁者として行動し、地方政府の財源を保障する側面も

観察されている（赤井・佐藤・山下 2003；北村 2009）。次に、中央政府からの出向人

事が中央の統制として機能していることも反論されている。稲継（2000）は地方政府

の生え抜きの職員では担うことが難しい役割が生じる場合に、中央からの出向人事の

受け入れが起きており、地方政府の戦略的な選択の結果であることを指摘している。 

中央支配論に対して、中央地方関係のより適切な理解を提示したのは村松（1988）

である。この研究の提示する「水平的政治競争モデル」は、中央地方関係を政治に媒

介された相互依存関係としてとして捉えている。そこで、首長を中心として地方政府

は、地元選出の自民党国会議員を通して中央政府からの利益配分を獲得することが主

張されている。この理論は、地方政府の政策に対する官僚支配論を批判し、地方と中

央の政治アクターの影響力を解明することで、地方政府の能動的な側面を明らかにし



4 

 

た。すなわち、中央政府の意向とは独立的に、地方政府が独自に政策を選択する余地

が存在することが明らかにされている。また、その後の研究において自治体が独自に

政策革新を行い、中央政府またはほかの地方政府にも波及することが検証されている

（伊藤 2002）。 

以上のような研究の流れから、地方政策の分析の焦点は地方政府内部の構造に移り

変わっていた。地方の自律性を前提に、地方政府の間に政策選択のバリエーションを

どのように説明するか。この問いを解明するためには、二元代表制のアクターである

首長と議会がどのような政策選択を行うかが重要な視点になる。 

二元代表制の政策選択について、まず理論的に取り上げられるのは保守―革新の対

立軸に現れる党派間競争である。1960 年代後半から革新勢力が、福祉や環境などの政

策分野を住民に訴えることで革新首長が誕生した。その影響はすでに早い時期の研究

によって観察されているが（井出 1972）1、二元代表である首長と議会の相互作用は

解明されていなかった。イデオロギーの対立において重要な首長の党派性と議会の党派

性の相互作用が、政策選択にどのように影響するのかについて回答するのは 1990 年代以

降の研究である。計量分析を用いる多くの研究は、首長の党派性、議会の各党派の議

席率、首長の議会与党率を独立変数として用い、地方政府の財政・条例などの政策選

択を説明した（加藤 2003；伊藤 2002）。また、首長と議会の相互作用として、日本の

地方政治の独特な現象である相乗りを分析する研究も挙げられる。河村（2008）は相

乗り現象について、形成する経緯、首長の選挙と執政の戦略、有権者の意識など多く

の側面を考察した。また、相乗り首長の立法の特徴として、立法の生産性が低く、審

議時間が短く、そして立法において首長が議会に多く委任されて議員立法が少ないこ

とが築山（2014、2015）によって明らかにされている。 

しかし、知事と議会の対立は必ずしも党派性だけによるものではなく、選出方式に

よっても代表する利益が構造的に異なってくる。曽我・待鳥（2007）は選出方式による

知事と議会の対立を部門間対立と呼び、議会議員が選挙区の個別利益を選好すること

に対して知事が都道府県全体の利益を選好することを指摘した。さらにこの研究は、

党派性対立と部門間対立が異なる時期の文脈においてどのように地方政府の政策を

規定したのかを体系的に説明した。 

知事と議会の部門間対立が顕在化するのは 1990 年代以降であり、冷戦の終焉によ

り、保守―革新の対立軸が弱まり、地方政治において党派性対立が必ずしも生じなくな

ったことが原因であると考えられる。対して、地方政府が直面するバブル崩壊後の財

政危機は、利益配分を選好する議会と財政再建を選好する知事の部門間対立を深めて

いた。この部門間対立を具体的に分析するのは砂原（2011）である。この研究は、財

政資源の制約が厳しい状況において、既存事業の廃止・縮減や増税を含めた政策の「現
                                                        
1 革新首長の政策に対する影響については、その後曽我・待鳥（2007）や辻（2015）などの研究によっ

て検証されている。 
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状維持点」から変化を分析し、部門間対立を軸とした政治的競争のメカニズムを明ら

かにした。 

以上の研究が主張する知事と議会の相互作用は、独立に存在するものではなく、選

挙状況、首長の属性、国政との繋がりなど多くの要因が絡んでいる。これらの要因に

注目する研究も多数存在している。選挙状況に関して、河村（1998）は首長選挙と地

方財政の関連を分析し、地方自治体の首長が次回の選挙での議会の協力を取り付ける

ために議会からの財政支出の要求により応答すること、その傾向が特に総与党化の状

況で初当選した政治的基盤の弱い首長に見られることを明らかにした。知事の属性に

ついて、山下（2001）は地方政府の公共投資を分析し、自民党単独政権が終焉した連

合政権の下で中央官僚出身知事の影響力が増大していることを指摘した。ほかに、馬

渡（2010）は知事が当選回数を重ねることで、その議会提出議案が修正・否決される

可能性が少なくなることを指摘している。最後に国政との繋がりについて、辻（2015）

は戦後都道府県の議会会派を分析し、国政政党の影響を観察した。 

以上の研究に対する検討から、地方政府の公共政策に対する先行研究の理解がうか

がえる。地方政府の政策選択について、戦後の中央支配論に対する批判から研究の焦

点が地方政府内部に移り、地方分権改革以降では二元代表である知事と議会の相互作

用という視点の重要性がより高まった。そこで、知事と議会の党派性対立と部門間対

立が地方政府の政策選択を決定づけていることが解明されたと考える。すなわち、地

方政府の公共政策に対して、これまでの研究が取り上げる説明要因は、中央政府の選

択と地方政府の政治要因である。地方分権改革後で言えば、地方政府内の政治要因が

圧倒的に重要であると考えられる。 

 

1.2 本研究の焦点：政策を理解するもう一つの経路 

 地方自治に関する多くの研究が議論した政治要因による政策説明または二元代表制

による政策選択の理論に対して、本研究は政策帰結を説明しうるもう一つの経路が存

在していることを主張する。それは、地方政府の行政組織の政策能力から生じる政策

帰結である。政策過程における行政組織の役割は、決して小さくない。つまり、政治

家がマニフェストで掲げる政策目標は、最初に行政組織によって予算事業や条例案な

どによって具体化される。それから議会で審議が行われ、最終的にまた行政組織によ

って施行される。行政組織の働きがアジェンダセッティングと政策の最終パフォーマ

ンスに影響している。そのため、もし行政組織の政策能力に違いがあれば、そこから

異なる政策帰結がもたらされることは十分にありうる。そして、地方分権改革がまさ

に行政組織のあり方を多様化させ、組織の政策能力に違いが生じやすい状況を作り出

していた。しかし、地方分権改革以降を対象とする地方自治研究は、知事と議会の相

互作用という過程だけで公共政策を捉える傾向があり、行政組織に焦点を当てていな
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い。そのため、地方公共政策に対する理解、政策のバリエーションに対する説明力が

十分とは言えない。 

政治家の政策選択による既存の説明では、地方政府の政策を説明する上で大きな限界が

ある。それは地方政府が行う政策の政策過程において、必ずしも党派性対立と部門間

対立が存在するとは限らないということである。例えば、本研究が対象として取り上

げる防災政策、男女共同参画政策は、いずれも合意争点であり、反対を明言する政党

はなく、明確な利益対立が見られない。しかし、これらの政策においても、都道府県

の間に大きな政策バリエーションが存在する。このような政策は、これまでの政策選

択の理論では説明が困難である2。これらのバリエーションに対して、本研究は政策を

担う行政組織間の専門能力の差によって、政策パフォーマンスのバリエーションを説明す

る。本研究の実証分析においても、行政組織の能力に関する要因が大きな説明力を持

つことが確認されている。 

 行政組織の能力を捉える際に、本研究が注目するのは組織内の垂直的統制と水平的

分業という組織原理である。この組織原理を用い、都道府県間に政策を担う組織が異

なる場合、組織内部の分業、組織間の協力と組織外の協力などの働きにどのような違

いが生じるかを理論的に論じる。そして、働きの違いによって組織が政策に取り掛か

る際の専門知識・情報などの違いが生じ、政策のバリエーションが生み出されると考

える。組織の要因から政策バリエーションを説明する際、本研究が考えるメカニズム

は以上のようなものである。 

 組織能力から政策を説

明するのは本研究の第一

部分であり、そのイメージ

は図1－1に示されている。

すなわち、政策の違いは必

ずしも政治家の政策選択

から生じるものではなく、

行政組織の能力から生じるものでもある。 

第一部分の内容に続き、本研究は第二部分が論じるのは、自らの政策を最大限に実

現したい地方政治家が、行政組織から生じうる政策への影響に対して関心を持つこと

である。換言すれば、地方政治家は政策目的の達成のために、行政組織から生じる政

策影響もコントロールをしようとする。 

 政治家が政策目標を達成する過程において、行政組織の専門知識が最大限に生かさ

れることを望んでいることが考えられる。政策目標に適する予算事業が企画されるこ

                                                        
2 議会における対立が存在しなかいことは、政治的影響が存在しないことを意味するわけではない。本

研究の分析においても、政治的影響が確認されている。しかし、政治的影響とは別に、行政組織のあり

方がより大きな説明を持つことがより重要である。 
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と、議決された政策が効率的に・経済的に施行されることなど、これらの行政組織の

能力の関わる部分は議会の議決に比べて重要性が劣ることはない。したがって、地方

政治家、特に知事は組織編成を通して組織の選好と能力をコントロールする必要があ

る。政治家は組織編成を通して、組織が持つ政策機能を変化させ、新しい政策に適す

る機能を作り出すことができる。 

 しかし、組織編成の過程は決して簡単ではない。二元代表制における知事と議会の

相互作用は、組織編成に関わる決定を複雑にする。議会内の反対勢力が高まることで、

知事は政策の必要なリソースである予算・条例を調達することが難しくなり、直面す

る不確実性も高まる。その場合、知事の行政組織に対する依存度が変化することが本

研究によって検証される。さらに、組織編成に条例の改正が必要な場合、議会がアク

ターとして参入する。その際に、議会が組織と組織に関連する政策にどのような選好

をもち、知事の行動を制限しているかを分析するのが本研究の第二部分である。 

 前述した第一の部分と第二

の部分を併せた本研究のイメ

ージが図 1-2 である。これまで

の研究が想定する政治家と

政策の一直線の政策選択モ

デルに対して、本研究は行政

組織に焦点を当てることで

政策と政治家の行動に対す

る新しい理解が得られる。つまり、政策を説明する新しい要因としての行政組織、二

元代表の相互作用の帰結としての組織形態、という二点が本研究の貢献であると考え

る。 

 

1.3 本研究の構成と研究方法 

 以上の問題意識に基づいて、本研究は以下のように構成される。 

 第二章はまず日本の地方政府の行政組織に関する知見を整理する。行政組織に関し

て、先行研究は組織と政策の関連性、政治家による組織編成などに対する考察が不十

分であることを指摘する。その上で、本研究が独自に収集する各都道府県の組織デー

タと事例研究を用いて、地方分権改革以降、地方政府の組織がどのような変化を辿っ

てきたかを確認する。都道府県の行政組織について、政治との関連性、変化の頻度、

変化の内容などの側面から考察を行う。以上の分析から、行政組織に対する知事の集

権体制の強化、地方分権改革前と異なる部局レベル組織の多様化、課室レベル組織の

機能の分化などの特徴が観察される。 

第三章は、海外の文献、特にアメリカ大統領制の研究を整理し、本研究の理論枠組
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みを構築する。理論枠組みを構築するにあたり、第一に組織の垂直的地位と水平的関

係が異なることで、組織がどのようなメカニズムで異なる政策帰結を生み出すかを論

じる。第二に、執政長官と議会の組織がどのような動機を持ち、両者の党派的・部門

的対立がどのような組織的帰結を生み出すかを議論する。 

 第四章と第五章は本研究の第一部分であり、組織のあり方が政策にどのような影響

をもたらすかを検証する。その際、部局レベルと課室レベルの組織の政策効果をそれ

ぞれ検証する。部局レベルと課室レベルの組織は、それぞれ担当する政策の規模、組

織のあり方が大きく異なる。したがって、二つのレベルを観察することでより一般性

のある知見を導き出せると考える。第四章は、部局レベルの防災組織が策定する業務

継続計画を対象に、なぜ計画の策定完成に時間のバリエーションが生じているのかを

問う。その回答として、防災組織のあり方が異なる政策能力をもたらし、計画の策定

能力に違いが生じたと主張する。分析の結果、防災組織の独立設置、組織間の政策コ

ミュニティの確立が防災組織の計画策定能力にもたらす影響が検証される。   

第五章は、課室レベル組織が担当する女性の活躍促進政策を対象に、政策の充実度

の違いをもたらす要因を解明する。分析枠組みとして、これまで多くの先行研究が注

目してきた女性政治家の影響に加え、政策を担当する組織の違いを主たる説明変数と

して用いる。具体的に注目するのは、組織の個別設置、組織間の協力と組織外団体の

協力である。これらの組織的特徴は、組織の持つ専門知識・情報などのリソースを拡

大させ、政策のパフォーマンスを高めると考えられる。実証分析は、予算事業や市町

村に対する指導など、多くの指標を用いて組織要因の効果を検証する。 

 第六章と第七章は本研究の第二部分であり、政治家による組織編成に注目し、それ

ぞれ部局レベルと課室レベルの組織編成の過程を分析する。組織編成に関して、部局

レベルか課室レベルかによって状況が大きく変化する。部局レベルの編成は条例の改

正が必要であるため、議会が拒否権アクターとして直接に組織の編成に参加する。部

局レベルの大幅な組織編成の過程において、これまでの研究が指摘する知事と議会の

部門間対立が発生する。知事の行う改革は、議会議員の選挙区の個別利益に反する可

能性があり、議会は自らの利益に反する組織が作られることを制限することが観察さ

れる。第六章の実証分析は比較事例分析を用いて、部局再編が成功する福岡県と失敗

する長野県を取り上げる。対して、課室レベルの編成は行政規則の改正だけで行える

ため、知事独自の裁量である。課室レベルの組織変化は、知事が政策実現の過程にお

いて直面する議会の不確実性と大きく関連する。第七章の分析から、議会運営が困難

である場合、知事が政策実現を図る際により議会の政策批判に堪えるアジェンダセッ

ティングと政策成果を必要とし、行政組織の管理がより多く行われることが観察され

る。 

 第八章において、本研究の各分析で得られた知見を要約し、地方政府の行政組織に
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対する理解をまとめる。その上で、本研究の知見が地方政治・地方公共政策に与える

含意を議論し、さらに今後の課題を述べる。 

 以上の内容で構成される本研究は、第六章の比較事例研究以外、すべて計量手法を

用いて実証分析を行う。その理由として、全都道府県のデータを分析することでより

一般性のある知見を導き出せると考えるからである。これまでの研究は地方政府の行

政組織を体系的に分析しておらず、行政組織にどのような多様性が存在するか、組織

が政策に対してどのような影響を及ぼすか、行政組織と政治要因の間にどのような関

係があるかについて、全体的な認識が定まってはいない。そのため、個別の事例研究

に依存すると、因果効果を十分に検証することが難しく、バイアスのある知見を導き

出す恐れがあると考える。一方で、計量分析は因果効果を検証できるが、因果メカニ

ズムの観察ができないというデメリットがある。この点について、本研究は議論を行

う際に、計量分析の結果に加えて、都道府県の事例を一部分加えることで因果メカニ

ズムをできる限り補足する。 
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第二章 地方分権時代の組織づくり 

 

都道府県の行政組織は戦後の長い間、中央政府によって統制されていた。都道府県

の局部組織の設置は、人口段階別に標準的な局部の例に準じて中央省庁と対応する形

で行わなければならない。それを超える局部の設置については、あらかじめ内閣総理

大臣と協議をしなければならないとされていた3。制度的な制限に加え、機関委任事

務、補助金と天下り人事などを通じた中央省庁との繋がりが存在し、地方政府の行政

組織に中央政府に対応するための組織機能が多く存在する。そのため、組織を変化さ

せる際に中央政府との不確実な関係に直面しなければならない（稲垣 2015）。これら

のことから、従来の中央政府の強い統制の下で、都道府県が独自の政策目的を持ち、

組織を自主的に編成することは困難だったと言える。 

都道府県の自主的な組織編成の障壁を打破したのは地方分権改革である。2003 年の

地方自治法の改正により、組織に関する制度的制限はすべて削除された。また、機関

委任事務の廃止と「三位一体改革」により、中央政府との事務と財源の繋がりが見直

され、都道府県の組織編成は自由化されたと考えられる。「分権時代に見合う組織づ

くり」という 2000 年代初頭多くの組織改革が掲げたフレーズに代表されるように、

各都道府県は独自の政策課題に基づいて組織の見直しを始めていた。 

本章は地方分権という文脈にある行政組織の変化を考察し、行政組織が変化したの

か、変化の内容がどのようなものか、変化にどのような意図が含まれているかなどの

側面を明らかにする。本章はまず行政組織に関するこれまでの地方自治研究の知見を

整理し、行政組織に対する考察の不足を指摘する。その上で、著者が収集する都道府

県の組織データと事例を用いて、行政組織の変化を具体的に確認し、変化の特徴を指

摘する。 

 

2.1 地方政府の行政組織に関する知見 

 地方分権改革以降、地方政府の行政組織に起きる変化は多くの研究に注目されてい

る。石原・山之内（2015）は、自治体で行われる組織編成の事例を取り上げ、組織変

化の特徴を経営学的に分析した。彼らは、分権時代の自治体組織の特徴として、政策

推進や住民満足度に基づく組織編成、首長のトップマネジメント強化、政策分野の融

合、総務事務の集中化、さらに組織形式の多様化を指摘している。これらの特徴が意

味するのは、これまで中央政府への対応を中心としてきた行政組織が、より多様な地

方政策に適する形に編成され、執政長官の補佐機関としての側面が強まったことであ

                                                        
3 1991 年に「標準局部例」が廃止されていたが、それに代わって「法定局部数」が定められた。人口別

に設置できる局部数が法定され、その数を超える設置には自治大臣（現在の総務大臣）との協議が必要

とされていた。 
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る。さらに、首長による組織編成に戦略的運営の側面が多くなることが観察される。

このような首長の政策が主導する組織編成の特徴は、稲継（2010）や北村・青木・平

野（2017）などにおいても指摘されている。組織変化から見られる知事のトップマネ

ジメントについて、特に興味深い考察を行うのは、トップダウン組織に注目する竹内

（2018）である。この研究は、政策推進部門の権限拡大に注目し、知事が政策実現に

おいて政策課を活用して組織権限を自在に行使することを指摘した。その上で、彼は

交換記憶理論（Transactive Memory Theory）を用いて、なぜ財政課ではなく政策課を

集権化の手段として用いるのかを説明した。 

以上の研究において、多く取り上げられる革新的な事例として、佐賀県 2004 年の

分権的な組織改革、静岡県の 1990 年代後半からのフラット改革がある。佐賀県の組

織改革では、県民の満足度を高めるという消費者視点から、分権的な事業部制を導入

した。改革後の組織には、より現場に近い各事業部が自らの戦略と判断に基づいて意

思決定を行い、予算編成や職員配置に関しても権限が与えられている。次に、静岡県

のフラット改革は組織の中間管理層を削減し、意思形成過程の簡素化を目的としたも

のである。具体的には、「課」レベルが廃止され、部の数も削減されている4。この二

県の大幅な組織改革に象徴されるように、行政組織のあり方が地方分権改革後に問い

直され、大きな変革を迎えた5。 

 組織変化の全体的特徴や類型に関心を持つ以上の研究に対して、特定の組織変化が

もたらす効果を検証する研究が次に挙げられ、組織のフラット化がその焦点である。

入江（2002）は静岡県の組織フラット化改革を、組織構成と役割、給与制度と職場と

いう三つの側面から変化を分析した。その上で、フラット化の問題点として、組織内

コントロールが弱まること、昇進のインセンティブが欠落していることを指摘した。

また坂野・朴（2010）は静岡県庁職員に対するアンケート調査に基づき、静岡県の目

的指向型分権改革が職務充実度を向上させ、職員の行政評価に対する内的動機を高め

たことを指摘した。 

ほかに、組織の変化はどのような過程なのかに関する研究がある。吉村（2006）は、

三重県の行政システムの改革を追跡し、行政組織におけるトップマネジメント部門の

機能と事業実施部門の機能の分離、組織のフラット化、行政資源管理の集中化などの

一連の取り組みを分析した。また加藤（2010）は、個別の事例観察を通して、自治体

の組織変化における首長と職員の役割を検証した。 

 組織の編成に関するもう一つの重要な問いは、組織編成に影響する要因は何かであ

る。この問いに回答したのは稲垣（2015）である。この研究は、戦後都道府県の部局

組織の編成を分析し、中央の個別省庁との関係の不確実性、地方自治官庁との関係の

                                                        
4 部の数が削減されるのはフラット改革の第二の段階であり、2007 年の組織改正で行われている。 
5 両県の改革はいずれも失敗に終わる。佐賀県の組織は 2016 年の改正によりにまた「政策部」と「総務

部」の二部で統合する集権的組織に戻った。静岡県もまた「課」レベルを再設置した。 
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不確実性、府県内部の不確実性という三つの要因が都道府県の部局組織の変化を制約

していることを指摘した。 

 以上の研究は、地方政府の行政組織について多くの側面を解明したが、地方分権改

革以降の行政組織に対する理解は十分であるとは言えない。その限界として、主に以

下の三点が指摘できる。 

 第一に、行政組織の変化が政策推進のために行われる側面を指摘したが、組織の変

化が政策の推進にどのような影響を与えるのかは不明である。組織の変化の効果に注

目する研究は、フラット化改革だけに関心を持ち、その分析も組織内の運営と職員の

動機付けだけに焦点を当て、組織の政策に与える影響が示唆されない。そもそも、行

政組織自体の存在目的は、公共政策・公共サービスの提供であることから、組織の変

化を通して政策に影響を与えることこそが多くの組織編成が意図する最終の到達点

である。そのため、組織の経営的な側面だけを解明する先行研究の知見は十分とは言

えない。 

 第二に、地方分権改革以降の組織変化の特徴として、首長の政治的リーダーシップ

が示唆されるが、組織編成に関する政治的な影響は必ずしも解明されていない6。つ

まり、首長が組織に対してどのような動機を持つのか、首長が置かれる政治的状況が

組織編成に影響するのかが問われていない。さらに、先行研究の知見において、議会

が行政組織に影響するアクターとして考慮されていないことが問題である。特に大き

な部局編成において、議会は拒否権プレイヤーとして存在し、首長のリーダーシップ

を制限する可能性もある。大きな部局編成以外、議会における不確実性が常に首長の

取りうる行動を制約し、小さな政策を担う組織のあり方にも影響する。そのため、組

織編成の分析にあたっては政策の成立過程と同様に、知事と議会の相互作用を視野に

入れる必要がある。 

 第三に、行政組織に対する以上の研究の知見は、個別的な事例研究によって導き出

されるものが多く、その一般性が保証されない。特に観察が佐賀県や静岡県の特徴的

な事例、大きな組織変化により観察が集中する傾向がある。実際、これらの典型事例

以外に、組織のフラット化を図る都道府県は少ない。また先行研究は、フラット化と

いう特徴だけに捕らわれ、組織変化の基本である組織の融合や分立に対する考察が欠

けている。そのため、都道府県の全体的な組織変化の特徴をより詳細に考察する必要

がある。 

 以上で示した第一と第二の限界は本研究の全体的な内容から回答を行う。第三の限

界について、次節から著者が独自に収集する都道府県の組織のデータと一部の事例を

用いて、地方分権改革以降の約十年間の組織変化の特徴を確認する。 

                                                        
6稲垣（2015）は都道府県内部の不確実性に組織編成過程における知事と議会関係の影響を指摘している

が、組織編成に関わる知事と議会の政策利益について分析が不十分である。また中央集権の時期を分析

したため、中央統制の影響が主たる説明要因となり、知事と議会の相互作用の解明は十分とは言えない。 
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2.2 組織変化の特徴 

 分権改革以降の都道府県の行政組織について、先行研究が共通して指摘する特徴と

して、政治主導が強く、変化が多く、多様化の傾向にあるという三つが指摘できる。

しかし、どの側面から見て政治的主導が強いか、また変化が発生する頻度、類型と政

策分野など、具体的な分析が行われていない。本節は都道府県の組織データと組織に

関する情報が詳細に公開されている福井県の事例を用いて、組織に対する政治主導、

組織変化の詳細な内容について考察する。 

 

2.2.1 組織に対する強い政治主導 

知事の行政組織の新設や廃止

に対する強い政治主導は多くの

都道府県において行われている。

竹内（2018）調査の結果によると、

全都道府県のうち 18 の都道府県

が「特に知事の命じた施策の企画

および推進に関すること」等の組

織規定があり、知事による政策推

進体制が組織内で制度化されて

いる。また 37 の都道府県で知事

が予算プロセスに具体的に自ら

の意向を反映させる「政策会議」

を持っている。本項は、知事の特

命規定と予算の政策会議の両方

を持っており、かつ比較的に早い

段階で制度化した7福井県を代表

的な例として取り上げ、具体的に

政治主導の仕組みを考察する。 

まず以下では組織に対する政治主導を、組織編成と組織の働きに対するコントロー

ルという二つの側面から解析する。組織編成は事前コントロールであり、知事が組織

の持つ機能と組織の人員を選択することで、自らの政策目的に見合う組織を作る。対

して、組織の働きに対するコントロールは事後コントロールであり、知事が組織の働

きを確認・監視する行動である。本項は福井県を例に、この二つの側面において政治

                                                        
7 竹内（2018）によると、福井県の知事の特命規定は 2003 年の西川知事当選前に存在する。また福井県

の「政策合意」が出来上がる 2003 年時点で、同じような体制を持つのは長野県、岐阜県と岡山県だけで

ある（2003 年 9 月 26 日第 335 回定例会の答弁内容を参照）。 

表 2-1．福井県の組織改正と知事の政策 

組織改正 知事マニフェストの文言 

ふるさと創生室 
幸福日本一福井へ 移住・定

住戦略 

若者・定住支援課 

進学・就職の地元志向にイ

ンセンティブ、若者の熱意

と行動力を結集 

女性活躍推進課 

日本一の「結婚・子育て応

援社会」、女性の元気が福

井の元気 

伝統工芸振興室 世代をつなぐ「職人技術」 

新産業創出課 ローカル産業革命 

障害者スポーツ大会課 県民総参加の福井国体 

歴史遺産推進室 
福井の遺産を日本・世界遺

産へ 

広域誘客課 観光客 1300 万人 

水産学術産業整備室 
国・県立大学・民間などと

連携し「新日本海漁業」 

（出典）西川一誠公式サイト「福井ふるさと元気宣言」、

福井県「組織改正」から作成 
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主導が強いことを示す。 

最初に組織編成を検討する。組織編成に政治主導が強くなっている最大の証拠は、

組織が知事のマニフェストの内容に基づいて編成されることである8。マニフェスト

は知事候補者が選挙で掲げる総合計画であり、各分野の政策がパッケージされている。

知事はマニフェストに約束した政策を実現して次の当選を目指す。そのため、マニフ

ェストの内容は知事の執政における政策目標であると考えられる。組織編成がマニフ

ェストに基づいて行われることはすなわち知事の行う政策が組織の編成を主導して

いるということである9。表 2-1 は福井県の 2015 年と 2016 年に編成した組織と福井県

知事のマニフェスト「福井ふるさと元気宣言」を対照するものである。表から確認で

きるように、新しく編成された各組織はマニフェストに示されている政策目標と明確

に対応していることが分かる。 

図 2—1 は以上のマニフェストの組織編成の例として、「ふるさと創生室」、「若者・

定住支援課」と「女性活躍推進課」を示している。「ふるさと創生室」は政策推進課

に直接に設置されるのに対して、「若者・定住支援課」と「女性活躍推進課」の設置

では、課の政策はいくつかの政策グループによって分担され、具体的なの分業が行わ

れる。これらの政策グループの内容も実際、知事のマニフェストに掲げる項目と一部

対応している。例えば、「日本一の『結婚・子育て応援社会』、女性の元気が福井の元

気」と対応して「出会い創出支援 G」と「女性活躍 G」が設置されている。すなわち、

新しい政策目標に見合う機能を持つ組織が作り出されている。 

                                                        
8 組織改正の概要と組織改正の記者会見の内容もマニフェストに基づいて作られていることが多い。 
9 当然、行政組織の職員が知事の政策を理解して自発的に組織編成を行、知事が自ら行っていないこと

も考えられる。しかい、その場合でも知事の意思が組織編成に反映されているという結果に変わりがな

い。本研究は特に知事の意思の経路を追跡するものではないため、この点について深く議論しない。 
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以上の検討から、組織の編成に知事の政策推進の側面が大きいと言える。 

次に、組織の働きに対するコントロールについて、福井県の「政策合意」という制

度が取り上げられる。マニフェストに掲げる政策の推進に当たって、福井県の西川知

事は従来から「政策合意」という体制を運用していた。それは、各部長が知事のマニ

フェストを実現させるために、毎年の目標設定と取り組みを知事と合意する体制であ

る。その趣旨は「『政策合意』によって、各部局長が、所轄部局のトップであるだけ

でなく、『ふるさと元気宣言』を実現するための知事の政策スタッフであることを明

確にし、知事のリーダーシップが発揮できる体制を構築」10することである。 

「政策合意」の体制は組織的に二つの変化に伴う。第一に、知事の直接の指示を受

け、各部を調整し課題の解決に当たる「政策幹」を設置するとともに、知事マニフェ

ストに掲げた主要政策を実行するため「総括企画幹」を置き、さらに各部に行政改革

や経営支援などの主要課題ごとに「企画幹」を配置した。第二に、知事が各部局長と

職務協定等を締結し、明確目標を与え、政策責任を明確化する。 

具体的な運用について、政策部局ごとに、知事のマニフェストの文言ごとに達成さ

れるべき項目が設定され、達成状況に関する資料において各項目に関する政策評価が

行われている。表 2－3 がその一部の例を示している。 

 

                                                        
10 福井県「「福井ふるさと元気宣言」推進に係る平成 29 年度の「政策合意」」（URL: 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/goui/2017goui.html, 最終アクセス:2018/1/21）による。 

表 2-2. 福井県の政策合意体制の一部 

項目 実施結果 

１ 革新と創造で伸びゆく福井の企業 

◇福井発の「ローカル産業革命」 

○産業革新の一貫システム【共同研究】 

〔成果等〕目標を一部達成しませんでし

た。 

・地域経済に大きな波及効果が見込める研究

開発を加速させるため、「ふくいオープンイ

ノベーション推進機構」において、大企業と

の連携を強化し、新たな共同研究プロジェク

トを進めます。（平成 29 年度 累計 46 件） 

共同研究プロジェクト数 15 件増 累計 61 件 

（一部略）、新たな共同研究プロジェク

ト 16 件を進めました。共同研究プロジェ

クト数 

16 件増 累計 62 件 

・「人材確保支援センター」を４月に福井商

工会議所内に設置し、高齢者・女性など多様

な人材が活躍できる職場づくりのアドバイス

や、県内企業と県外大学との面談会の開催な

ど、企業による人材確保の取組みを支援しま

す。 

（一部略）1010 件の企業からの人材確保

に関する課題解決の相談に対応しまし

た。また、県内企業と県外大学との面談

会を３回開催（36 校、48 社参加）、採用

力向上や多様な人材の活躍を促す企業向

けセミナーを１２回開催（736 社、897 名

参加）し、採用活動の強化につなげまし

た。 

＊出典：平成 30 年度「福井ふるさと元気宣言」推進に係る政策合意の取組結果 
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図2-2．変化のある都道府県のある割合

課室 部局

表の項目の部分に、「１ 革新と創造で伸びゆく福井の企業」は知事マニフェストの

産業政策のスローガンであり、「◇」はスローガンの下の政策目標である。このよう

な体制が確立されることで、知事は自らの政策実現にあたって行政組織に対して集権

的な意思決定ができ、強いリーダーシップを発揮できる。そのため、組織の働きにつ

いても知事が政策の内容を確認し、確認・監視を行っていると考えられる。 

以上の考察から、すべての組織が知事の強い政治主導で管理されているとは言えな

いが、知事が自らの政策実現のために能動的に行政管理を行うことで、行政組織に強

く影響できる側面が伺える11。このような行政組織に対する政治的主導が可能である

ため、本研究が主張する、政治家が行政組織の強化を通して政策の実現を図るという

シナリオが成り立つと考える。 

 

2.2.2 組織がどのように変化したのか 

 次に著者が独自に収集するデータをもとに都道府県の行政組織がどのように変化

したのかを考察する。変化を捉える要素として「各年度に何割の都道府県が組織を変

更させているか」と「変化の内容」を取り上げる。「各年度に何割の都道府県が組織

を変更させているか」はそもそも都道府県の組織が変化するものなのかを確認するた

めの指標である。その際に注意しなければならないのは「部局の変化か課室の変化か」

である。「部局」の変更には「条例」の変更に伴い、議会の審議を含めて多大なコス

トが必要である。対して「課室」の変更は「規則」の改正だけが必要で知事によって

容易に変更できる。そのため、「部局」と「課室」を分けて集計を行う12。次に「変化

の内容」は変化があることを確認した上で、どのような変化があるかを確認する。集

計結果に基づいて変化の類型と政策別の変化を観察する。 

  都道府県の行政組織の変化を確認するための資料は、毎年 4 月に公表される行政機

                                                        
11知事が行政管理を行う動機を分析するのは本研究の第六章である。第六章では、知事の議会運営が困

難な場合、より行政の管理に依存して政策実現を図ることを明らかにした。  
12部局レベルの組織が変化する場合、当然部局内の課室レベルの組織が共に変化する場合がある。デー

タの集計において、部局レベルの変化に伴う課室レベル組織の変化は課室レベルの変化に集計されない 
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構図と改正の概要である。当該資料は、各都道府県のウェブサイト上で毎年更新・公

表されるが、当年分しか入手できない場合が多いため、著者は各都道府県の人事部局

に 2003 年度から 2016 年度までの組織資料を請求した。一部都道府県の無回答と入手

可能な年数の制限により、欠損があるものの、38 の都道府県の約十年以上の組織変化

をデータ化した。サンプルサイズは 409 である。データは各都道府県の各年度の部局

と課室レベルの変化とその類型、各政策分野における組織変化を記録している。 

まず都道府県の組織に変化があるかを確認する。部局と課室の二種類を分けて集計

したのは図 2-2 である。この図から分かるように、都道府県の組織は部局レベルでは

基本的に安定しており、各年度に変化がある都道府県は 10％以下である。また変化の

期間は 2000 年代初頭に集中している。それに対して、課室レベルの変化の割合は高

く、毎年度約 70%から 80%の都道府県が課室の変化を行っている。すなわち組織変化

に関して、部局レベルの大きな変化の頻度が低く、日常的な変化は主に課室レベルに

集約されていると考えられる。 

では部局レベルの組織に地方分権改革以前に比べて実質的な変化が起こっている

のか。これについて、表 2-3 は 2016 年の 48 都道府県の部局数を人口別に集計したも

のである。地方分権改革以前は、都道府県が設置できる部局数は「法定部局数」とい

う制度に制限され、人口別に設置できる部局数が異なるが13、表 2-3 では人口水準別

の間に部局数の集計値に明確な違いが現れない。すなわち、過去の制度的影響が残っ

ておらず、各都道府県が部局のあり方を見直し、部局レベル組織の多様化が進んでい

ると考えられる。部局数の極端な例として、兵庫県 5 部局、山梨県 12 部局、東京都

13 部局が挙げられる。 

 

表 2-3. 2016 年度各都道府県の部局数 

人口 最大値 最小値 平均 

100 万以下 12 7 9.4 

100 万から 250 万 11 7 8.7 

250 万以上 13 5 9.2 

 

次に頻繁に変化する課室レベルの内容に注目し、具体的にどのような変化があるの

かを整理する。最初に、組織の機能がどのような変化をしたかを確認するために、組

織変化の類型を分析する。変化の類型について、真渕（1999）の新設、廃止、分割増

置、統合、再編、昇格、降格、名称変更と移動の八つの分類方式を参考にする。それ

ぞれの類型に対応する都道府県例を示すのが表 2-4 である14。 

                                                        
13 人口 100 万以下の都道府県が 6 部局、100 万から 250 万が 8 部局、250 万以上が 10 部局でそれぞれ規

定されている。 
14 データは課と室の二つのレベルの変化を捉えている。室は課の下に設置されることがあるため、課の

下にある室が課に昇格される場合、室レベルから見ると昇格になるが、課レベルから見ると分割増置と

見なすことができる。本稿のデータ処理において、室レベルの組織の変化は課レベルではなく、室レベ
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表 2-4.課室レベルの変化の類型化と例 

新設 

 廃止 

 分割増置 医務国保課→国民健康保険課＋医務課 

統合 NPO 推進課＋文化振興課→県民活動・文化課 

再編 農畜産振興課＋食料安全推進課→農産園芸課＋畜産課 

昇格 健康管理調査室→県民健康管理課 

降格 下水道課→下水道室 

名称変更 水産課→水産振興課 

移動 福祉保健部男女参画・人権課→県民環境部男女参画・人権課 

 

全データセットにおいて、以上の各類型の組織変化が発生する回数を集計するのが

表 2-5 である。 

 

表から確認できるように、各類型の中で圧倒的に多いのは課室の新設である。組織

の再編、昇格が新設に次ぐ。このことについて二つの解釈ができる。一つは、都道府

県の行政組織が全体的に拡大して、より多くの人員が配置されたことて組織の規模が

膨れ上がることである。もう一つの解釈は、組織の人員規模が変化せず各政策目的に

対してより細かな役割分担が組織内で行われ、分業

がより進んでいることである。どの解釈が妥当なの

かは都道府県の公務員数の変遷を確認すれば容易

に判断できる。総務省の地方公務員数の状況に対す

る調査15を参照すると、平成 17 年から平成 22 年の

間、一般行政部門の公務員数の平均純減率は 10.5％

である。各都道府県別で見ると、公務員数が増加す

る都道府県は当然存在せず最小でも6％の純減率が

ある。そのため、都道府県の行政組織が拡大してい

ることよりも、組織の機能が分化して分業が進んで

いることが考えられる。より直接な証拠として、表

2-6 は課室数に関するデータがある都道府県を取り

上げている。個別的な県を除いて全体的に課室数が

                                                                                                                                                               
ルの視点からデータ化することにしている。そのため、課の下に室が昇格される場合、一律に昇格とし

て考える。 
15 参考資料：総務省，地方公務員数の状況（URL: http://www.soumu.go.jp/iken/kazu.html, 最終アクセス：

2019 年 5 月 22 日）。 

表 2-5．各変化の発生回数 

新設 廃止 分割増置 統合 再編 昇格 降格 移動 名称変更 

433 74 16 46 107 54 5 33 49 

2-6.課室の変化 

都道府県 2006 年 2017 年 

岩手県 62 74 

茨城県 70 79 

栃木県 70 63 

岐阜県 70 86 

京都府 94 97 

香川県 64 74 

福岡県 97 94 

熊本県 95 86 

沖縄県 73 80 

平均値 77.2 81.4 

1) 組織図に課室数の記録があり、

かつ 2006 年から 2017 年までの都

道府県のみを取り上げる 
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増加傾向にあることが確認できる。また、公務員が減少する中で課室の数が増えるこ

とは、すなわち課室レベルの組織の人員規模も小さくなっていると言える。 

ほかの変化について、組織の再編は、組織の機能が政策の変化に伴って調整される

ことが多く、廃止、降格は事業終了などに伴って行われるものが多い16。 

最後に、より具体的に政策分野ごとの状況を確認する。ここで、都道府県における

政策別の組織設置の一般的なパターンに依拠し、農林水産、土木建築、医療福祉、生

活環境、商工産業、体育文化、観光17、労働18と総務企画の九つの分野で集計を行う。

集計の内容は各年度各政策分野に課室レベルの組織変化（新設、分割増置、統合、再

編、昇格と移動）が行われるかどうかである。各年度行われた都道府県の割合を計算

し、その平均値をまとめたものが表 2-6 である。 

 

表 2-6．変化のある都道府県の平均割合（政策分野別） 

農林

水産 

建築

土木 

医療

福祉 

生活

環境 

商工

産業 

体育

文化 労働 観光 

総務

企画 

23% 13% 27% 16% 21% 16% 6% 14% 30% 

  

表の数値から確認できるように、全体的に各政策分野に一定程度の組織変化がある。

そのうち総務企画の変化は最も多く、平均的に毎年 30％の都道府県は組織変化を行っ

ている。各政策分野の状況を見ると、医療福祉、農林水産と商工産業の組織の変化は

比較的多い。観光と体育文化は近年重視されることになり、平均割合は中程度である。

残りの政策分野の変化は比較的少ない。 

 

2.3 中央政府の組織との比較 

本章の最後に、以上の分析から見られる都道府県レベルの特徴を中央省庁の組織と

の比較を行いたい。これまでの研究である程度明らかにされた中央省庁の組織変化と

比較することで、都道府県レベルの特徴がより鮮明になると考える。 

中央省庁の組織変化について、真渕（1998、1999）は行政改革と行政変化の二つの

概念から説明している。彼は、改革による変化が少ないこと、行政改革の部分に比べ

て行政が自律的に変化する部分が多いことを指摘している。そして、中央省庁の組織

変化において、スクラップアンドビルドがかなり厳格に適用されること、「日本型鉄

格子」が存在して局の改正に法律制限が影響していることが確認されている。 

                                                        
16廃止、降格と実質的な変化を伴わない名称変更は、知事の政策実現との関連が少ないため、以下の集

計、及び以下の集計を用いる計量分析において除く。統合と移動は組織改正の趣旨から見ると、新しく

政策を展開する際に行われることが多いため、集計に保留する。 
17東京オリンピックと地方の観光振興政策の影響で、体育文化と観光に関する単独部局は多く設置され

ている。そのために集計において単独に取り上げる。 
18労働政策に関する組織は商工部局に属するか、福祉部局に属するかは都道府県ごとに異なるため単独

に取り上げる。 
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中央省庁の組織変化に対して、本章が分析した都道府県の組織変化はまったく異な

る特徴を有している。まず変化をもたらす要因について、組織の編成は知事による能

動的な側面が多く、組織の多くは知事の政策推進のために設置されている。そのため、

政治的な影響による変化が多く、行政が自律的に変化する部分が少ないと言える。次

に、スクラップアンドビルドについて、すでにデータで確認されているように新設の

回数 433 に対して、廃止はわずか 74 回である。すなわち、スクラップアンドビルド

が行われず、組織の数が増えている。これは、地方分権改革以降、そもそも地方が担

う政策役割が拡大していることと関連すると考える。最後に、「鉄格子」の存在につ

いて考えよう。図 2-2 に示されるように、議会の審議が必要な部局レベルの編成が審

議の必要ない課室レベルに比べてかなり少ない。しかし、議会の審議が知事にとって

多大なコストがかかっていることが編成の頻度を制限しているか、それとも部局レベ

ルの編成がそもそもそれほどの需要がないので頻度が少ないのかが不明である。その

ために、「鉄格子」の存在が不明である。 

 

2.4 小括 

 本章は地方分権改革以降の地方行政組織を分析してきた。これまでの研究が主張す

る組織に対する政治主導、組織の多様化について事例とデータから具体的に考察した。

導き出された知見は以下のようにまとめられる。 

 まず地方分権改革以降、知事は自らの政策を実現するために、行政組織に対するコ

ントロールを強化している。組織編成から観察された現象として、編成が知事のマニ

フェストの政策目標に強く関連していることがある。新しい政策を推進するために、

政策の立案・施行の組織的な能力が求められている。さらに、組織の働きも知事の「政

策合意」のような体制で確認・監視されている。以上のことから、行政組織を取り巻

く政策過程において、政治的影響が多く存在すると考える。 

 第二に、組織の変化について、先行研究では部局レベルの大きな改革を過度に注目

する傾向があるが、変化の頻度から見て部局レベルの組織変化は頻繁ではなく、また

2000 年代初頭に集中している。しかし、部局数のあり方から見ると、地方分権改革以

前の人口基準に基づく部局数とは大きく異なり、人口とは関係なく多様化している。

このことから、部局レベルでは地方分権改革以前とは断絶しており、改革が行政組織

大きな影響を与えたと言える。 

 第三に、組織の頻繁な変化は課室レベルにあり、毎年度 80％以上の都道府県が課室

レベルの組織を編成している。変化の類型で最も多いのは組織の新設であり、行政組

織内の分業がより進んでいると考える。また、政策分野別に見ると、いずれの分野も

ある程度の変化水準を保っているが、総務企画、医療福祉と農林水産の三つの分野に

変化が多い。 
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 では、本章の分析から明らかにされた都道府県の行政組織の特徴をどのように理解

すべきなのか。具体的に言うと、このような組織変化がどのような政策的な影響を及

ぼし、また組織変化がどのような政治的過程によってもたらされているか。この二つ

の問題解明に向けて、次章は本研究の理論枠組みを構築する。 

 

補論 

本章の本論は、課室レベルの編成に知事の政策実現の側面が強いこと、変化の頻度

が高いことなどの特徴を指摘した。しかし、課室レベルの組織が変化する際、組織の

どのような機能が変化したのか、または組織の業務がどのように変化したかは具体的

に観察していない。また、先行研究においても、都道府県の課室レベルの組織編成を

分析するものがない。したがって、課室レベルの組織変化の事例として、福井県の「福

井米戦略課」の編成を取り上げる。これにより、本論では詳細に分析できなかった課

室レベルの変化過程の詳細を検討することで、本論の内容を補完する。 

福井県知事西川一誠の農業政策において、競争力を高める福井米づくりは重要政策

の一つである。その内容は、「ポストこしひかり」という米の品種を登録し、ブラン

ド作戦に着手することである。この目標を実現するために、平成 29 年の組織改正に

おいて、農林水産部に「福井米戦略課」が設置された。当該課は、「いちほまれ」（新

しい米の名称）のブランド化、福井米ブランド化協議会に関することと福井米の生産

振興および販売戦略に関することなどを所管する。では、この組織改正によって従来

の業務がどのように変化したのか。これについて、以下課を構成するミクロ単位であ

る政策グループの変化、前年度から関連組織の予算事業の変化の二つの側面から分析

する。 

「福井米戦略課」が設置される前に、福井米に関する業務を担当していたのは「食

料産業振興課」である。課組織が持つ政策機能は、課を構成する政策グループから確

認できる。「食料産業振興課」は食育・地産地消グループ、6 次産業化推進グループと

組合指導検査グループによって構成されている。三つの政策グループの中に、販売に

関連するのは、食育・地産地消グループだけである。政策グループの構成は、課の担

当する業務にも反映されている。課の業務内容として挙げられたのは、地産地消の推

進、食育の推進、6 次産業化の推進、地域加工食品認証制度「厳選ふくいの味」（E マ

ーク）に関すること、卸売市場に関すること、農業協同組合等の組合の指導監督、水

産業協同組合、森林組合、土地改良区の検査である。これらの業務の中で、販売に関

係するのも同じく地産地消の推進だけである。 

しかし、福井米のブランド化政策は地産地消ではなく、県外での販売が主な内容と
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なっている。これは平成 29 年の福井米予算事業の内容から確認できる19。例えば、「ポ

ストこしひかり」のブランド化事業において、「首都圏等における知名度向上」とい

う目標がある。また、福井県産米販売強化事業においても、「関西圏において販売促

進活動を一層強化」が目的にある。そのために、地産地消に関する組織機能しか持た

ない既存の「食料産業振興課」が、県外の販売を目標とする福井米のブランド化政策

を担うことは、組織機能的に無理がある。 

 以上の問題を解消するために、「福井米戦略課」が設置された。この課を構成する

のは市場戦略グループと福井米振興グループである。福井米のブランド化に特化する

組織であることが明確で、従来の組織に欠けている対外販売に関連する市場戦略の機

能、さらに福井米に特化する政策機能がある。「福井米戦略課」の新設から生じる変

化をより具体的に捉えるために、課の予算の主要事業から確認しよう。 

 表 2-7 は組織編成前後、平成 29 年と平成 30 年20の課の主要予算事業の変化を示し

ている。新しく設置された「福井米戦略課」は市場戦略機能、福井米に特化する組織

機能を持つため、福井米の販売に関する事業を「食料産業振興課」から移譲されただ

けではなく、福井米の生産体制を整備事業などの新しい事業、さらにほかの販売物の

販売も担当することになる。組織編成の結果、「食料振興課」から農産物の福井米と

市場戦略に関する業務を引き継ぎ、両課の間に適切な役割分担が実現できる。また、

業務の変化から確認できるように、組織の新設はただちに行政機構の拡大を意味する

わけではない。新設した組織は、従来の組織の一部の業務を引き継いだため、変化の

過程に他の組織の業務の減少を伴う。組織の新設がもたらすのは、規模の拡大より組

織分業の進展であると言える。 

 以上の例において、福井米のブランド化という知事の政策実現に適しない課組織が、

「福井米戦略」という課を作ることで、対外販売に必要な市場戦略の組織機能、そし

て福井米に特化する戦略機能を備えていった。事業においても、「食料振興課」との

間に、適切な分業ができるようになる。課レベルの組織編成における組織機能、組織

業務が変化することで、新しい政策により適する組織が作られたと考える。 

  

                                                        
19 参考資料：「福井県平成 29 年度当初予算」（URL：

http://www.pref.fukui.jp/doc/zaisei/fukuikenyosan/tousyo29.html, 最終アクセス:2018/03/19） 
20参考資料：「福井県平成 30 年度当初予算」（URL： 

http://www.pref.fukui.jp/doc/zaisei/fukuikenyosan/tousyo30.html, 最終アクセス:2018/03/19） 
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表 2-7．組織編成前後の主要予算事業の変化 

平成 29 年の「食料産業振興課」の主要予算

事業 

 

平成 30 年の「食料振興課」の主

要予算事業 

「ポストこしひかり」ブランド化事業 

→ 

6 次産業化推進事業 

福井県産米販売強化事業 地域特産物の生産・販売対策 

「福井県産そば」産地競争力強化事業 

ふくいの地場産学校給食推進事

業 

6 次産業化推進事業 

ライフステージに応じた食育推

進事業 

食品加工施設整備事業 

 

地域特産物の生産・販売対策 

平成 30 年の「福井米戦略課」の

主要予算事業 

福井ゆかりの店情報発信拠点活用事業 「いちほまれ」ブランド化事業 

ライフステージに応じた食育推進事業 

「いちほまれ」による国体・障

スポおもてなし事業 

味わい学ぶ「ふくい 味の週」推進事業 福井県産米販売強化事業 

  

 

「福井県産そば」産地競争力強

化事業 

注）福井県平成 29 年度、30 年度当初予算

に基づいて著者が作成 

 

福井米生産体制整備事業 

  

地域特産物の生産・販売対策 

  

福井ゆかりの店の情報発信拠点

活用事業 
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第三章 理論枠組み 

 

 民主主義体制において、政治家は民意の代表者として選ばれる存在である。しかし、

政治家自身は代表する民意を実現する能力を必ずしも持ってはいない。そのため、各

分野にわたる政策を実現するには、政治家より数が多く、そして政策に関する専門知

識を持つ行政職員が不可欠である。行政職員は各組織によってまとめられ、組織が担

う機能ごとに異なる役割を果たしている。これらの組織の能力をいかに最大限に発揮

させることが政治家の代表する民意の実現にとっては重要である。 

 行政組織は政治家の代理人として、多くの側面において力を発揮している。まず、

行政組織は専門知識に基づく情報を有し、政策決断の不確実性を低減させることがで

きる（Epstein and O’Halloran 1999）。政策に関する専門知識を持たない政治家にとって、

自らの決断がどのような政策の効果に繋がるかは必ずしも明確ではない。その場合、

専門的判断において、政治家が自らで判断するより行政組織に委任した方がリスクが

低く、また時間とエネルギーの節約にもなる。次に、政策の策定と施行は行政組織が

担っている。政治家の政策目標を事業としての具体化、政策施行における現場の対応

などは行政組織に委ねられている。ほかに、政治家の間に選好順序に循環が発生する

などの決断が困難な場合、行政組織に委任することで解決できるとされている

（Spence 1997）。 

 しかし、行政組織の政策能力を発揮させることは簡単ではない。政策に見合う組織

の設計が重要な課題である。組織の能力は、垂直的関係と水平的関係の二つの原理に

よって規定されており、組織の垂直的地位をどのように設定するか、他の組織との協

調関係をどのように構築するかが重要である。この組織のあり方は組織の持つ専門知

識、政策情報などのリソースを規定し、異なる政策パフォーマンスをもたらしている。

このような組織能力と政策パフォーマンスの関係を検討することが、本章の構築する

理論の第一部分である。 

 そして、行政組織のあり方が政策に影響を及ぼす以上、本人である政治家は当然組

織の編成に関心を持つ。政治家は自らの政策を最大限に実現できる組織形態を好むと

考える。しかし、本人である政治家が複数存在することが、組織編成の過程を複雑に

するのである。まず、組織編成を行うアクターが、執政長官だけか執政長官と議会か

によって編成の過程が異なる。次に、執政長官と議会の間に存在する党派間と部門間

の対立のあり方によって、両者の相互作用が異なる。以上の二つの違いが、組織編成

の帰結にどのように影響するかを検討するのは本章で説明する理論の第二部分であ

る。 

 それでは、次節から行政組織に関する本研究の理論を構築していく。組織能力が政

策にもたらす影響、政治家による組織編成の二つの側面について、これまでの日本の
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地方自治研究の知見が少ないため、本章は主に海外の文献、特に日本の地方自治にお

ける二元代表制と制度的に類似しているアメリカ大統領制の研究を参照して検討を

行う。その上で、構築した理論が日本の都道府県の行政組織の説明に適することを論

じ、都道府県の行政組織をめぐる本研究の実証分析を紹介する。 

 

3.1 組織のあり方がなぜ重要なのか 

 組織は分業と統合の原理に基づいて設計・運営されている。分業は大きな仕事を分

けて下位組織に分担させる過程であり、統合は各部分が完成した仕事を大きな仕事と

してまとめる過程である。分業の過程において、大きな仕事をどのように分けて下位

組織を設置するか、下位組織がどのように協調して役目を果たすかが組織の水平的関

係である。対して、各レベルの組織がどのように下位組織の働きを統合するかが組織

の垂直的関係である。本節は、組織のあり方のもたらす影響について、組織の水平的

関係と垂直的関係からそれぞれ検討する。 

3.1.1 組織の水平的関係 

組織の水平的関係に関する理論は異なる争点と政策領域がどのように関連、分離し

ているかに焦点を当ており、主に二つの議論対象がある。一つ目は組織設計を行う際

に、どのように下位組織で分業するかである。つまり、数少ない大括りの組織を作る

か、それとも個別性の高い組織を数多く作るかが問題である。例えば、農林水産の政

策に関して、農林水産部を一つ設置するか、農業部、林業部と水産部をそれぞれ設置

するかである。二つ目は、すでに設計された組織が相互にどのように協調するかであ

る。同じく農林水産の政策を例にすると、農業部、林業部と水産部が設計された後に、

これらは関連性の高い政策分野であるため、一体的に政策を推進する際に組織間がど

のように調整するかである。以下、この二つの議論について検討を行う。 

 組織設計において、分業という原理に関わる重要な問題は、組織をどのように下位

組織に分割するか、すなわち組織間の境界線をどのように設置するかである。組織間

の境界線が組織の働きに与える影響は多くの先行研究から議論されている。他の下位

組織との交流に比べて、下位組織の内部の情報交換がより頻繁になるため、組織間の

境界線は組織全体の情報の流動性に影響する（Laegreid and Olsen. 1984）。また、組織

として一体的に行動して評価されるため、組織間の境界線は組織全体の選好配置と協

調可能性も規定する（Rhodes and Dunleavy 1995）。この組織間の境界線の影響は、セ

クショナリズムを生み出す原因でもある。すなわち、組織全体の目的より下位組織の

目的を重視し、下位組織の間に利益対立を生じさせることとなる。これは Sleznick（1949）

が指摘する下位目的の内面化である。組織間の境界線が各下位組織の行動に以上のよ

うな大きな影響があるため、異なる組織を設置することで、政策のあり方も職員の専

門能力も大きく異なる。曽我（2016）は、大括りの下位組織を作ることで政策の総合
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性が高まって利益が包括的に政策に反映されやすいのに対して、下位組織を個別に作

ることで所管政策に特化する傾向を生み、専門性が高まりやすくなることを指摘して

いる。 

 組織間の境界線の影響が大きいが、それだけで組織内の水平的関係が決定されるわ

けではない。その理由として、政策を担う組織間の境界線を跨ぐ組織間協調の仕組み

が存在しているからである。そのような仕組みは、政策ネットワーク（Policy Networks）

の研究によって解明されている21。政策ネットワークとは、特定の政策をめぐる政治

的構造であり、アクターがその中で制度化された信仰、文化と行動パターンに基づい

て力を発揮して政策に影響する（Marsh and Smith 2000）22。政策ネットワークは形成、

進化、変化そして終焉して、アクターがその中で戦略的な関連性を持つ（Hey and 

Richards 2002）。そして、ネットワークの構成によって、政策のアイデアとアジェン

ダが変化すること（Richardson 2000; Kisby 2007）、プライミング効果が発生すること

（Hindmoor 2009）、政策能力が異なること（Daugbjerg 1998; Daugbjerg and Pedersen 

2004）などがこれまで指摘されている。 

政策ネットワークはその開放度によっても多くの類型がある。政府内では、会議や

プロジェクトなどの形式を通して一つの政策を対象に関連する組織が参加して協働

する仕組みは政策コミュニティと呼ばれている。組織間の境界線に区切られる組織に

おいて、政策コミュニティは担う組織の特定が難しい政策の形成に大きな役割を果た

すとされている（Miller and Demir 2006）。その効果は二つある。第一に、広い情報と

専門知識が共有され、政策形成において関連アクター間のリソースの相互依存が行わ

れる（Campbell 1989；Miller and Demir 2006）。第二に、組織間の協調が促進され（Rhode 

1997）、このような組織間協調の高まりが高い政策パフォーマンスをもたらすとされ

ている（Jennings and Ewalt 1998）。政策コミュニティ以外に、イシュー・ネットワー

クという概念が存在する。イシュ―・ネットワークはより幅の広い概念であり、組織

間の協調以外に利益団体や外部の専門家なども含む（Rhodes 2000）。そのため、組織

間の協調だけではなく、外部専門家の協力、利益調整などの側面も含められている

（Kickert 1997；Bogason and Toonen1998）。 

 以上に示したように、組織の水平的関係は組織設計と組織間協調の仕組みの二つの

部分によって規定されている。個別性の高い下位組織を数多く作ることで、組織の個

別政策に対するコミットが強くなって専門性が高まるが、下位組織間の対立から生じ

                                                        
21 組織間のネットワーク（Inter-organization Network）を捉える概念が多く存在する。例えば、政策ネッ

トワーク以外に、連携ネットワーク（Collaboration Network）、ガバナンスネットワーク（Governance 

Network）などが存在する。これらの概念のうち、政策アウトプットを説明対象とするのは政策ネットワ

ークである。本研究の第一部分の目的は、行政組織のあり方から政策アウトプットを説明するものであ

るため、政策ネットワークの概念が一番適合していると考える（Isett et al. 2001; Popp. et al 2014）。 
22 この定義は政策ネットワークの最初の定義ではない。Dowding（1995）は、政策ネットワーク理論が

政策アウトプットを説明する際に、ネットワークの構造ではなく究極的にアクターの属性から説明する

ことを批判した。この批判を受けて、Marsh and Smith（2000）が再定義した。 
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るセクションナリズムにより協調が困難となって総合的な政策に対応できない。この

組織設計上の協調問題を解決する方法の一つが、組織間に存在するコミュニティとネ

ットワークの仕組みである。この解決策以外にも、水平的関係ではなく、垂直的関係

にある上位者の統合による解決もできる23。すなわち、組織の低いレベルで調整が達成

されなければ、高いレベルに任せるということである。次項から、垂直的関係について

詳しく検討する。 

 

3.1.2 組織の垂直的関係 

 組織の垂直的関係とはヒエラルキーに基づく組織内の上下関係である。垂直的関係

において、組織内の権限は上下に不均等に配分され、各レベルの上位組織が下位組織

を管理する。垂直的関係に関するこれまでの研究の焦点は主に二つある。一つ目は、

行政組織内の統合はどのように達成されるのかである。二つ目はヒエラルキー構造が

連鎖する組織の中で、組織の持つ垂直的な地位がどのような影響をもたらすかである。

以下、それぞれについて検討する。 

 一つ目の焦点である組織内の統合とは、組織全体の目的を達成するために、組織を

構成するユニットの活動水準や生産物の属性をコーディネートされた仕方で調整す

ることである（青木 2008）。統合を果たす組織形態について、青木（2008）はタスク

単位間の情報連結から、二つの原型となるタイプを指摘している24。一つ目のタイプ

は、組織下部の水平的な情報流通と調整を確保し、水平的なヒエラルキーで統合を達

成する情報共有型組織である。このタイプの組織は、個々人が明確な役割を持たず、

チームとして機能する。このような組織の構成員に求められるのは、他の構成員や部

局と調整・協力して作業を行う「文脈型機能」である。したがって、情報共有型組織

は一括採用、内部訓練、頻繁な配置転換、年功序列などの人事管理を行う。第二のタ

イプは、組織下部がそれぞれ特定の専門性に依拠し、機能的なヒエラルキーで統合を

達成する「機能特化型組織」である。このタイプの組織は、個々の業務において求め

られる専門知識を明確かし、それを組織外部で習得した人材を調達する。したがって、

人事管理は中途採用、外部県連、配置転換不在、業績主義などの形態をとっている25。 

 次に、組織の垂直的な地位がもたらす影響について検討する。上位組織による管理

は、下位組織の行動に大きな影響力を持ち、その結果として組織における上下関係の

連鎖が成立した。その連鎖の中で、政策に影響する要素がどのようなものかが多く検

討されている。まず、組織における垂直的な位置は、政策コミュニティの形成を規定

                                                        
23 組織内の協調の部分を、主に水平的な調整で解決するか、垂直的な統合で解決するかによって、情報

共有型組織と機能特化型組織に分類することができる（青木 2008、曽我 2013）。 
24 ほかに、青木（2008）はシリコンバレーのクラスタリングに代表される組織を取り上げている。シリ

コンに密集する起業家的スタートアップ企業は、作業上の情報をカプセル化しているタスク単位が第三

者中間期間を通して、わずかな情報のどうかを行う準組織的なアーキテクチャを持つ。 
25 「情報共有型」と「機能特化型」に対する記述は、曽我（2013）を参考にしている。 



28 

 

する要素である。垂直的地位が異なる組織間にはコミュニティが形成されにくい

（Rhodes and Marsh 1992）26。第二に、上位組織の強い統合が下位組織の非効率性を

もたらすことがある。これは Gulick（1937）の指摘する同質性の原則（the principle of 

homogeneity）に反する場合である。同質性の原則とは、上位組織によって統合される

下位組織は業務的に性質の近いものでなければならないということである。性質が異

なる下位組織が存在する場合、上位組織から統制されると逆に効率性が低下すること

がある。第三に、垂直的な関係において、政策を担う組織がどのように位置するかが

重要とされている。組織内では、政治的アクターに近い部門が組織行動において政治

的意向に対して配慮することが多いが（Wood and Waterman 1991；Greer 1994）、下位

組織では、専門的な考えが占める割合が多く、政治的リーダーシップの影響力が小さ

くなると指摘されている。（Christensen 1987; Egeberg 1994)。 

 以上の検討から、組織内の垂直的関係はについて二つの知見が得られる。まず、組

織内の統合が水平的ヒエラルキーまたは機能的ヒエラルキーによって統合される。次

に、組織の垂直的地位が異なることで政策コミュニティの形成、政治的意向と専門的

な考え、組織の効率性という三つの側面から政策に影響を与える。これら二つの知見

を、どのように本研究の分析に用いるかを検討しよう。本研究が行政組織のあり方を

理論とした上で、説明する対象は都道府県の間に異なる政策である。しかし、統合の

あり方に関しては、どの都道府県も典型的な日本型の情報共有型組織であり、バリエ

ーションが存在しない。また、時系列的に見ても、統合の仕方が変化することがない。

そのために、統合のあり方に注目して、政策のバリエーションを説明することはでき

ない。対して、二つの焦点である組織の垂直的な地位では、都道府県の組織編成にお

いて頻繁に変化するものであり、時間的に見ても都道府県間で見ても、大きなバリエ

ーションが存在する。垂直的地位によって異なる政策がもたらされる可能性が高いと

考えられる。そのため、本研究は、主に組織の垂直的地位を主な枠組みとして分析す

る。 

 

3.1.3 第一部分の実証分析 

 前項までは、組織の水平的関係と垂直的関係について説明し、政策に与える効果を

論じた。都道府県の行政組織においても、特に地方分権改革以降、以上の理論が指摘

するような組織要因のバリエーションが存在する。一方、前章の集計から見られるよ

うに、部局レベルと課室レベルの組織が変化し、部局レベルでは再編されて組織の分

離と融合、課室レベルでは課の新設と再編などが行われている。つまり、水平的関係

で議論した組織の設置の仕方、垂直的関係で議論した組織の垂直的地位の変化が存在

                                                        
26 政策コミュニティは水平的関係にも垂直的関係にも関連する概念である。政策コミュニティが同レベ

ルの組織の協調を達成することは、水平的関係に関する役割を果たしているが、その形成には組織地位

に関する垂直的関係が影響する。 
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する。他方、組織間の連絡会議、組織外の団体との協力について、制度化をする都道

府県が存在し、水平的関係で検討した政策ネットワークも構築されている。これらの

組織的な変化は政治的な影響によって引き起こされたものの27、組織がその後継続的

に存在することで行政組織の能力の差を生み出し、政策帰結に影響するもう一つメカ

ニズムとして成り立つ。 

 本研究が、組織の政策にもたらす影響を実証するために、分析対象として取り上げ

るのは、防災政策と男女共同参画政策である。その理由は主に以下の三点である。 

 第一に、両政策はいずれも 2000 年初頭から注目度の高い政策である。防災政策は、

1995 年の阪神・淡路大震災に続き、2000 年代も 2007 年の新潟中越地震、2011 年の東

日本大震災が発生するなど、大規模災害が立て続けに生じていることから防災政策に

対する注目度が常に高い。そして、男女共同参画は、少子高齢化社会の進展に対応す

る重要な施策であり、特に 1998 年の男女共同参画基本法の施行と 2015 年の女性活躍

推進法が制定・施行された結果、多くの地方政府が推進している。そのため、両政策

を担う組織の変化が多いただけではなく、都道府県間の組織の違いも多く観察される。 

第二に、両政策を対象として導き出された知見は、ほかの政策に対しても高い一般

性を持つと考える。まず、両政策を担当する組織規模が大きく異なる。防災政策は主

に部局レベルの組織が担当するのに対して、男女共同参画は課室レベルの組織が担当

する。そのため、組織のあり方が政策にもたらす影響が、組織の異なるレベルにおい

て検証されることになる。次に、両政策を対象として分析する際に、本研究が組織要

因として挙げる組織の個別設置、組織間の連絡会議や組織外団体との協力などは、ほ

かの政策分野においても一般的であり、両政策の特有の組織要因ではない。最後に、

防災政策が技術性の高い政策領域で多くの技術職員が所属しているのに対して、女性

政策は事務職員に担当されることが多い。そのため、組織のあり方の影響が、技術性

の高い政策においても低い政策においても検証されていると考える。 

当然、両政策だけを取り上げることにもデメリットが存在する。両政策はいずれも

内閣府の重要政策に関する会議と関連があるものであり、中央防災会議と男女共同参

画会議が存在する。その意味で、中央省庁が行うほかの政策とは枠組みが違い、従来

から中央の縦割り制約が少ない可能性がある。その結果として、都道府県レベルでは

組織の多様性が生じやすい政策分野でもあることは留意すべきである28。 

本研究の第一部分が取り上げる第一の分析対象は防災の業務継続計画の策定であ

り、防災・危機管理組織の違いがどのように計画策定に影響するかを分析する。業務

継続計画の策定は、部局レベルの防災・危機管理組織が担当するが、その策定に全庁

                                                        
27 政治的な影響によって設置された組織であるため、組織の政策に与える影響も政治家の政策関心の高

まりによってもたらされるものである可能性が否定できない。すなわち、偽の相関である。そのため、

本研究が検証を行う際に、常に政治家の影響をコントロールして偽の相関の可能性を排除する。 
28 本研究が重視するのは、組織の多様性が生じれば政策のパフォーマンスが異なるという部分のメカニ

ズムであり、組織の多様性が生じやすいかどうかによって大きな影響があるとは言えない。 
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組織が防災優先業務を洗い出す必要があり、ほかの組織の協力が必要となる。本研究

は、垂直的関係と水平的関係から防災組織の計画を作る能力を分析する。 

垂直的統合に関して、本研究は防災に関する統制職の設置、同質性の原則に注目し

た。第一に、防災の統制職とは防災組織を管理し、さらにほかの部局より高い地位を

有する職である。組織地位のより高い防災の統制職によって全庁的な統合が達成され、

計画の策定に必要な防災以外の部局の協力が得られると考える。第二に、同質性の原

則について、防災組織が一般的に総務部や生活部に所属するか、個別に設置されるこ

とがある。防災政策は非常時の災害対策を対象とし、ほかの政策と性質上業務内容が

異なっているため29、同質性問題も発生して計画策定の効率性が低下すると考える。 

水平的協調に関して、本研究が注目するのは、防災・危機管理組織とほかの組織の

間に形成する政策コミュニティである。防災組織は総務部や生活部に所属することが

あり、その場合ほかの部局より組織地位が低く、防災政策のコミュニティの形成が困

難になることが想定される。その結果として、計画の策定が困難になると考えられる。

また防災政策に関して、政策コミュニティを直接に設置する都道府県も存在する。防

災・危機管理組織とほかの政策部局間に存在する防災連絡会議が政策コミュニティに

該当し、組織間協調を促進すると考える。 

そして、防災業務計画に関する実証分析では、以上のような組織的な要因が策定時

間に与える影響を検証する。 

第一部分が取り上げる第二の分析対象は都道府県の男女共同参画の政策である（以

下略して女性政策）。女性の活躍をサポートする政策パフォーマンスに対して、組織

要因がどのように影響するかを分析する。当該政策を担当するのは課レベルの組織で

あり、垂直的関係においては大きな違いがないが、水平的関係における組織設計、組

織間協調の仕組みが組織のもつ専門知識・情報に大きく影響する。 

女性政策を担当する課は組織設計上、女性政策を担当する課として独立に設置する

こともあれば、青少年政策と共同に設置することもある。本節で検討する理論から考

えると、課としての独立設置がより専門性を高めて高い政策パフォーマンスをもたら

す。次に、組織間協調の仕組みについて、女性政策を担当する組織と共同に女性政策

に取り組むほかの組織が存在し、政策コミュニティが形成されている都道府県がある。

それに加え、行政組織が女性団体から政策協力を得て、イシュー・ネットワークを構

築している都道府県もある。実証分析では、これらの組織的要因が女性政策にもたら

す影響を検証する。 

 

                                                        
29防災政策が扱う対象は、災害発生後に影響を及ぼす分野であり、多くの政策分野にわたる。また、行

政が扱う現象からすれば、ほかの政策組織が扱う現象は予測可能で対応もある程度の時間をかけて行わ

れるものであるに対して、災害・危機は予測できなくてきわめて短期間で対処が求められるものである

（大西 2017）。 
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3.2 組織をどのように説明するか 

 前節は、組織のあり方が組織の政策能力に影響することを検討した。本節からはそ

もそも組織のあり方が何に規定されているかに注目し、本研究の第二部分の理論枠組

みを構築する。 

 組織変化を説明する要因は、当然政治的要因だけではなく、組織文化や組織の外部

環境に注目する理論が存在する。そのため、本節は、都道府県の組織変化を説明する

ためにどの要因に注目することが一番適切なのかを論じる。 

組織変化を説明する理論は主に、政治家の合理的選択、組織文化と組織の外部環境

に注目していた。それぞれが組織変化の異なる側面を説明している。以下では各理論

の内容について整理していく。 

まずは行政組織の変化を政治家の合理的選択から説明する本人代理人理論である。

この理論において、行政組織は政治家の代理人として、与えられた裁量の中で、政治

的目標を実現する道具である。政治家は組織変化を通して代理人の能力と選好をコン

トロールして政治目的を達成する。したがって、組織の変化は政治家の選挙目的と政

治連合から説明されていた。研究として、選好が一致しない議会と大統領がもたらす

影響を検証する研究としては、アメリカ議会の官僚組織に対する委任の研究（Epstein 

and O’Halloran 1994、Epstein and O’Halloran 1996、Volden 2002a と Volden 2002b な

ど）、行政組織の大統領権力からの隔離を分析する研究（Moe 1990, Lewis 2003）が挙

げられる。また、単一の本人が行政組織にもたらす影響について、大統領の大統領事

務局に対する影響を分析する研究がある（Moe 1985 や Rudalevige 2002 など）。これら

の研究の主張において、本人である政治家は自らの政策選好を実現するために、行政

組織のあり方を選択している。 

 次に、組織文化が挙げられる。組織文化とは組織内で適切な行動を規定し、組織メ

ンバーの間で共有される価値観である(Ravasi and Schultz 2006)。組織文化は組織メン

バー間の相互作用、メンバーとクライエント及び利益関係者との相互作用を規定し、

メンバーの組織に対する認識も影響するとされる(Schrodt, 2002)。組織文化が組織の

変化を説明する要因として取り上げられるのは、組織文化が組織の構造に深く埋めら

れているため、過去からの持続性があり、その持続性がある種の慣性となって変化を

阻害するような特性をもつからである（Marquis and Tilcsik 2013）。したがって、組織

の変革が組織文化に強く影響されることが多くの研究に指摘されている（Cameron 

and Quinn 1999; Flamholtz and Randle 2011)。 

公共組織においても、組織文化の重要性が同じく強調されている。Bluedorn and 

Lundgren（1993）は、組織文化が公共管理の変化プロセスと戦略的目標の達成に大き

な影響を及ぼすことを指摘している。公共組織は慣習に強く影響され、標準な作業手

順に基づいて行動し、国家は規範や組織自体の持続に関心を持っている。組織はその
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文化とともに、文化的慣習と信念の維持、発展と伝播の過程の中で変化する（March 

and Olsen 1983）。したがって、組織はリーダーの一時的な意思によって変化するもの

ではなく、自然に歴史的に変化する（March 1981）。その理由としては、短期的利益

のために、組織の持つ慣習を先見性のないものに変えることを公衆に納得させること

が難しいからである（Olsen 1998）。これまでの研究において、組織変化を組織文化か

ら歴史的に観察・追跡するものが多く、例えば、イギリスの市民サービスの文化的変

化を分析した Chapman（1988）や Christoph（1992）、新しい公共管理（New Public 

Management）がもたらす組織文化の変遷を分析した Harrow and Wilcocks（1990）や

Kanter.et al（1992）などが挙げられる。近年の研究では計量的な手法を用いて、公共

部門の組織文化を捉える研究（例えば、Su et al. 2009, 2013 や Harrison and Baird 2014

など）、組織間の比較を通して組織文化の組織のパフォーマンスにもたらす効果を検

証する研究（Slack and Singh 2018; Jabeen and Isakovic 2018）などがあるが、これらの

研究では組織変化に関する知見が見られない。 

以上の検討から、組織文化は、組織のより長期的・歴史的な変化を説明する際に用

いられていると考えられる。 

続いて、組織の変化について外部環境の影響を主たる説明として研究を検討する。

環境要因の重要性を指摘するのはコンティンジェンシー理論（Contingency Theory）で

ある。この理論は、組織を開放的なシステムとして捉え、組織の管理が外部環境との

バランスを重視しなければならないことを主張する。したがって、組織のあり方が外

部環境によって影響されていることが強調される（Morgan 2007）。外部環境を捉える

要因として、これまでの研究は主に環境の不確実性、戦略性などが取り上げられてい

る。 

まず環境の不確実性は組織の柔軟性、不確実なイベントの対応能力、そして会計の

コントロールに影響するとされている（Chong and Chong 1997; Ditilo 2004;Budding 

2004）。環境の戦略性は、組織の環境の中の戦略的位置を規定し、組織の取りうる行

動（戦略的変革、成果評価、リソースの共有など）に影響を与えることが指摘されて

いる（Langfield-Smith 1997; Whittle and Mueller 2010）。 

環境要因の公共組織に対する影響も多く取り上げられ、組織がいかに外部環境や置

かれている状況によって変化されているのかが考察された。Cancel et al.（1997）は過

去の研究をまとめ、公共組織に影響する 87 の環境要因を議論した。研究として、環

境要因が国際組織の協調に与える影響を検証する Choi and Cameron（2005）やイギリ

スの地方の危機管理体制を検証する Wood（2009）などが上げられる。 

以上の検討から、コンティンジェンシー理論に関する研究において、組織のあり方

を理解するには環境要因の影響が重要であるとされている。   

では、本研究が注目する都道府県の組織変化はどのような枠組みで分析すべきかを
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検討する。第一に、本研究の分析対象は年度ごとの組織変化であり、非常に短期的で

ある。また、大きな部局編成があるとはいえ、組織の運営を根本的に変えるものでも

ない。実際、組織改革を行い、またその後の組織編成で戻される例もある30。そのた

め、長期的・歴史的な組織変化を対象とする組織文化の理論では説明されない。また

組織文化論が文化的要因として取り上げたリーダーシップなどの要素も、地方政治に

おいては首長の政治的属性に規定される部分が多いと考えらえる。 

第二に、環境要因について、確かに地方分権改革以降、地方の財政危機や少子高齢

化の深刻化など、地方を取り巻く環境が大きく変化した。しかし、これらの環境要因

が直接に組織に影響を及ぼす部分が少なく、むしろ「地方政治家」という経路を辿っ

ている。組織編成に対して政治的主導が非常に強いこともすでに第二章で確認されて

いる。要するに、同じく財政危機と少子高齢化の深刻化に直面する都道府県において、

組織が異なるあり方になっていたのは、政治家が異なる行動を取ったからである。そ

のため、環境要因より、組織変化を政治家の利益から考えるのがより妥当であると考

えられる。当然、「地方政治家」という経路を経由しない環境要因が存在しないとは

言い切れないため、それらの要因について、本研究の分析では財政力指数やデモクラ

ティック要因の統制、そして計量分析における固定効果モデルの使用を通してある程

度対処を行う。 

以上の検討から、政治家による合理的選択から組織変化を分析するのは妥当である

と考える。次節から政治家による組織編成について、理論構築を行う。 

 

3.3 政治家による組織編成 

政策の実現を望む政治家は、組織を編成して行政職員の能力を最大限に引き出すこ

とを望むと考える31。そのために、政治家は自らの政策を適切かつ効率的に立案して

施行する組織のあり方を選好する。ここまでは、複雑な話ではなく、政治家が組織の

効果をある程度予測し、組織のあり方を選択するだけである。しかし、本人である政

治家が複数存在し、その利益構造が異なるのであれば、組織編成の過程に政治的な相

互作用が生じ、編成の帰結が利益の対立・協調の産物となる。大統領制の政治的アク

ターの執政長官と議会が典型的である。大統領制の性質をもつ日本の二元代表制にも、

これまでの先行研究が指摘するような首長と議会の党派的・部門的対立が存在する。

そのため、執政長官と議会の相互作用が組織のあり方を決定するカギとなる。両者の

相互作用の中で、組織編成の過程を最も決定づけるのは編成に参加するアクターであ

る。執政長官と議会が行う編成もあれば、執政長官と議会が行う編成もある。すなわ

                                                        
30 例えば、多くの研究が取り上げる静岡県と佐賀県のフラット化改革がその例である。 
31組織を編成するという行動自体は、政治家の公約実現の姿勢として重要な意味を持つ。Peter(1988)は、

政治家が組織編成を行うことで、有権者に対して政策を重視する姿勢を示すことができると指摘してい

る 
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ち、議会が組織編成に参加するアクターなのか、外的要因となるかの二つの状況が存

在する。本節はこの組織編成に関する二つの状況について、それぞれ理論的枠組みを

構築する。 

 

3.3.1 執政長官と議会による組織編成 

議会がアクターとして組織編成に参加すれば、組織に反映されるのは執政長官と議

会の選好であり、組織の行う政策に必要な予算などのリソースも議会から調達するた

め、組織と政策が一体的になる。本項は、この議会と執政長官の両方が参加する組織

編成がどのような組織的な帰結をもたらすかを検討する。 

組織に対して、執政長官と議会の選好の対立について検討するのは、Moe（1990）

と Lewis（2004）である。Moe（1990）は議会と大統領の組織に対する選好をそれぞ

れ分析している。議会は、代表する選挙区の個別利益だけに関心を持ち、その利益を

最も効率的実現する組織を選択する。一方、大統領は、政府全体の運営、社会全体の

利益に関心を持っている。そのため、大統領の選択する組織は、議会の個別利益に反

することがある。また、執政長官としての大統領は、行政組織をコントロールしよう

とする。このことから、議会の戦略的行動として、大統領と議会の政策選好が離れる

場合、議会は大統領の組織に対するコントロールを制限することが考えられる32。Moe

の知見を検証したのは、Lewis（2003）である。彼は、行政組織の大統領からの独立

性の度合いを従属変数とし、大統領と議会の選好の違いの影響を検証した。その知見

として、大統領の与党の議席率が低い場合、議会と大統領の選好が離れているため、

議会は大統領の組織に対するコントロールを制限するために、独立性の高い行政組織

を作ることが明らかにされた。 

議会が執政長官による行政組織のコントロールを警戒することは、行政組織のほか

の側面でも同じく指摘されている。Epstein and O’halloran(1999)は行政組織に対する委

任を分析し、分割政府では委任の度合いが小さくなり、さらに大統領の権力から独立

する組織を多く委任することを指摘した33。ほかに、大統領と議会の選好の不一致が

高い場合、議会がより大統領の政治任用を許容しないこと（Lewis 2008）、大統領の行

政命令に寛容ではないこと（Howell 2003）、官僚組織内の政治任命職の割合が減少す

ること（Lewis 2010）が指摘されている。 

以上の研究の知見は次のようにまとめられる。執政長官は行政組織コントロールを

通して政策を自分の選好に近づけられる。そのため、執政長官の行動を予想する議会

は、執政長官との政策選好が離れる場合、執政長官の行政組織に対するコントロール

                                                        
32 Moe（1985）の指摘によれば、議会は大統領による組織コントロールを制限するだけではなく、組織

を機能不全と低効率に陥れて大統領の政策を妨害することもあり。日本の都道府県において、議会がこ

のような行動を取ることは観察されないため、本研究においては特に検討しない。 
33 分割政府と行政組織に対する委任の関係は必然ではない。Volden (2002a)はフォーマルモデルを構築し、

官僚と大統領の選好が離れる場合、分割政府では議会が行政組織に委任することを指摘している。 
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を制限する戦略をとる。この知見に基づき、組織編成の過程を以下のように想定でき

る。執政長官から提案される組織案に対して、議会は新しい組織の担う政策に対する

執政長官の選好を判断する。そして、執政長官の政策選好が議会の利益に反する場合、

議会は執政長官が組織編成に対して有するコントロールを制限する行動を取り、政策

に関する組織案を否決する。したがって、執政長官と議会が参加する組織編成につい

て、以下のように指摘できる。執政長官の政策選好が議会の利益に反する場合、議会

が政策に関連する組織案を否決する
34
。 

 

3.3.2 執政長官による組織編成 

前項の検討から、執政長官と議会が組織編成に参加する場合、執政長官の行動が議

会の選好に大きく制約されることが分かった。しかし、執政長官が独自の選好を行政

組織に反映させるすべがないわけではない。執政長官が単独的に行う組織編成は、ま

さに執政長官の議会に対応する手段である。本項は大統領制の下で執政長官35が単独

的に組織編成を行う際にどのような動機を持つかを分析する。組織変化を理解するた

めには、執政長官が政策目標を達成する過程の中で行政組織がどのような役割を果た

したか、組織の変化が何を意味するかを明確にする必要がある。以下、この二点を検

討しつつ、理論モデルを構築する。 

理論モデルを構築する第一歩として、まず執政長官が何を目標とするかを定義する

必要がある。この点に関して、アメリカ大統領の研究を参考にすることが有益である。

Fiorina（1981）は大統領の目標として、再選と政策の実現（で歴史に名を残す）を取

り上げ、この二つの目標は常に一致し、たとえ短期的に完全に一致しなくても大統領

が常に国内の政策を広く達成する動機を持つことを指摘した。この指摘から、執政長

官の目標を、「自らの政策を最大限に実現することで再選する」と定義する。 

執政長官は自らの望む政策を実現するためには、議会運営と行政管理という二つの

活動を行わなければならない。議会運営において、執政長官は議会から政策活動に必

要な予算・条例を調達する。次に行政管理において、執政長官は行政組織の能力と選

好をコントロールしなければならない。この二つの活動によって、政策実現の度合い

が決定されると考える。 

続いて、執政長官は議会運営と行政管理の二つの活動を通してどのように自らの政

策を実現するかを検討しよう。まず執政長官が公約で掲げる目標は行政組織によって

具体化され、予算事業や法案などの形としてアジェンダセッティングされる。その後、

                                                        
34 ゲーム理論的な考えでは、執政長官は議会が否決しないぎりぎりの組織案を提出することになるが、

本研究の実証的な分析では、執政長官が必ずしも議会の選好を精確に把握してはいないことが判明され

る。特に議会が参加する組織編成は主に大きな部局編成であり、組織案自体がパッケージ化されている。

そのため、本研究の上述する執政長官の行動を考慮しない。 
35 本項は主にアメリカ大統領制の研究を参考にするが、本研究の研究対象が都道府県であるため、文言

上「大統領」ではなく、より広い概念である「執政長官」を使用する。 
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議会の審議を受けて最終的に行政組織によって施行される。すなわち、執政長官の行

う行政管理はアジェンダセッティングと政策の施行に影響を及ぼし、行政組織の行う

政策を自らの選好に近づけられる（Moe 1990; Epstein and O’Halloran 1999）。対して、

議会での審議は、執政長官と議会政党の関係に大きく依存する。議会政党から反対さ

れ、議会運営が困難な場合、執政長官は政策に必要な予算・法案を十分に調達できな

いことになる。これまでの研究から、大統領と議会の選好が離れた場合、新規政策の

立案が低調になること（Coleman 1999）、有効性のある法案を成立させることが困難

になること（Tesbeils 1999）、大統領の重要法案がより否決されやすいこと（Barrett and 

Peak 1997）、大統領命令が多く用いられること（Fine and Warber 2012）などが指摘さ

れている。 

そして、議会運営が困難である場合、執政長官の戦略的行動として考えられるのは、

行政管理をより強化することである（Kernell 1991、Rudalevige2002）36。すなわち、

行政組織のアジェンダセッティングの質を高めて議会からの不確実性を回避するこ

と（Shipan 2006）、政策実施をより効率的に行って議会に予算などを制限されてもで

きる限り政策を推進することである。この検討から、議会運営が困難である場合、執

政長官がより行政管理を多く行うと考える。 

組織編成は、執政長官による行政管理の部分として捉えられる。第一に、組織編成

は組織の能力に影響を与えられる。組織が編成されることで、組織の各機能を担う政

策班などの組織のミクロ単位が新設・削減され、政策により適した新しい組織が構築

される（前章の補論）。第二に、新しい組織が作られることで、執政長官が任命過程

で権限を行使し、組織の能力と選好を管理できる。執政長官が任命過程を通して、行

政組織の政策パフォーマンスを高める動機はこれまでの研究によって観察されてい

る（Lewis 2010）。また、執政長官が適切な代理人を任命することで、執政長官の選好

が政策施行を通じてより実現されやすいことも指摘されている（Bertelli and Feldmann 

2006）。以上の二点、組織機能の再構築と新しい任命は、行政組織をコントロールす

る重要な手段として指摘されている（Wood 1991; Lewis 2008）。そのため、執政長官

が組織編成を行うことで、政策により適した組織を作れると考え、組織編成を執政長

官の行政管理として位置付ける。 

以上の検討を踏まえて、執政長官が単独に行う組織編成について二つのポイントが

導き出された。第一に、議会運営が困難で議会審議の不確実性が高まる場合、執政長

官は行政組織の管理を通してアジェンダセッティングと政策施行を強化する。第二に、

組織編成は組織機能の変化と委任過程の発生に伴い、執政長官の行政組織の管理に該

当する。この二つのポイントの内容を合わせ、執政長官が単独に行う組織編成につい

て以下のように指摘できる。議会運営が困難である場合、知事は政策実現において行
                                                        
36 行政組織の管理の強化以外に、協同広報と否決権の行使も分割政府における大統領の戦略として挙げ

られている（Kernell 1991）。 
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政管理により多く依存する。そのため、組織編成が多く行われる。 

 

3.3.3 第二部分の実証分析 

 本節は政治家による組織編成を分析する理論枠組みを構築した。執政長官と議会に

よる組織編成、執政長官による組織編成の二つの枠組みを用い、本研究が実証するの

は都道府県の部局レベルと課室レベルの組織編成である。 

 地方分権改革以降、地方に対して主導権を取り戻す知事は、財政危機などの課題を

解決するために、広範に組織を再編成して政策の実現を行おうとした。しかし、広範

な組織編成は決して簡単ではなく、多くの場合、編成は条例の改正に伴い、議会が拒

否権プレイヤーとして立ちはだかる。そのため、部局レベルの編成を通して知事が完

全に自らの選好を実現することが困難である。そこで、知事が独自の権限で行える課

室レベルの編成が、部局レベルの編成の不足を補完している。知事は課室レベルの組

織を利用して、議会の不確実性に対応して独自の選好を実現することができる。以下、

部局レベルと課室レベルの組織編成について具体的に述べる。 

 都道府県の部局レベルの組織編成は条例の改正が必要であり、議会が拒否権プレイ

ヤーとして参入する。都道府県において、知事と都道府県議会の間に、アメリカ大統

領制に見られる大統領と議会の選好対立が同じく見られる。異なる選挙制度から選出

される知事と議員はそれぞれ異なる構造の利益を代表している。地方政府全域から選

出される知事は、特定の地位や業種の利益を強く表出することが困難であり、組織さ

れない地方政府の全域の利益を最優先に考える（曽我・待鳥 2007）。対して、分割さ

れた都道府県の領域である定数 2－6 の中選挙区と定数 1 の小選挙区から選出された

議員は、限られた小さい地域から支持を調達する。そのため、特定の地域、特定の業

種の利益と言われる個別利益を強く表出する。以上に見られるような知事と議会の部

門間対立も、アメリカ大統領制と同じく組織編成の過程に強く影響する。 

地方分権改革以降の都道府県において、選挙区利益にコミットする議会と都道府県

全体を考える知事の対立は少なくない。特に 2000 年代初頭に集中する部局レベルの

大きな組織編成を行う場合、特定の組織が合併して政策の専門性などに影響すること

がある。組織編成によって特定の政策部局の専門性が低下する恐れがある場合、その

組織案は議会がコミットする個別的な政策利益に反する可能性がある。結果として、

知事が議会からの反発を受けることになる。そのため、知事の政策意図が議会とどの

ように対立するかは、組織編成の成否に関わる。実証分析において、本研究が用いる

のは、編成に成功した福岡県と編成に失敗した長野県の二つの事例である。 

 次に、都道府県の課室レベルの組織編成は行政規則の改正だけが必要となり、知事

独自の裁量である。しかし、知事が組織を自ら編成できても、組織が担う政策を実現

するためにはアメリカ大統領と同じく議会の審議の不確実性に直面しなければなら
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ない。日本の戦後地方政治の歴史から見ても、議会与党議席率は常に知事提出議案の

修正・否決の可能性を左右する（辻 2015）。知事の議会支持が低下することで、知事

の政策が常に議会の批判にさらされ、より適切なアジェンダセッティングまたは政策

施行の業績が必要になる。 

以上のことから、課室レベルの組織編成に関して、知事は大統領と同じく、行政管

理を通して議会の不確実性に対応する必要がある。理論枠組みの推論に基づき、知事

の議会運営が困難であるほどより多く組織編成を行うことになると考える。実証分析

において、主に日本の地方政治において、どのような場合に知事の議会運営が困難で

あるかを具体的に検討する。そして、分析は、各年度各都道府県の組織変化に関する

指標を作成し、計量分析から議会要因の影響を検証した上、事例分析から知事が組織

編成を通して議会の不確実性に対応するメカニズムを実際に確認する。 

 

3.4 小括 

 本章は、組織の政策に与える効果、政治家による組織編成に関する理論枠組みを構

築した。本章の理論構築は、これまでの日本の地方自治研究に対して、二つの理論的

な貢献を試みた。まず、地方政府の公共政策に対して、行政組織という新たな視点を

提供した。行政組織の設計は、組織の政策の能力を規定する重要な過程であり、組織

が垂直的にどのような組織地位を有するか、そして水平的にどのように連絡調整する

のかが政策パフォーマンスに大きな影響を及ぼす。次に、二元代表制に対する理解に

ついて、これまでの研究が注目する知事と議会の相互作用について、両者の相互作用

が第三のアクターである行政組織のあり方を規定していることを示した。そのうえで、

本研究は組織編成のレベルによって知事と議会がそれぞれの影響力を発揮するメカ

ニズムがまったく異なることを検討した。 

以上の二つの理論に対して、次章からは実証分析を通して検証する。実証の第一部

分では、部局レベルが担う防災政策でも、課室レベルが担う女性政策でも、組織のあ

り方が政策のパフォーマンスに影響することを検証する。第一部分の議論を踏まえて、

第二部分では組織の効果を予測する政治家がそれぞれ部局レベルと課室レベルの組

織をどのように編成するかを分析する。その際に、参加する政治アクターのもたらす

編成過程の違いを明らかにする。 
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第四章 都道府県における業務継続計画の策定を 

分析する 

―組織構造から見る行政の能力― 

 

本章は都道府県レベルで策定される業務継続計画を分析し、行政組織のあり方が計

画の策定にもたらす影響を検証する。業務継続計画は、自治体が被災時の優先業務や

執行体制などを確立する計画である。この計画には自治体の防災政策のコアである地

域防災計画を補完する重要な役割があるとされている。しかし、都道府県間に計画の

策定時間に大きなバリエーションが存在する。本章は、この計画策定のバリエーショ

ンに対して行政組織の要因がもたらす影響を明らかにする。 

業務継続計画は、これまでの地方自治研究が提示する理論では説明が難しい。先行

研究は主に知事と議会の党派的対立・部門間の利害対立を用いて政策のバリエーショ

ンを説明した。しかし、業務継続計画は都道府県自身が被災する場合に用いる計画で

あり、有権者の利害と直接な関係がないため、明確な利害対立が存在しない。また、

防災政策は合意争点であり、政党間に明確な違いも見られない。そのため、政治的要

因から業務継続計画のバリエーションを説明することには限界があり、計画の策定を

担う行政の部分に注目する必要があると考える。一方、これまでの防災研究は、実務

的な関心が強く、有用な理論的な枠組みを必ずしも提示してはいない。そのため、本

研究は組織的な視点から、防災組織の計画策定能力を理論的に捉え、新しい理論によ

る政策説明を試みる。 

本章の構成は以下の通りである。第一節は、業務継続計画の策定背景、策定状況そ

してリサーチクエスチョンを具体的に紹介する。続く第二節は防災に関する先行研究

を検討し、その限界を指摘する。その上で、行政組織に関する理論を用いて、都道府

県の防災組織の違いが計画策定にもたらす影響を論じ、三つの理論仮説を導き出す。

第三節は実際の都道府県の組織運用の状況を参照して仮説の操作化を行う。第四節は

生存分析で仮説の妥当性を確認する。最後に本章の知見をまとめる。 

 

4.1 本章の分析対象：業務継続計画 

 2011 年 3 月 11 日、マグニチュード 9.0 の地震が日本の東北地方を襲った。地震と

津波によって、多くの自治体において庁舎が壊滅的な打撃を被り、職員も被災するよ

うな事態が発生した。発災直後の自治体業務は混乱し、効率的な救援活動が展開でき

ない状況が生じた。このような発災直後の自治体の混乱は、従来自治体が行ってきた

防災対策の考え方に起因すると考えられる。 
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 地方自治体の防災において、中心的な役割を担っていたのは地域防災計画である。

これは災害対策基本法（第 40 条）に基づき、各地方自治体（都道府県や市町村）の

長が、それぞれの防災会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定め

た計画である。しかし、この地域防災計画には問題点があると指摘されている。それ

は自治体政府自体が被災することを想定せず、行政が災害時に適切に機能することを

前提として計画内容が策定されていることである。この前提は、大規模災害に直面す

る日本においては、崩れる可能性が高い。それゆえ、自治体は発災時に自身の機能を

維持する計画を考えておく必要がある。その計画が業務継続計画である。 

業務継続計画の定義について、内閣府の「市町村のための業務継続計画作成ガイド」

（平成 27 年 5 月）は、「災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源

に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定す

るとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定

める計画である」（2 頁）としている37。本研究は、この定義に従い、都道府県の策定

するこのような計画を分析対象とする。都道府県ごとに名称が異なるが38、本稿では

一律に、業務継続計画と呼ぶ。 

計画は主に職員の参集状況、非常時優先業務、災害対策本部体制と庁舎機能維持の

四つの部分から構成されている。一つ目の職員の参集状況は、勤務時間外の災害発生

を想定し、職員自身・家族の安全確保、職員の安否確認・参集情報、職員の緊急参集・

参集状況の把握、本庁舎初動要因の確保の四つの項目を整理し、参集行動の手順を示

した内容である。二つ目の非常時優先業務の選定は、災害時における応急業務と継続

性の高い通常業務を時系列区分に整理する内容である。三つ目に、災害対策本部体制

は、災害発生後の情報連絡体制の確保、災害対策本部の初動体制の構築、第１回本部

会議の開催の三つの手順に必要な体制を確保する内容である。最後に、庁舎機能維持

は、電力，電話，防災行政無線，飲用水，トイレ，消耗品等の庁舎機能を確保する部

分である。これらの四つの内容を計画として策定することで、大規模災害の被害予測

に基づいて、発災時において都道府県として実施すべき業務内容と実施体制が具体的

に示される39。 

以上の内容から構成される業務継続計画は防災において重要な意味を持つ。それは、

災害時に地方政府自らも被災し、機能不全の状況に陥った際に、優先業務、行動シナ

リオそして確保すべき資源をあらかじめ明確にすることで、政府機能の維持、効率的

                                                        
37 出典：内閣府「市町村のための業務継続計画作成ガイド」資料（URL: 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/index.html、最終アクセス：2018 年 8 月 10 日）による 
38 例えば、愛知県庁業務継続計画、佐賀県災害時緊急対応業務実施マニュアル、南海トラフ地震に対す

る兵庫県の応急対応行動シナリオなどがある。業務継続計画として判断する基準は、内閣府の「公開さ

れている業務継続計画の例（都道府県、平成 27 年 12 月現在）」である。なお、内閣府の例には三重県の

記載はなかったが、三重県の防災ホームページで確認したところ、策定されていたことが分かったので、

分析に取り入れている。 
39 以上の内容は徳島県の業務継続計画の内容を取り上げている。 
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な救援、さらにほかの防災関連計画の展開に繋げることができるからである。 

都道府県レベルにおいて、

2008 年に徳島県と東京都など

の先進的な自治体が最初に業

務継続計画を策定し、2015 年ま

でに 30 を超える都道府県に広

がっている40。国レベルにおい

ては、東日本大震災の教訓を踏

まえ、2011 年 12 月に防災基本

計画が修正された。それにより、

国、地方公共団体等の防災関係

機関が、地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、

業務継続計画の策定などにより、業務継続性の確保を図ることが追加された。都道府

県の 2015 年までの各年度の策定数をまとめたものが図 4-1 である。2010 年までに 9

都道府県がすでに計画の策定を完成したのに対して、2015 年までに 15 の都道府県が

まだ計画の策定を完成していない。 

ここで、本章は業務継続計画に注目し、都道府県ごとに業務継続計画の策定状況や

時期が異なるのはなぜかを、リサーチクエスチョンとして検討する。本研究が計画の

内容ではなく、策定の状況に注目するのは三つの理由がある。まず、業務継続計画の

内容について、各都道府県が共通して職員の参集状況、非常時優先業務、災害対策本

部体制と庁舎機能維持を内容とするため、大きなバリエーションが存在しない。その

ため、行政組織の能力に差が策定の時間に現れると考えられる。第二に、防災に対す

る現実的な意味として、南海トラフ地震や東海地震などの大きな災害が予想される中

で、政府の災害時の業務継続体制が確立されていないことは、災害対応に大きな不確

実性をもたらす。そのため、業務継続計画が早く策定されることが重要な側面である

と考える。第三に、発災後における行政の機能維持という考え方が新しく、これまで

の防災計画が対象とする災害の予防や発災後の救援などの行政の災害対応とは異な

る。そのため、2007 年の計画策定開始前に、すでに先進的な取り組みを行っている都

道府県がなく、策定状況が行政組織の能力を反映する指標として高い妥当性をもつと

考える。 

本研究の業務継続計画の分析は主に二つの意義がある。一つ目の意義は、平時41の

防災政策の政策過程とそのパフォーマンスを規定する要因を理論づけることである。

防災政策では、地域防災政策からはじめる受援計画、危機管理計画など、計画の策定

                                                        
40 業務継続計画の策定時間については、各都道府県の防災ホームページと電話での問い合わせから収集

した。 
41 災害が発生した状況を非常時と呼ぶのに対して、普段の行政環境を平時と呼ぶ。 

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

年度

図4-１．各年度策定した都道府県の数
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がコアとなっている。本研究の業務継続計画に関する知見は、計画を基本とするほか

の防災政策にもある程度適用できる。二つ目の意義は、政策説明において、これまで

見逃されてきた行政組織の特徴の重要性を示すことである。本章は政策の策定・実行

を担う行政組織に関する枠組みを構築し、政治的影響をコントロールしても、行政の

側面が政策バリエーションに対する大きな説明力を持つことを示す。 

 

4.2 行政組織からみる業務継続計画の策定能力 

 業務継続計画に関して、まず確認しなければならないのは既存の防災研究である。

本節は防災に関する研究の知見を整理し、その限界を指摘する。そのうえで、第三章

で構築した理論枠組みに基づき、防災・危機管理組織の違いが計画策定にもたらす影

響について仮説を導出する。 

 

4.2.1 防災に関する先行研究：理論づけの限界 

 地方自治体は多様な防災計画を策定しているが、永松（2008）はこれらを特定のハ

ザードとマルチハザードの軸、限定的主体（行政）と包括的主体（市民・企業・ボラ

ンティアなど）の軸で二元的に位置づける。主体が限定的な計画の中で、特定のハザ

ードに対応するアクションプログラム、マルチハザードに対応する危機管理計画と業

務継続計画が挙げられている。地域防災計画は全体の中間に位置する。その上で、彼

は包括的な主体による計画の不在を指摘した。 

それに対して、防災計画の策定などに関心を持つのは山下（2015）である。彼はア

ンケート調査を用いて、防災体制における人的リソース、部局間の連携と財政などの

自治体要因を確認した。風間（1998）は特に部局間の連携に注目して、自治体レベル

の弱い政策ネットワークが総合的な防災政策の実行を困難にすることを理論的に指

摘した。また伊藤・川島（2014）は、地域防災計画を中央地方関係、また自治体の関

係から検討している。彼らは自治体の地域防災計画が上位政府の関連する計画に依拠

する必要があるにも関わらず、計画の大枠、項目、文言に大きな多様性があること、

また水平的な参照が文言だけにとどまることを指摘した。 

 これら先行研究は防災計画の各側面をある程度明らかにしたものの、策定過程の解

明に関して限界を抱えている。それは、計画に影響する要因に関して、これらの研究

は実務的な関心が強く、理論的な検討が少ないことである。計画策定に関して、職員

に対するアンケート調査を用いる多くの先行研究では、「ほかの組織の協力が得られ

ない」のといった知見が最終的に導き出される。しかし、こういった知見は、行政組

織の政策能力を解明するという本研究の問題関心から、必ずしも十分ではない。なぜ

なら、「ほかの組織の協力が得られない」という問題が発生するメカニズムと改善す

る措置に直接に結びついていないからである。すなわち、なぜ協力を得るのが困難な
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のか、どのようにして協力が得られるようになるのかが提示されていない。これらの

点について、組織的な理論を用いて補完し、計画の策定能力が不足していの原因が組

織のあり方にあるのを主張するのが本章の分析の目的である。 

 

4.2.2 行政組織から見る計画の策定能力 

 前項では防災に関する研究の問題点として、理論との結びつきが弱いことを指摘し

た。この問題点に対して、前章で構築した行政組織に関する理論枠組みに依拠して解

決を図る。というのも、そもそも平時の防災業務が行われているのは、行政組織の中

だからである。防災計画策定において、主体となる行政組織がどれほどの能力を持つ

かは、本研究の理論によって位置づけられる。そこで、本項は行政組織の理論枠組み

を用いて、都道府県ごとに異なる防災組織が計画策定にもたらす影響を分析する。 

業務継続計画の策定にとって重要なのは、全庁的な総合調整であり、防災以外の部

局にも優先業務を洗い出してもらう必要がある。しかし、その作成主体がほとんどの

場合防災部局に委ねられているため、計画の策定について、「ほかの部局から協力が

得られない」という問題が行政組織内で発生する42。この点をいかに組織的な視点か

ら解消するかが重要である。 

 まず垂直的関係の視点から検討しよう。理論枠組みにおいて、垂直的関係が影響す

るのは組織内の統合、政策コミュニティの形成、同質性原則と政治的配慮の違いであ

る。以下それぞれについて検討する。 

 組織内の統合について、より高い組織地位にある組織が下位組織の行動をコントロ

ールできると考える。都道府県の防災組織において、危機管理（防災）の管理職をほ

かの部より上位に設置することがある。この場合、危機管理の管理職は部長級以上で

あり、垂直的権限によって各知事部局の防災業務を上位からコントロールできる。本

研究はこれを「統制職」と呼ぶ。「統制職」を設置することで、防災以外の部局との

調整が行いやすくなり、全庁的な政策として業務継続計画を策定することが可能とな

る。これにより、次の理論仮説を導くことができる。 

 

理論仮説 1：垂直的な関係において、防災部局の管理職が他の部より組織的に上位で

ある場合（統制職である場合）、計画の策定は早くなる。 

 

第二に、政策コミュニティの形成と同質性の原則は、特定の組織が性質の異なる組

織の下に設置されると、政策コミュニティの形成が困難になること、また組織の効率

性が低下することである。実際に都道府県での防災組織は、部局として独立に設置さ

れるか、または総務部、生活環境部などの下に課として置かれるといった二つのパタ

                                                        
42 この知見は山下（2015）の「BCP 検討中に生じた問題」というアンケートの集計にも反映されている。 
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ーンがある。本章の対象である業務継続計画の策定の場合、防災組織は全庁の組織と

協調し、優先業務を洗い出さなければならない。しかし、生活環境部などの部局に所

属すると、他の部レベルの組織と協調する前に、防災組織が所在する部内の調整を行

わなければならない。すなわち、防災組織の行う業務には全庁的な調整が必要である

が、部の下位組織である課という組織的地位しか持ちえない防災組織には、その調整

を行うことが難しく、防災組織が独自のコミュニティを形成することが困難になると

言える。また、防災政策が扱う対象は、災害発生後に影響を及ぼす分野であり、その

内容も多くの政策分野にわたる。そのため、防災組織が特定の政策部局に所属すると

同質性の問題が発生して組織の効率性が低下することも考えられる。以上の二つの側

面から、防災組織がほかの部局の下に置かれるのは、業務継続計画の策定に不利であ

ると考える。 

実際、都道府県の組織改正の例を見ると、長崎県の平成 18 年の組織改正では「防

災危機管理体制について、明確な責任体制の下、迅速な対応を図る組織を整備するた

め、知事の直属に『防災危機管理監』を新設し、従来、総務部にあった危機管理・消

防防災課を再編し、『防災危機管理監』の下に防災、国民保護及び基地関係業務等を

所管する「危機管理防災課」と消防及び危険物等の業務を所管する「消防保安室」を

設置しました」（1 頁）とされている43。この事例はまさに、危機管理の部門を総務部

から分離し、独立に設置した事例であり、同質性問題を解消した一例である。この議

論から、下記の仮説を導くことができる。 

 

理論仮説 2：防災組織が危機管理以外の部局に所属する場合、計画策定は遅くなる。 

 

 第三の政治的配慮について、組織の地位が高いほど政治的利害に対する配慮が高い

ことが挙げられる。本稿の対象である業務継続計画に関しては、政府自身を対象とす

るものであり、政治的利害が生じにくいため、この視点については検討を加えない。 

 次に、水平的関係を検討しよう。理論の枠組みにおいて、水平的関係は組織の設置、

組織境界線を越える協調の仕組みの存在の視点を含んでいる。以下それぞれ検討を行

う。 

 第一の組織の設置は、組織が融合的に設置されば、異なる政策分野の組織が協調し、

二つの政策分野の政策が融合的に行われることを指摘した。しかし、本章の対象であ

る業務継続計画の策定は防災政策だけにとどまり、防災政策とほかの政策の融合を検

討しないため、この視点については検討を加えない。 

第二に、組織の境界線を越える協調の仕組みについて検討しよう。組織内の会議、

                                                        
43 出典：長崎県「長崎県国民保護計画修正ポイント」資料（URL: 

https://www.pref.nagasaki.jp/sb/guard/approach_pref/pdf/h18/s02.pdf、最終閲覧日：2017 年 10 月 23 日）によ

る。 
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プロジェクトなどを通して、組織内の政策コミュニティあるいは組織外部者も含むイ

シュー・ネットワークが形成される場合、組織間の協調でパフォーマンスが高まると

考えられる。この視点から都道府県の業務継続計画の策定を捉えた場合、以下の点が

重要である。すなわち各都道府県の危機管理体制において、平時防災事務を促進する

ために危機管理に関する会議が設置され、そこで各部局の関係者が参加し、防災事務

の総合的な調整を行うか否かである。これによって、防災組織が他部局からの協力を

得られ、計画の作成も行いやすくなると考えられる。また外部専門家の協力により、

専門性問題の解消にもつながると予測できる。本章はこれを「ネットワーク」と呼ぶ。

このネットワークによる行政組織間の関係から下記の理論仮説を導くことができる。 

 

理論仮説 3：防災に関する組織内ネットワークが設置されている場合、計画の策定は

早くなる。 

 

以上では、行政組織に関する理論枠組みを用いて、業務継続計画の策定に影響しう

る仮説を導出した。しかし、都道府県の組織は、同じ防災の管理職でも名称・権限・

権限行使の状況（平時か災害時か）が大きく異なることがある。それは、会議につい

ても同様である。次節では上記の理論を実証可能な形に操作化する。 

 

4.3 仮説の操作化：都道府県の防災組織の整理 

 

前節で導き出した理論仮説のなかで、理論仮説 2 は都道府県の機構図から指標化で

き、すでに実証可能である。しかし理論仮説 1 と理論仮説 3 の鍵概念である統制職と

組織内ネットワークは、各自治体で具体的に何を指しているのかが自明ではない。本

節では、統制職と組織内ネットワークの概念を定義し、それに相当する例を挙げて測

定可能な尺度を明示したうえで理論仮説を実証可能な仮説に操作化していく。 

 

4.3.1 防災組織における統制職の定義と整理 

防災管理職の名称、権限は都道府県ごとに大きく異なっている。防災管理職をすべ

て統制職として扱うと、本稿の関心に合致しない役職を包括してしまう可能性がある

ので、はじめに、統制職とは何であるかを定義する。 

第一に、本稿の関心は業務継続計画の策定であるが、その策定作業は災害が発生し

ていない平時においてなされるのであって、災害発生後の非常時ではない。そのため、

統制職は平時の行政環境で機能を発揮できなければならない。したがって、災害発生

の非常時だけ機能する職は統制職に当たらない。第二に、理論的に統制職は防災部局

のみならず、その他の部局に対しても総合調整の機能を発揮できなければならない。
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そのため、統制職は防災業務の総合責任者であるだけではなく、他の部局の防災業務

に対する統括的な権限を持つ必要がある。いくつかの都道府県では防災部局管理職は

ただ防災部局を一括に管理する職として位置づけられているが、それは本稿の理論と

かみ合わない。以上の検討により、本稿はこの二つの条件を満たす防災管理職を理論

仮説の統制職と定義する。上記の定義を明確化するために該当する都道府県の例を下

記にあげる。 

定義上統制職である例として、はじめに兵庫県の例を見よう。「地方公共団体にお

ける総合的な危機管理体制の調査」44によると、兵庫県は平時から、関係機関との連

携をはじめとする災害予防その他の防災対策等を総括的に司る職として、「防災監」

を設置している。「防災監」は部長より上級の職として設置しているため、各部を横

断した調整が容易である。つまり、兵庫県では、平時においても調整を発揮する、部

長より上級の職として防災職を設置しているので、定義に合致する。 

次に、神奈川県の統括危機管理官が挙げられる。「神奈川県危機管理対処方針」に

よると、神奈川県では、各知事部局に局危機管理官を置き、平素から、統括危機管理

官及び地域危機管理官と調整の上、局の所管業務に係る危機管理マニュアルを作成す

るなど、危機管理体制の整備、充実が行われている。すなわち、神奈川県の統括危機

管理官は、平時において各知事部局に置かれる局危機管理官を通して総合的な調整を

果たしている。これは本稿の定義に合致すると考えられる。 

以上の二つの例から見ると、統制職が機能するのは、必ずしもある職に総合調整の

権限を持たせるという方式だけではなく、ほかの部局に危機管理の職を置くことで危

機管理の管理職が総合調整の影響を持つようになる方式もあり、実際には後者の例が

多い。 

なお、定義上統制職ではない例として、福井県の危機対策監を挙げる。一見兵庫県

の防災監に相当するが、「福井県危機対策基本指針」 を参照すると、危機対策監は危

機発生の時に、部局を越える総合調整を果たすとしか書かれていない。また、福井県

の行政規則の中で危機対策・防災課は、危機対策の総合調整に関してのみ記されてい

て、部局を越える調整権限が明記されていない。常時の全庁的な調整ができないこと

から、福井県の危機対策監は本研究の定義には合致しない。 

以上の検討を踏まえたのが下記の操作仮説である。 

 

操作仮説 1：定義に合致する防災の統制職を設置した自治体は、計画の策定が早くな

る。 

                                                        
44 出典：総務省消防庁「地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会平成 19 年

度報告書（都道府県における総合的な危機管理体制の整備）」資料（URL: 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h20/200228/200228-1houdou-r2.pdf, 最終閲覧日 2016年 3月 27日）

による。 
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4.3.2 防災組織におけるネットワークの定義と整理 

組織内のネットワークの実態も統制職同様、都道府県間で大きく異なっている。そ

のため、あらかじめ何をネットワークとして考えるかを定義する必要がある。ネット

ワークの形式は会議だけなので、以下では会議と呼ぶ。 

第一に、業務継続計画は危機管理事務であり、危機管理事務を対象とする会議の中

でしか検討されない。そのために、会議は危機管理事務を対象に開催するものでなけ

ればならない。第二に、業務継続計画の作成作業は平時においてなされるのであって、

災害が発生する非常時ではない。そのため、会議は平時に開催するものに注目しなけ

ればならない。第三に、会議が部局を越える総合調整を果たすためには、防災以外の

部局の関係者を取り込む必要がある。そのため、会議は防災以外の各部局の関係者が

参加するものでなければならない。以上の検討により、本稿ではこの三つの条件を満

たす会議を理論仮説のネットワークと定義する。定義の明確化のために定義に該当す

る例を挙げる。 

 愛知県の危機管理連絡調整会議の例を見よう。「愛知県危機管理推進要綱」による

と、愛知県では危機の発生に備え、平常時から庁内での情報を共有するとともに、危

機発生時において、迅速かつ的確に対処するため、全庁的な連絡調整を目的とする『愛

知県危機管理連絡調整会議』が設置されている。つまり愛知県は、危機管理事務に関

して、全庁的な調整を行うために、平時に会議を設置しているので、定義に合致する。 

 なお、定義に合致しない例は多様にあるので、ここでは特に都道府県の防災ネット

ワークとして想起されやすい都道府県防災会議だけを検討する。本研究は都道府県防

災会議をネットワークとして考えない。その理由は以下の二点である。第一に、都道

府県防災会議は業務継続計画を対象とするものではないと考える。災害対策基本法に

よると、地方防災会議の役割は地域防災計画の作成・推進、災害時の情報収集、災害

時のほかの公共機関との連絡調整の三つである。防災会議は地域防災計画を主たる対

象としており、防災のほかの政策を全般的に担う存在とは言えない。第二に、都道府

県防災会議はネットワークとして機能していないと考える。風間（1998）は、都道府

県の地域防災計画に各政策コミュニティの中で作られた防災対策が調整されないま

ま盛り込まれること、防災部局の直面する調整コストが大きいことを指摘した。すな

わち、地域防災計画を対象とする防災会議が存在しても、防災会議の主たる対象であ

る地域防災計画ですらうまく調整されていない可能性がある。このことから、都道府

県の防災会議が本稿の指摘するネットワークに相当しないと考える。 

これらの検討を踏まえたのが下記の操作仮説である。 

 

操作仮説 3：定義に合致する危機管理の会議を設置した自治体は、計画の策定が早く
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なる。 

 

 以上、本章の実証可能な三つの仮説を導出した。次節から実証分析に移る。 

 

4.4 実証分析 

本節では、前節で導出した操作仮説を計量分析で実証する。分析単位となるのは都

道府県である。業務継続計画に関しては、都道府県のレベルで最初に策定し始めたの

は 2007 年であるため45、分析期間は 2007 から 2015 年までとする。 

 

4.4.1生存分析と各変数 

 まず業務継続計画の策定について分析する際に、どのような方法とモデルが適切か

について検討する。 

 本章のリサーチクエスチョンから、被説明変数として計画の策定を測定するダミー

変数を用いたロジット分析を用いるのが望ましいと考えられる。しかしロジット分析

を用いた場合、次の問題が発生する。すなわち、先に計画を策定した都道府県と後に

策定した都道府県は同じ扱いにされてしまうため、時間に関する情報が捨象されてし

まう。対処法として、採用までにかかる年数を被説明変数として重回帰分析で推定す

る方法が考えられる。しかしその場合、被説明変数の状態は一時点のものであり、説

明変数に時間とともに変化する変数を扱えない。 

本章の分析ではこの問題に対して、業務継続計画の策定を一つのイベントの発生と

して捉え、生存分析（イベントヒストリー分析）を用いるのがより適切であると考え

る。生存分析では、ある都道府県でイベントの発生（計画策定）が観察されると、次

の年からその都道府県のデータは記録されない。つまりある時点からイベントが発生

する確率にどのような要因が影響するか、時間の影響を考慮しつつ検証することが可

能となる。被説明変数はハザード率と呼ばれるものであり、ある時点までイベントが

発生せずにその時点で発生する確率である。 

分析モデルとして連続時間を仮定するコックス比例ハザードモデルを用いる。生存

分析では、連続時間を仮定するモデルは、ハザード率が時間の経過によってどう変化

するかの仮定を置く必要がある。その仮定が誤っている場合、推定に偏りが生じる。

本研究が用いる比例ハザードモデルは、そのような仮定を置かずに分析できる手法で

ある。しかし、比例性と呼ばれる条件を満たす必要がある(Box-Steffensmeier and Jone 

2004)。特定の地域だけに政策波及が強く発生する場合、条件が満たされない。本稿

の文脈では、東日本大震災と国の防災基本計画の改正により、被災する確率の高い都

道府県が強く影響を受ける可能性がある。そのため、分析の頑健性を確保するため、

                                                        
45 この時間は山下（2015）を参照した。 
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本稿では離散時間ロジットモデルを同時に用いる。時間経過につれハザード率が上昇

することを仮定し46、経過時間を変数として加える。その上で、2011 年以降ダミーを

投入する。 

続いて分析の各変数を説明する。被説明変数は 2007 年から 2015 年の各年に業務継

続計画の策定がされたか、されていないかのダミー変数である。生存分析を用いるた

め、実際の推定対象はハザード率である。一旦策定されたら次の年から策定というイ

ベントが発生する可能性がなくなるので、その都道府県が次年度以降観察されなくな

る。 

説明変数は、操作仮説に基づき、統制職の設置、部局の独立性、連絡会議をそれぞ

れダミー変数として投入する47。行政の能力に関して、組織だけではなく職員の能力

も重要である。そのため、対抗仮説の職員的な視点は消防庁が発行している「平成 25

年災害年報」の各都道府県の年間防災研修数を用いる。年間 10 回以下の都道府県と

最大 556 回の東京が存在するため、四段階に操作化する48。 

次に、統制変数を挙げる。 

第一に、防災政策に関して、党派的な対立が生じなくても、政治的な影響が存在す

る可能性がある。政治家の防災に対する関心が高まることで、防災組織が改善される

こと、防災計画が早く推進される可能性がある。すなわち、政治的変数が偽の相関を

生みうる。そこで、本稿は、各年度の議会定例会において、「災害」という言葉を含

む発言を、知事と議員がそれぞれ何回行ったかを計測し、関心度の変数として投入し、

政治変数として統制する49。 

 第二に災害リスクが高い自治体はより業務継続計画を必要とし、防災組織の改革も

積極的に行いうるため、地震防災対策強化地域を有する都道府県にダミー変数を投入

する
50
。第三に、過去被災経験のある都道府県が、より組織体制を整え、計画も早く

策定する可能性があるため、阪神淡路大震災以降の震度 6強以上の震災が発生した回

数をコントロールする。第四に、財政的状況が組織の編成に影響することがあり、計

画の策定もある程度の財政的リソースを要すると考えられる。そのため、財政力指数

を投入する。第五に、都道府県の組織は人口の影響を受けている51ため、対数化した

                                                        
46 分析期間の 2007 年から 2015 年は、防災に対する関心が高い時期であるため、この仮定が妥当である

と考えられる。 
47 組織の独立設置について、各都道府県の各年度の行政組織図から、危機管理の組織が部局として独立

に設置されているかを確認できる。統制職とネットワークは、各都道府県の危機管理体制に関する資料

（危機管理計画、指針とマニュアルなど、都道府県ごとに名称が異なる）をもとに、第 3 節の例示とお

りにデータ化を行う。明確な記述がない場合、行政規則と防災組織のサイトから再確認を行う。これら

の手続きで確認できない場合、制度的設置をしていないと捉えている。 
48 0～9 回を 1、10~49 回を 2 に、50～100 回を 3 に、100 回以上を 4 にする。 
49 両変数間に高い相関関係があるが、個別にモデルに投入しても結果に大きな変化は見られなかった。

なお、ほかの変数間に高い相関関係は見られない。 
50 全域が指定される場合を 2 に、一部が指定される場合は 1 である。この指標を南海トラフ地震防災対

策推進地域に変更しても、結果に変化がない。 
51 地方分権改革前に、都道府県の行政部局数は「法定局部数」の制約を受けていた。設立できる部局数
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人口を変数として統制する。 

 最後に、同じ地域ブロック内の自治体は同じ大規模災害のリスクに直面することに

鑑みると、防災事務に当たって伊藤（2002）の指摘する自治体間の相互参照の可能性

がある。ここで地域ブロック52ごとにすでに策定した都道府県の割合を統制する。 

 以上の各変数の記述統計を表 4-1 に示した。 

 

表 4-1.各変数の記述統計 

  平均値 最大値 最小値 標準偏差 

統制職の設置 0.31  1.00  0.00  0.46  

組織の独立設置 0.34  1.00  0.00  0.48  

会議の設置 0.30  1.00  0.00  0.46  

職員の研修 1.28  4.00  1.00  0.73  

知事の関心 18.40  81.00  0.00  12.61  

議会議員の関心 48.66  166.00  5.00  29.00  

震災経験 0.19  2.00  0.00  0.49  

災害リスク 0.17  2.00  0.00  0.42  

人口(対数化) 0.37  2.55  -0.54  0.66  

財政力指数 0.45  1.41  0.22  0.17  

準拠策定の割合 11.79  66.67  0.00  18.63  

 

4.4.2 分析結果と解釈 

 本稿の分析結果について確認しよう。分析結果をまとめたものが表 4-2 である。コ

ックス比例ハザードモデルと離散時間ロジットモデルの結果に大きな違いがない。ま

た尤度比検定が共に 1%水準有意である。仮説 2 の組織の独立設置と仮説 3 の会議の

設置がいずれのモデルにおいても少なくとも 5%水準有意である。ここから二つの説

明変数がともに業務継続計画の策定に正の影響を与えていることが分かる。コックス

比例ハザードモデル効果量を解釈するためには、ハザード比を確認する必要がある。

両変数の値が約 3.3であり、それらの組織構造を持つ時に業務継続計画が策定される

確率は約 3 倍になることを意味する。仮説 1 の統制職の設置は正の効果を示したもの

の、有意ではない。この結果に対する可能な解釈として、防災の管理職が「統制職」

に変化して役割が拡大しても、それに見合うような組織の業務の見直しが行われてい

ないため、実質的な効果が小さいという可能性がある。最後に、対抗仮説の変数「職

員の研修」は有意ではなく、棄却される。 

 また、ほかの変数の効果について、知事の関心が 10%水準で有意に、正の効果を与

えている。すなわち、知事の関心が高いほど、計画が早く推進されることが分かる。

                                                                                                                                                               
は人口の大きさで規定されている。この制度は今廃止されたが、影響は残っている可能性がある。 
52 北海道、東北、関東、北陸地方、甲信越と東海地方、近畿、中国、四国、九州（沖縄を含む）の九つ

である。 



51 

 

経過時間が 1%水準有意であり、離散時間ロジットモデルのハザード率に対する仮定

が支持されている。 

以上の結果をまとめると、仮説 2（組織の独立設置）と仮説 3（組織内ネットワー

ク）の効果が生存分析によって支持された。しかし、統制職の設置の効果が支持され

ておらず、この組織構造が実質的な効果を発揮したかはさらなる議論が必要である。

分析の結論として、防災における組織の独立性と組織内のネットワークの設置が業務

継続計画の策定に正の影響を与えたことが明らかになった。 

 

 表 4-2.分析結果 

  コックス ハザード比 ロジット 

統制職の設置 0.769 1.266 0.388 

  (0.620)  (0.557) 

組織の独立設置 1.184** 3.267 1.479** 

  (0.426)  (0.500) 

会議の設置 1.215* 3.370 1.541** 

  (0.478)  (0.542) 

知事の関心 0.031. 1.031 0.038. 

  (0.018)  (0.022) 

議会議員の関心 -0.005 0.995 -0.007 

  (0.009)  (0.010) 

被災経験 -0.544 0.581 -0.616 

  (0.447)  (0.500) 

職員の研修 -0.039 1.040 0.038 

  (0.257)  (0.295) 

災害リスク -0.088 0.916 -0.207 

  (0.916)  (0.526) 

人口 0.245 1.277 0.202 

  (0.279)  (0.310) 

財政力指数 0.265 1.304 -0.035 

  (1.179)  (1.347) 

準拠策定の割合 -0.012 0.988 -0.013 

  (0.988)  (0.013) 

経過時間    0.653** 

     (0.196) 

2011 年以降ダミー    -0.555 

     (0.960) 

標本数 319 

20.84** 

319 

尤度比検定 47.26** 

括弧内は標準偏差、.p<0.1,*p<0.05,**p<0.01 
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4.5 本章の知見 

本章は都道府県の業務継続計画を対象に、行政組織の違いが計画の策定にもたらす

効果を検討した。計量分析において、組織としての独立性と組織内ネットワークの存

在が計画策定を促進することを明らかにした。 

 本章の分析において効果が確認された組織の独立設置と政策ネットワークについ

て含意を述べる。今回の分析対象である業務継続計画に代表されるように、防災政策

は多くの政策分野にわたるものであり、政策の形成には総合的な調整が必要である。

しかし、防災組織は生活部などの特定の政策部局の下に設置されると、特定の政策コ

ミュニティに依存することになり、ほかの政策コミュニティとの調整が困難になる。

そこで、防災組織を部局として独立に設置することで防災政策の独自の政策コミュニ

ティを形成させ、以上のような問題が解消されると考えられる。また防災の政策ネッ

トワークについては、異なる方法で総合調整の問題の解決を図っている。組織に跨る

会議を直接に作ることで、防災政策の政策コミュニティを形成させているのである。

以上の検討をまとめると、組織要因が業務継続計画の策定を促進するメカニズムは、

防災政策のコミュニティの形成であると考えられる。 

 以上、本章は都道府県の業務継続計画の策定を分析することで、部局レベルの組織

のあり方が政策にもたらす影響を検証した。次章から、課室レベルという組織のより

ミクロな部分に注目し、その組織のあり方も政策に重要であるかどうかを明らかにす

る。 
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第五章 都道府県における男女共同参画の政策展開 

―課レベル組織のあり方と女性政策のパフォーマンス― 

 

 本章は都道府県の男女共同参画に関する女性政策を対象に、行政組織のあり方が政

策パフォーマンスに与える影響を明らかにする。男女共同参画について、国レベルで

は男女共同参画基本法、女性活躍推進法が制定され、重要な政策として位置づけられ

ている。都道府県は、国の基本方針に基づいて施策を行うことが求められている。と

ころが、都道府県の女性をサポートする政策を見ると、その充実度が都道府県ごとに

大きく異なっている。本章は、行政組織の違いがこの政策バリエーションを生じさせ

る要因であることを検証する。 

 女性政策のバリエーションを説明する要因として、本章が主たる視点として取り上

げるのは政策を担当する組織のあり方である。課レベルという比較的に規模の小さい

組織が、いかに専門知識や情報などのリソースを獲得しているかが重要なポイントで

ある。本章の検証から、組織の設置のあり方、組織間の協調そして団体との連携が組

織のリソースを拡大し、高い政策パフォーマンスをもたらすことが明らかにされる。 

 本章は以下のように構成される。第一節は、男女共同参画に関する背景と都道府県

の状況、問題設定を具体的に紹介する。続く第二節は、女性政策に関する先行研究の

知見を整理し、その限界を指摘する。第三節は女性政治家と行政組織の視点からそれ

ぞれ女性政策に関連する仮説を導出する。そして、実証分析を行うのは第四節であり、

内閣府の調査データを用いて計量分析から仮説の妥当性を確認する。最後に、本章の

知見をまとめるのが第五節である。 

 

5.1 本章の分析対象：都道府県の女性政策 

 男女共同参画は現在の日本の重要な政策の一つである。女性の社会での活躍によっ

て、男女の人権が尊重され、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の

社会経済情勢の変化に対応できる社会が実現できるとされている。男女共同参画の国

レベルの立法として、1999 年に男女共同参画社会基本法が制定され、「男性も女性も、

意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会」の実現が目的とされている。そして

2015 年に、その男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性活躍推進法が制

定されたことで、女性の職場における活躍に関する具体的な政策が一層推進されるこ

とになった。 

 男女共同参画の政策に関して、国が基本方針を定め、都道府県には基本方針に基づ
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いて政策を推進することが求められている。しかし、内閣府の行った調査53から見る

と、都道府県ごとに女性の活躍促進政策の内容に大きなバリエーションが存在する。

例えば、平成 29 年調査結果を見ると、実施予定事業に関する 10 項目54のうち、9 項

目を行う茨城県もあれば、4 項目しか行っていない広島県もある。すなわち、政策の

内容において、多様な手段を駆使して女性の活躍を促進する都道府県もあれば、そう

ではない都道府県もある。多様な政策手段が駆使されていることは、女性をより多く

の側面でサポートすることに繋がるため、本研究は、これを女性政策のパフォーマン

スとして考える。そして、本章のリサーチクエスチョンとして、なぜ都道府県の間に

女性の政策のパフォーマンスの違いが生じたのか、それに影響する要因は何かを解明

する。 

 これまでの男女平等政策に注目する研究は、主に二つの焦点がある。第一に、男女

平等という概念がどのような政策を形成させたのか、ほかの政策とどのような関係が

あるかが分析されている。しかし、これらの研究の理論は、形成した政策になぜ違い

が生じるのかを説明することができない。本章が注目する都道府県の女性政策はある

程度、国レベルの基本方針から定義される政策であるため、これらの研究の理論では

説明されない。第二に、先行研究の多くは、女性政治家がなぜ少ないか、女性政治家

が政策にどのような影響をもたらすかに注目している 。これらの研究は、形成した

政策になぜ違いが生じるかについて、女性政治家の影響から説明している。しかし、

政策を選択する政治家だけではなく、政策を担う行政組織の専門能力によって政策の

違いが生じる可能性もある。女性政策は、特定の政策分野に分類することが難しく、

それゆえに組織設置において大きな多様性が生じている。その結果、行政組織が持つ

専門能力に差が生じやすいと考えられる。この点について、先行研究では検討されて

いない。そのため、本章は女性政治家の影響に加え、主に行政組織の要因に注目し、

都道府県の女性政策を担う組織的要因の違いによって、政策パフォーマンスに与える

影響を実証する。 

本章のリサーチクエスチョンを解明することで、主に二つの側面から既存の理論に

貢献できる。まず、都道府県の行う女性政策は、これまでの研究によって注目される

ことなく、政策に影響する要因が不明である。本研究の分析はその解明に繋がる。第

二に、女性政策に対して先行研究は女性政治家の影響だけを用いて説明してきたが、

政策を担う行政主体の大きなバリエーションを見逃している。そのため、本研究は女

性政策の分析に新しい視点を提供できる。 

 

                                                        
53内閣府男女共同参画局，地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進

状況（URL: http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html，最終アクセス：2018 年

12 月 9 日）による。 
54広報啓発、委員会・懇話会、講座、相談事業、情報収集・提供、苦情処理、交流促進、企業・NPO 法

人との連携・働きかけ、国際交流・海外派遣事業、調査研究の 10 項目である。 
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5.2 女性政策に関する先行研究 

これまでの女性政策に注目する研究は、主に二つの焦点がある。第一に、男女平等

政策がどのように定義されるのか、ほかの政策とどのような関係があるかが分析され

ている。次に、女性政策の取り込みの一つとしてのクォータ制導入、そして女性の政

治的代表制がもたらす政策影響が注目される。以下それぞれについて検討を行う。 

 

5.2.1 女性政策はどのように定義されているか 

 多くの研究は、男女平等政策（Gender Equality Policy）をとりとめのない政策とし

て位置づけている。その理由としては、「男女平等」というのはあくまで単純な理念

であり、具体的にどのような政策に対応しているかについては不確かだからである。

Lombardo et al.（2009）は、男女平等という概念を縮小、拡大あるいは歪曲されるこ

とによって、異なる形式の政策が生まれることを指摘している。女性政策はこのよう

な特徴を持つため、政治的に利用されること、ほかの政策に付け加えられることも多

い。そのため、多くの研究は女性政策がどのように定義されているかについて関心を

もつ。 

 まず、定義の仕方によって男女平等の概念が縮小する場合がある。それは、男女平

等の意味合いを削減し、特定の政策分野・政策イッシュにだけに限定することである

（Verloo 2005）。例えば、雇用市場における男女平等政策を行うことである。Bacchi

（1999）はこのような概念を縮小することで、政策形成に必要なリソースを集中させ

ること、政策争点を単一化して対立を避けることができると指摘した。 

 次に、男女平等の概念が拡大し、ほかの政策と関連付けられることがある。男女平

等政策がほかの平等政策の一部として位置付けられることがある（Lombardo and 

verloo 2009）。Walby（2005）は男女平等が、民族、階級、信仰など複雑な不平等との

関連付けを指摘している。このような関連付けには二つの効果があるとされる。一つ

目の効果として、不平等全体に関心が向けられ、男女平等に対する注目度が低下する

ことが挙げられる（Woodward 2005）。この点について、Verloo（2006）は不平等政策

間の特徴と変化の違いを分析し、EU の不平等政策の一括化が不平等政策間の競争を

起こしていると指摘した。一方、もしほかの平等政策と共通の目標がある場合、より

大きな連合を形成でき、政治的影響力を拡大できるとされる（Squires 2005）。 

  最後に、男女平等の概念が歪曲されることがある。男女平等の概念を歪曲すること

で、政策をフレーミングしてアジェンダに乗せることができるとされる。Pollack and 

Hafner-Burton（2000）は EU 委員会のジェンダー・メインストリームの申請を分析し、

ほかの政策の承認のために、ジェンダーの主張が戦略的に特定の政策実現のためのフ

レーミングに利用されていることを指摘した。また、ほかの政策転換のために、男女

平等政策が利用されることもある。例えば、EU の家庭政策は女性が労働市場で平等
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な機会を与えることが目的であるが、1990 年代以降は EU の雇用戦略と合併し、雇用

創出と労働市場の競争性を高めることが目的にになった。（Stratigaki 2004）。ほかに、

Meier et al.（2007）は人口減少と景気対策のために、男女平等政策が利用されている

ことを指摘している。 

 以上の研究は主に EU を中心に、男女平等政策における「男女平等」概念の縮小、

拡大そして歪曲を観察した。政策の違いは、男女平等という概念がどのような政策と

して形作られているかによって異なる。しかし、これらの研究は、形作られた政策の

間になぜ違いが生じているかについては説明できない。本章が注目する日本の男女共

同参画では、都道府県の政策はある程度国レベルの基本計画によって規定され、形作

られた政策であると言える。そのため、政策の形作りに注目する研究の理論では、都

道府県の間で発生する政策のバリエーションを説明できない。都道府県の政策の違い

を説明するためには、より政策過程に参加するアクターに注目する必要があると考え

られる。 

 

5.2.2 女性の政治代表性 

 前項では男女平等政策の「男女平等」の概念に関心を持つ理論は、概念の定義にバ

リエーションを説明できないことを検討した。この問題点に対して、女性の政治代表

性に関する研究は、女性の政治的影響力を政策バリエーションの説明要因として取り

上げている。以下女性の政治代表性に関する研究を整理する。 

 女性が政治的に代表されていること自体も、男女平等政策の一部分として考えられ

る。ジェンダー・クォータ制はその最も代表的な例である。クォータ制について、世

界では 70 か国以上が導入して、そのうち 30 か国の政策が独自の女性候補の擁立を促

進する制度を導入している（IDEA 2017）。導入の効果として、これら議会議員におけ

る女性のシェアが導入前の約二倍になることが報告されている（IPU 2015）。 

 以上のような女性の政治代表性を対象とする政策は、女性の政界進出を促進してい

る。さらに、女性が政治家になることは、女性政策を推進する要因として指摘されて

いる。まず、女性政治家がより女性に関連する政策に関心を持つことが検証されてい

る。Thomas and Welch（2001）はサーベイ調査を用いて、女性議員がより女性、子供

と家庭に関する政策に関心を持つことを検証している。さらに、この研究は女性議員

からなる議会内勢力が大きくなると、組織的な活動によってより大きな影響力をもつ

ことを指摘した。このような女性議員の活躍が立法と予算に大きな影響を与えている

ことは、その後の研究に取り上げられている。Barnes（2012）は議会内の立法の共同

提案を分析し、女性議員は女性の生活に対する問題認識を共有しているため、女性議

員の共同提案が多くなることを指摘した。Kerebel and Atkeson（2013）はクォータ制

の導入によって増加した女性議員が、女性の権利に関連する法案の成立に大きな影響
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を与えていることを分析した。Clayton and Zetterberg（2018）は、クォータ制の導入

により女性問題に対する関心が高まること、そして女性議員の増加が厚生予算に大き

な影響を与えていることを明らかにした。 

 以上の研究において、女性の政治的影響力が女性に関連する政策の違いを説明して

いる。確かに、女性に関する政策に関して、女性政治家の影響力が大きいと言える。

しかし、先行研究は主に政治家による政治選択の部分に注目しているため、政策がど

のように策定そして施行されているかについて注目していない。言うまでもなく、政

策の策定・施行を担当するのは行政組織であり、組織が持つ知識・人員などのリソー

スによって政策のあり方が大きく異なる可能性がある。そして、各都道府県の女性政

策に関して、政策を担う行政組織に特に大きな違いが存在する。そのため、本章は女

性政治家の影響を確認しつつ、政策を担う行政組織の要因に注目して、組織の違いが

もたらす影響を検討すべきであると考えられる。 

 

5.3 分析の枠組み：政治的要因と行政的要因 

本節は、都道府県の女性政策に影響しうる要因を検討し、仮説を導出する。主に注

目するのは、女性政治家の影響力という政治要因、政策を担う組織の違いという組織

要因である。 

 

5.3.1 女性政治家の影響 

 すでに前節で検討したように、女性に関連する政策に関して女性政治家の影響が重

要である。日本の研究も、女性政治家の影響を指摘している。大山（2016）は女性議

員に対するアンケート調査やインタビューを通して、男女議員の関心の違いを指摘し

ている。ほかに、女性議員の議会活動について、大山・五ノ井（2018）では女性議員

の地方議会内の発言に対する影響が認識されており、尾野（2015）は国会議員の立候

補者の女性が教育や子育てに対して高い関心を示すことを確認した。以上の研究の知

見を踏まえ、本項は女性政策に対する都道府県の女性政治家の影響を検討する。 

 都道府県において、政治家として最も影響力が大きいのは知事である。知事は、行

政長官として、都道府県議会に対して大きな影響力を行使できるだけではなく、行政

組織内の政治過程にも具体的に関与できる。そのため、女性知事が誕生する場合、女

性の政策のパフォーマンスがより高いと考えられる。この検討を踏まえて、仮説 1 を

導出する。 

 

仮説 1：知事が女性である場合、当該都道府県の女性政策のパフォーマンスが高い。 

 

 一方、知事が行政長官として単独に行政組織を主導しているわけではない。知事の
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権力の延長線上に、副知事というアクターが存在する。副知事は、選挙によって選ば

れる政治家ではないが、知事を補佐して行政管理を行うため、政策に対してある程度

の影響力をもつと考える。そのため、女性の副知事が任命される場合、知事の選好が

副知事のジェンダーに対する選好にバイアスがかかる可能性がある。結果として、女

性の政策のパフォーマンスが高くなると考える。都道府県ごとに設置される副知事の

数が異なるため、ここで女性副知事の割合を用いる。以上の検討から、仮説 2 を導出

する。 

 

仮説 2：副知事の女性の割合が高いほど、都道府県の女性政策のパフォーマンスが高

い。 

 

 最後に、これまで多くの研究が主張する女性議員の影響を考慮する。女性議員の割

合が上昇することで、議会内で女性に関する政策の関心が高まると考えられる。都道

府県議会において、女性議員の割合はそれほど高くないが、組織的に行動することで

より大きな影響力をもたらす可能性もある。この検討から、仮説 3 を導出する。 

 

仮説 3：都道府県議会において、女性議員の割合が高いほど、女性政策のパフォーマ

ンスが高い。 

 

5.3.2 行政組織のもたらすパフォーマンスの違い 

 本項は都道府県の女性政策を担う行政組織の違いに注目し、その違いが政策にどの

ような影響を与えるかを検討する。 

 女性政策を担当するのは、各都道府県の政策環境部や総合政策部の下に設置される

課レベルの組織である。例えば、男女共同参画課、次世代・女性活躍課などの名称が

ある。そのため、政策に取り組む組織自体は大きくない。しかし、女性政策の内容は、

多くの政策分野と関連し、商工や福祉など多くの政策に関する情報と知識が必要であ

る。そのため、政策を担当する組織がどれほどの専門能力を持つか、政策に必要な情

報をどれほど獲得できるかが重要であると考える。分析に用いる理論について、全都

道府県が同じく課組織を設置し、組織の垂直的関係に違いが生じないため、水平的関

係から仮説を導出する。以下、理論部分が検討した水平的関係の二つの視点である組

織の設置、組織の境界線を越える協調をそれぞれ確認する。 

 まず組織の設置を考える。都道府県では、女性政策を担当する課レベルの組織には

二つの設置方法が存在する。一つは、女性政策に対して単独に組織を設置する場合で

ある。男女共同参画課や女性活躍推進課がその例である。もう一つは、女性政策と青

少年政策に関して融合的に組織を作る場合がある。次世代・女性活躍課や男女共同参
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画青少年課がその例である。この組織設置の違いが女性の活躍促進政策のパフォーマ

ンスに影響を与えると考える。以下水平的関係の理論に基づき、メカニズムとして以

下のように指摘できる。 

 すでに第三章で検討したように、政策に関する組織を個別に設置することが政策に

特化する傾向を生み、専門化の度合いが高める効果がある（Rhodes and Dunleavy 

1995；曽我 2016）。この理論から考えると、女性政策を行う際、女性政策と青少年政

策が組織面で融合的になると、両政策を一括的に推進する選好も持つことになり、組

織が女性政策に特化することが困難になる。その帰結として、女性政策を行う場合で

も、青少年政策と共有する部分だけを重視し、女性サポートがカバーする側面が少な

くなる。 

実際都道府県の女性政策を担当する課を見ても、二つの組織の設置方式の差は歴然

である。課が個別に設置される方が、女性政策に関する分業がより進んでいることが

観察される。例えば、石川県の男女共同参画課を見ると、課の下に「企画管理グルー

プ」と「啓発普及グループ」が存在し、女性政策に対して組織内の分業が進んでいる。

対して、青森県の青少年・男女共同参画課の場合、「男女共同参画グループ」だけが

設置され、女性政策に関する分業が行われていない。 

 以上の検討を踏まえて、組織設置に関する仮説 4 を導出する。 

 

仮説 4：政策を担当する組織が、単独に設置されている場合、女性政策のパフォーマ

ンスが高い。 

 

 次に、組織の境界線を越える協調を考える。女性政策に関して、男女共同参画課が

主に担当するが、それ以外にほかの組織が取り込んでいる都道府県もある。例えば、

農業部局の女性農業者、政策や土木部の女性の建築人材を増加させる政策である。す

なわち、女性政策がほかの組織に共有され、政策コニュニティが形成されている。そ

の役割は二つである。第一に、広い情報と専門知識が共有され、政策形成に必要な政

策リソースが獲得される（Campbell 1989；Miller and Demir 2006）。第二に、組織間の

協調が促進され、高い政策パフォーマンスをもたらす（Rhode 1997：Jennings and Ewalt 

1998）。 

 本章の注目する女性政策で言うと、女性のサポートが多く側面をカバーするために

は、多くの政策分野の協力が必要になる。例えば、女性の職場での活躍には商工、農

林と土木などの政策分野、女性の子育て支援には福祉医療などの政策分野の協力が必

要になる。女性政策に対して、男女共同参画課だけではなく、ほか多くの組織が協働

することで、各政策分野に関する幅広い情報と専門知識が共有される。また、人的リ

ソースの側面でも拡大されることになる。そのため、女性政策のパフォーマンスがよ
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り高くなると想定できる。この検討を踏まえて、組織間協力に関する仮説 5 を導出す

る。 

 

仮説 5：組織間に政策コミュニティが形成され、女性政策に取り組んでいる組織が多

いほど、政策パフォーマンスが高い 

 

 最後に、より開放的な協調の仕方としてイシュー・ネットワークを検討する。ここ

で注目するのは、女性団体との連携である。一部の都道府県では、女性団体との連絡

協議会を設置している。協議会は定例会議、機関誌の作成とパンフレットの作成など

の活動を行っている。このような団体との連携は、イシュー・ネットワークである考

えられる。行政組織は、ネットワークを通して団体から政策情報の提供や政策協力を

受けることができると考えられる（Bogason and Toonen 1998; Rhodes 2000）。そのため、

政策を担う組織のリソースを拡大し、政策のパフォーマンスがより高まることが考え

られる。この検討から、以下の仮説 6 を導出する。 

 

仮説 6：女性団体とイシュー・ネットワークを構築する都道府県は、女性政策のパフ

ォーマンスが高い。 

 

 以上、都道府県の女性の活躍促進政策のパフォーマンスを影響しうる理論仮説を検

討した。次節から、実証分析を行う。 

 

5.4 実証分析 

 本節は理論仮説の検証を行う。各変数のデータ制限により、分析期間は 2011 年か

ら 2017 年とする。分析において、最も重要なのは、理論仮説に含まれている政策パ

フォーマンスという概念をどのように操作化するかである。本研究は内閣府男女共同

参画局が行った「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施

策の推進状況」を用いる。その理由として、この調査は都道府県の施策について、多

くの側面をカバーしているため、多面的に政策のパフォーマンスを捉えることができ

るからである。また、調査の年数が比較的長く、施策の変化を経年的に分析できる。

調査項目の中で、本研究は政策パフォーマンスの指標として、女性政策に関する指標

である予定事業、市町村に対する指導、公共調達の項目設定、企業の認定・表彰制度

の設置を取り上げる55。それぞれの項目に対して、政治要因と行政要因がどのような

                                                        
55指標の設定において、地方議会における両立支援状況に関する項目を指標として含めていない。その

理由は、政治的変数である議会の女性議員の議席率と内生的な関係がある。また、この指標に関しても、

都道府県間にほぼバリエーションが発生していないため、大きな影響はない。さらに、内閣府の調査に

おいても、都道府県もそれを事業として取り上げていない。 
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効果を与えるかを確認する。以下、これらの項目について詳しく紹介する。 

 第一に、最も重要な指標として、予定事業においてどれだけ多くの側面から女性の

活躍を促進しているかを取り上げる。調査の設定する 10 項目、委員会・懇話会、広

報啓発、講座、相談事業、情報収集・提供、苦情処理、交流促進、企業・NPO 法人と

の連携・働きかけ、国際交流・海外派遣事業、調査研究のうち、各都道府県が何項目

をカバーしているかについて指標を作る。各項目に具体的に該当する施策を例示する

のは表 5-1 である。 

 

表 5-1 予定事業の各項目の例 

委員会・懇話会 交流促進 

①男女共同参画社会づくり検討委員

会 

①女子中高生を対象としたものづくり企業

等の視察・技術者との交流 

広報啓発 
②女性農業者、商工業者、大学生等の連携に

よる農業関連商品開発の促進 

①女性活躍支援の手引きの作成・配

布 

③中小企業の若手女性のキャリアアップ意

識の向上を図るセミナーの開催 

②中小企業における女性活躍の先駆

的な取組の発信 
企業・NPO 法人との連係・働きかけ 

講座 

①企業等における女性活躍推進の取組を支

援するためのセミナー開催及び専門家派遣

等 

女性による元気な地域づくり応援講

座等の開催 

②企業・団体等のリーダー層に対する男女共

同参画の理解を促進するための経費 

相談 国際交流・海外派遣事業 

①女性向け創業相談会開催 福岡国際女性シンポジウムの開催 

②女性相談所電話相談員の配置 調査研究 

③地域配偶者暴力相談支援センター

の運営 

男女共同参画社会づくりに向けた県民意識

調査 

情報の収集・提供 苦情処理 

①共同経営者を目指す女性農業者を

対象とした経営発展塾の開催 男女共同参画審議会苦情処理部会 

②年次報告書作成 

1)調査研究の項目が滋賀県の例であり、それ以外のすべての例は福岡県が行っている施策で

ある。 

 

第二に、女性の活躍促進は、都道府県レベルで完結する政策ではない。都道府県が

市町村に対して関与を行うことで、より市町村レベルの具体的な施策に繋がると考え
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る。そのため、第二の指標は、各都道府県が市町村に対する指導をどれほど行ってい

るかである。ここで、調査の設定する 6 項目、担当者連絡会議の開催、市町村職員の

研修会の開催、市町村アドバイザー養成講座等の開催、関係情報の収集・提供、審議

会女性等登用の働きかけ、補助金の交付のうち、各都道府県が何項目カバーしている

かを指標として作成する。 

 第三に、補完的な指標として、公共調達の項目設定と企業の認定・表彰を取り上げ

る。予定事業と市町村に対する指導はすでに政策に関する重要な部分をカバーしてい

るが、取り残される側面もある。実際、都道府県の予定事業に関する「ほかの事業」

の回答において、多くの都道府県が公共調達の項目設定と企業の認定・表彰を取り上

げている。そのため、公共調達に関して、公共工事、物品の購入、総合評価落札方式

の一般競争入札、その他の公共調達の 4 項目において、何項目に男女共同参画に関す

る項目設定を行っているかに関する指標を作る56。企業の認定・表彰制度について、

都道府県が設置している数を指標として用いる57。 

 第四に、以上で取り上げる各側面をまとめて、さらに取り残されている各都道府県

独自の取り組みを含めて合成指標を作る。作成の仕方として、上記の四つの指標の合

計値を計算し、各都道府県が「ほかの事業」で回答する事業を一種類につき 1 点カウ

ントして加算する58。 

表 5-2.変数の記述統計 

  平均値 最大値 最小値 標準偏差 

合成指標 14.00 25.00 7.00 3.37 

予算事業 6.52 9.00 2.00 1.44 

市町村指導 3.50 5.00 1.00 0.87 

企業の認定・表彰 2.14 6.00 0.00 1.03 

公共調達 1.50 4.00 0.00 0.99 

女性知事 0.04 1.00 0.00 0.21 

女性議員の割合 8.80 20.30 0.00 4.07 

女性副知事の割合 0.05 0.50 0.00 0.14 

政策コミュニティ 1.17 4.00 0.00 1.03 

女性団体との連携 1.02 3.00 0.00 0.77 

組織の単独設置 0.42 1.00 0.00 0.49 

会議の責任者 1.60 2.00 0.00 0.63 

人口密度（対数化） 2.53 2.72 1.83 0.45 

1)企業の認定・表彰は 2014 年、公共調達は 2013 年から設置された

調査項目であるため、集計はそれぞれ 2014 年と 2013 年からのもの

である 

  

                                                        
56公共調達に関する項目は、2013 年以降設置されているため、分析するのは 25 年以降のデータである。 
57 企業の認定・表彰制度は、2014 年から設置された項目であるため、分析するのは 26 年以降のデータ

である。 
58 すでに取り上げていた四つの項目が「ほかの事業」に回答される場合はカウントされない。 
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以上、女性政策のパフォーマンスを操作化するために、四つの側面に関する指標と

一つの合成指標を作成した。次に、本稿の独立変数について説明する。 

 政治的変数について、仮説に基づき、知事が女性であるかどうかのダミー変数、女

性副知事の割合と女性議員の割合を投入する。 

行政組織の変数は以下のように変数を設置する。第一に、組織自体のあり方につい

て、ダミー変数を設置し、女性政策に関して独立的に課を設置する場合は 1、青少年

政策と共同に設置する場合は 0 である。第二に、組織間協力について、女性政策を担

当する課以外に、女性の活躍促進政策に取り込んでいる課の数で操作化を行う。この

指標は、各都道府県の毎年度の当初予算の内容を参考に作成する。一部の都道府県で

は、当初予算に関する資料が取れない年度があるため、データに欠損がある。第三に、 

女性団体とのネットワークは、内閣府の調査の 3 項目、定例会議、機関誌の発行とパ

ンフレットの作成のうち、何項目を行っているかで操作化する。 

統制変数は二つ投入する。第一に、男女共同参画の行政連絡会議あるいは推進本部

の責任者が都道府県ごとに異なる。これは、政策が行政組織内にどれほどの重要視さ

れているかに関連する。重要視されるほど、組織が作られ、政策パフォーマンスも高

くなるため、偽の相関が生じる可能性がある59。そのため、知事が責任者である場合

は 2 に、副知事の場合は１、局部長の場合は 0 で指標を投入する。第二に、社会要因

として対数化した人口密度を投入する。 

 以上の従属変数、独立変数の記述統計は表 5-2 に表示されている。 

最後に、本稿の分析のモデルを説明する。分析は重回帰を用いる60。パネルデータ

であるため、各都道府県のダミーを投入した固定効果モデルとロバスト標準偏差を用

いることでより正確な推定ができる。公共調達の項目は 2013 年以降、企業の認定・

表彰制度は 2014 年以降に設置される項目であるため、合成指標を分析する際に 2013

年以降ダミーと 2014 年以降ダミーで統制する。 

 分析結果は表 5-3 によって示されている。 

 まず政治的変数を確認する。仮説 1 の女性知事は、市町村に対する指導、企業の認

定・表彰に有意な正の効果を与えている。仮説 2 の女性副知事の割合は企業の認定・

表彰に有意な正の効果を与えている。仮説 3 の女性議員の割合は予算事業、合成指標

に有意な正の効果を与えている。指標ごとに統計的に有意な変数が異なるが、女性の

政治アクターの存在が女性政策の高いパフォーマンスをもたらしていることが確認

できた。三つの政治的変数に関する仮説が実証されたと考える。 

 次に行政組織の変数の効果を確認する。仮説 4 の組織の単独設置について、予算事

業と市町村に対する指導に有意な正の効果を与えている。仮説 5 の政策コミュニティ

                                                        
59 知事を 2、副知事を 1、部長とその以下を 0 とする。 
60 ポアソン回帰を用いても、結果に大きな変化がない。各従属変数の平均値が標準偏差を大きく上回る

ため、正規分布を仮定した重回帰分析がより妥当であると考える。 
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について、市町村に対する指導、合成指標に有意な正の効果を与えている。仮説 6 に

ついて、女性団体との連携は、予算事業と合成指標に有意な正の効果を与えている。

どの要因も、すくなくとも二つの指標に対して統計的に有意な効果を与えている。行

政組織のあり方が、組織の働きを影響し、女性政策に影響をもたらしていることが確

認できた。三つの行政組織に関する仮説が検証されたと考える。 

最後に、全体的な分析から見て、企業の表彰・認定に行政組織に関する要因が有意

な効果を与えていない。これは、これらの制度の設置はよりトップレベルの政治的権

力によって行われていると考えられる。女性の知事と副知事の影響が確認されるのも

その理由であると考える。また、公共調達に関しては、本稿の仮説すべてが有意な影

響を与えていないため、指標としての適切性や具体的な政治過程を今後より詳しい検

討する必要がある。 

 

表 5-3．分析結果 

独立変数 

合成 

指標 予算事業 

市町村

指導 企業の認定・表彰 

公共 

調達 

女性知事 -0.515 -0.464 0.085+ 0.518** -0.329 

  (0.444) (0.661) (0.047) (0.158) (0.140) 

女性議員の割合 0.109+ 0.055* -0.010 0.012 -0.004 

  (0.059) (0.025) (0.031) (0.024) (0.045) 

女性副知事の割合 2.460** 0.583 -0.045 3.044+ 0.065 

  (1.238) (1.458) (0.170) (0.158) (0.390) 

政策コミュニティ 0.503* 0.077 0.122* 0.183 0.082 

  (0.212) (0.086) (0.054) (0.158) (0.774) 

女性団体との連携 1.148* 0.325** 0.028 -0.705 -0.264 

  (0.471) (0.105) (0.063) (0.465) (0.264) 

組織の単独設置 -0.107 0.687* 0.278* -0.094 0.294 

  (0.765) (0.279) (0.116) (0.284) (0.328) 

会議の責任者 0.027 -0.051 -0.320 0.360** -0.059 

  (0.201) (0.100) (0.246) (0.118) (0.058) 

人口密度（対数化） -0.207 0.177 0.423 0.301 -1.159** 

  (0.939) (0.520) (0.287) (0.423) (0.437) 

2013 年以降ダミー 3.918**         

  (0.820)         

2014 年以降ダミー 0.042         

  (0.524)         

N 296 183 222 

1）+:p<0.1, *:p<0.05, **:p<0.01 

   2) 括弧内は標準偏差 
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5.5 本章の知見 

 本章は都道府県の女性政策に注目し、政策パフォーマンスの違いを政治要因、行政

組織の要因で説明した。女性政治家の影響をコントロールしても、組織に関する要因

が政策バリエーション対して大きな説明力をもつことが明らかである。組織の水平的

関係のあり方について、課レベルの組織の個別設置、組織間の政策コミュニティ、イ

シュー・ネットワークが高い政策パフォーマンスをもたらすことが検証された。以上

の結果から、二つの知見が導き出されると考える。まず、組織の設置について、融合

的か個別的かの違いによって組織の能力が異なるため、重要な政策を行う際に個別的

組織を作る方がより望ましいと考える。次に、課室レベル組織は大きな政策リソース

を持つ組織ユニットではない。そのため、限られたリソースをどのように拡大させた

かが組織の政策能力に重要である。この点について、政策コニュニティとイシュー・

ネットワークの形成が大きな役割を果たしていると言える。 

 本研究の分析から導き出される含意は次のように考えられる。政策のパフォーマン

スが高いか低いかは、政治家の政策選択からも影響されるが、組織としてどれほどの

政策を担える能力があるかも重要な側面である。人員、情報などのリソースが不足し

ている状態では、組織が負担できる政策の量に限界が生じると考える。本研究の分析

で言うと、女性に対するサポートを多くの側面からカバーできなくなる。この際に、

組織自体の拡大を図るか、あるいは組織の外部リソースを利用できる能力を高めるか

の 2 つが対応策になることが本研究の分析から示唆されている。 

 以上、前章と本章で構成される第一部分の分析によって、部局レベルと課室レベル

が担当する政策を対象に組織的な要因の影響を検証した。次章から、政治家による組

織編成に注目していく。 
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第六章 都道府県における部局再編の政治過程 

―知事のリーダーシップと議会の個別利益― 

 

本章からは本研究の第二部分になる。第二部分は主に政治家による組織編成に注目

し、二元代表である知事と議会の党派的・部門間対立がどのような組織帰結をもたら

すかを明らかにする。本章はまず部局レベルの組織編成を分析する。 

すでに第二章の分析で見られたように、部局レベルの組織編成の頻度は低く、全体

的に 2000 年代初頭に集中している。これらの編成の目的として、行政組織をより分

権時代の政策に適するものに変えることが多く掲げられている。これまでの都道府県

の組織は、中央省庁と対応するために設置することや人口に応じて設置できる部局の

数が制限されていた。しかし、地方分権改革後、中央省庁と関連付けられた古い組織

は中央と繋がりを見直された都道府県にとっては、維持する必要がなくなった。中央

からのリソースに依存できなくなる時代において、組織のあり方を見直していかに財

政の困難を切り抜けて独自の政策展開を行うかが重要な課題となる。そのため、多く

の知事はマニフェストにおいて、政策とともに組織改革が掲げられていた。 

しかし、組織改革に関わっているアクターは知事だけではない。部局レベルの組織

を再編する場合、条例の改正を伴うため、拒否権プレイヤーとしての議会が存在する。

都道府県全体に関心を持つ知事の政策選好は、選挙区の個別利益に関心を持つ議員の

選好と構造的に異なっている。知事の行う組織の再編においても、政策意図が議会政

党の個別利益に反することがある。例えば、議会が反対する政策に関する部局を作る

こと、議会が重視する政策の部局を縮小することなどが該当する。そのため、知事と

議会の相互作用は組織の形成を決定づけていると考える。 

以上の検討から、本章のリサーチクエスチョンとして、都道府県の部局レベルの組

織編成において、知事と議会がどのような政治的影響を及ぼしたのかを解明する。こ

れまでの研究は、都道府県の部局組織に対して、主に戦後の中央省庁の統制の影響（稲

垣 2015）、変化のあり方（石原・山之内 2015）に注目した。これまでの研究では、政

治アクターの影響についてある程度指摘されているが、組織編成がどのような政策効

果をもたらし、その政策影響が政治アクターの利益とどのように関連するかについて

は観察が不十分である。本章の分析は先行研究の知見を補完することになる。 

本章は以下のように構成される。第一節は、第三章で構築した理論枠組みに基づき、

日本の地方政治の研究を参考に仮説を導き出す。第二節は、組織編成に成功した福岡

県と失敗した長野県の比較事例研究をそれぞれ取り上げ、仮説を実証する。第三節は

本章の知見をまとめる。 
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7.1 分析の枠組み：二元代表の組織選択 

 執政長官と議会が参加する組織編成について、第三章の理論枠組みは、執政長官の

政策選好が議会の利益に反する場合、議会が政策に関連する組織案を否決することを

導き出した。既に指摘したように、全体利益を選好する執政長官と個別利益を選好す

る議会の間には対立が存在する。そこで、まず議会は、執政長官が提案する組織案に

ついて、その組織が管轄する政策に対する執政長官の選好を推測する。そして、執政

長官の政策選好が議会の利益に反する場合、議会は組織案を否決しようとする。この

ようなアメリカ大統領制に関する知見が同じく二元代表制について適用できるかを

以下確認しよう。 

 選出方式が異なるために、知事と議会は異なる選好を有すると主張するのは、曽

我・待鳥（2007）である。知事は各都道府県の全体を選挙区として選出されるため、

都道府県の全体利益に関心をもつ。それに対して議会の議員は各選挙区から選出され

ているため、選挙区の個別利益だけに関心をもつ。砂原（2011）の都道府県の財政の

分析において、財政の運営を選好する知事と個別政策の予算削減を拒否する議会の対

立が、この構造的な利益を明確に示していた。すなわち、Moe（1990）の主張するア

メリカ大統領と議会の対立は、都道府県の知事と議会の間にも存在する。 

 次に、知事と議会の利益の構造的な対立がどのように部局編成に反映されているか

を確認しよう。大幅な部局編成は、地方分権時代に適する政策を行う組織を整えるた

めに、または長期的な財政困難を打開するために行われている。これは、知事が自ら

の政策の実現、政府の運営のために、組織をコントロールする行動として理解できる。

組織の変化に、知事による政策のあり方の見直しという意図が含まれていると言えよ

う。しかし、そのような政策の見直しは、議会の個別利益に反することがあると考え

る。議会から見れば、望まない政策に関する組織が作られているということになるか

らである。 

議会が望まない政策に関する組織が作られる場合、以下のメカニズムで議会の個別

利益を損なうと考える。まず新しい組織によって、議会の望まないアジェンダセッテ

ィングが行われることが考えられる。議会が関心を持つ利益に対して、組織内で取り

込んでいる行政職員が少なくなり、利益が政策過程において疎外されると考えられる。

また、たとえ議会が知事の政策を阻止できても、組織の編成を阻止できない場合、新

しい組織が議会の選好する政策には不向きになり、能力が低下する。すなわち、議会

は反対する政策に関連する組織編成を拒否しない場合、政策リスクが生じる。以上の

検討から、組織に関して次のような仮説を導出する。 

 

仮説：知事の行う政策が議会の個別利益に反する場合、議会はそれに関連する組織編

成を拒否する。 
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7.2 比較事例分析：福岡県と長野県の部局再編 

 都道府県の部局編成は行われる頻度が低く、また編成の内容自体が複雑で指標化が

困難であるため、計量分析で因果効果を検証することが難しい。そのため、本研究は

比較事例分析を用いて仮説の妥当性を確認する。部局組織の変化においては、当然議

会との利益対立が生じないこともある。例えば、体育や観光政策の振興のために新し

く作られた部局である。これらの政策の推進について、議会からの反対がほぼ見られ

ない61。そのため、議会の個別利益に繋がる組織編成の事例を取り上げる必要がある。

これらのことを踏まえて、本稿が比較事例として選択したのが福岡県の麻生渡知事の

2008 年の組織編成、長野県の田中康夫知事の 2004 年の組織編成である。 

 福岡県と長野県を事例として選択するのは、両県の知事と議会の関係がある程度代

表的だからである。福岡県の麻生知事は、元通産省の出身で、選挙では 1999 年と 2003

年では保守と革新の多くの政党から推薦を受ける相乗り知事である。このような知事

は、河村（2007）が指摘するような、財政が緊迫する中で地方政府が求める中央との

パイプ役として理解でき、当時の地方政治では多くみられる。2007 年の選挙では民主

党が独自の候補を擁立するが、最終的に自公推薦の知事が選出されることや、議会で

全体的に自民党が強いことも多くの都道府県を代表している。対して、長野県の田中

知事は革新系知事の代表であり、従来の政党勢力と決裂していた。長野県の事例は少

し極端であるが、革新系知事が行う改革が、多くの議会政党のコミットする個別利益

に反して議会に反対されることがほかの革新知事と共通している。以上のことから、

福岡県と長野県事例から解明される知見は、ある程度ほかの都道府県にも通用すると

考える。 

 福岡県と長野県の組織再編はいずれも、議会の利益に関わる部分が見られる。福岡

県の事例では、農業部と水産林業部の合併について、議会から政策に関する懸念があ

ったが、知事が組織編成を通して行う政策自体が議会の利益に反するものではなく、

また人事の調達と支持者への説明で対応したため、部局再編は成功した。対して、長

野県の事例では、知事の行うコモンズ政策が建築業界から指示される自民党から大き

な反発を受け、また新しい組織案も知事政策の新しい暴走として捉えられていた。そ

のため、政策に関連する組織案が最終的に否決されて編成が失敗した。以下それぞれ

の事例を詳しく分析する。 

 

7.2.1 福岡県の事例：部局再編の成功例 

                                                        
61 例えば、茨城県の 2018 年の組織改革である。その主な内容は、企業誘致や観光振興に関連する組織

を一つにまとめる「営業戦略部」の設置である。議会審議において、共産党だけが「営業」という名前

の意図に疑問を出した。それ以外の政党はほぼ一致して期待を示している。 
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福岡県の大幅な部局再編は、2007 年知事選挙後に行われていた。選挙では、麻生渡

知事は 4 選を目指して自民党と公明党から事実上の支援を受け62、民主党・社民党が

推薦する稲富修二候補と共産党が推薦する平野栄一候補を破って当選した。麻生知事

のマニフェスト「元気でやさしい希望の福岡県」において、組織改革が取り組みとし

て掲げられた。 

 組織改革の基本的な考え方は社会変化に対応できる体制づくりであり、具体的な目

的としては地域振興など組織横断的な課題へ的確かつ効果的に対応していくことで

ある。組織改正案が出来上がり、議会の定例会と委員会から審議を受けたのは 2007

年の 12 月であった。組織改正の具体的な内容は以下の通りである。 

第一の改革は地域振興関係の組織である総務部、企画振興部と土木部の三部を再編

する。企画振興部は企画・地域振興部に改称され、合併支援室が総務部から移管され

る。そして、企画振興部の水資源管理局が土木部に移管され、土木部が県土整備部に

改称される。第二の改革は、県民生活関連の組織である。福祉保健部と生活労働部を

三部に再編する。具体的には、生活労働部から、生活文化、青少年と男女共同参画に

関連する課及び国際交流局を分離して、新社会推進部を新設する。そして、保健福祉

部から福祉関連の課を分離して生活労働部に移管し、福祉保健部と生活労働部がそれ

ぞれ保険医療介護部、福祉労働局に改称される。最後に第三の改革は、農政部と水産

林務部を合併させ、農林水産部を新設し、そのもとに水産局を設置する。新しい農林

水産部では、農政部と水産林務部の課をそのまま移管するのではなく、農林水産を総

合的に管理する課が作られている。新設されるのは、農林水産政策課（下に輸出促進

室、後継人材育成室）、農山漁村振興室、農林水産物安全課と団体指導課である。 

以上の三つの改革案において、総務部、企画振興部と土木部の再編、福祉労働部と

生活労働部の再編は組織の移管が主要内容であり、実質的な変化が少ない。それに対

して、農林水産部の新設は、関連する政策のあり方を大きく変えるため、議会の審議

において大きく取り上げていた。編成に対する疑問は主に自民党の議員に集中してい

た。その原因として、福岡県において都市部では革新勢力が強く、自民党の支持基盤

は主に農村部にあったからである。このことについて、表 7-1 は県内で人口 1000 人あ

たり農家数が上位の 10 市の選挙区について、2007 年の選挙結果を示している。極端に農

家数が多い市では福岡県農政連の議員が選出される以外、自民党の議員が多く選出さ

れていた。また、北九州市では自民党が大敗し、19 議席のうち 6 議席しか獲得できな

かった。市長選挙から見ても、福岡市と北九州市では、自民党推薦候補が敗れ、民主

党推薦の市長が選出された63。そのため、農業政策のあり方を大きく変更することで、

                                                        
62 自民党は「4 選以上は推薦しない」という方針を打ち出したため、麻生は「県民党」の名義で戦った。

しかし、実際自民党の県議会会派、国会議員から、公明党県本部から支援があった（『読売新聞』2007

年 3 月 30 日号）。 
63 福岡市では民主党、社民党と福岡ネットワークが推薦する吉田広、北九州市では民主党、社民党と国

民新党が推薦する北橋健治が当選した。 
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自民党が個別利益としてコミットする農業政策に影響する可能性があった。 

 組織の編成が自民党の個別利益を損なう恐れがあるため、議会では主に、「組織の

合理性」、「組織編成と関連する農業政策」、「第一次産業の従業者に対する説明」に対

して質問を行った。 

 

表 7-1．2007 年福岡県議会選挙の農業地域の選挙結果 

市 
1000 人当た

り農家数 
選挙区 選出議員 

八女市 80.7  八女市 
福岡県農政

連 

    八女郡 
福岡県農政

連 

うきは市 74.7  浮羽郡 無所属 

朝倉市 63.3  甘木市 自民 

    朝倉郡 
福岡県農政

連 

豊前市 61.4  築上郡・豊前市 自民 

みやま市 55.5  大牟田市・三池郡 
自民、自民、

無所属 

    山門郡 自民 

宮若市 35.9  鞍手郡 無所属 

嘉麻市 29.7  嘉穂郡・山田市 
自民、自民、

民主 

柳川市 25.0  柳川市 自民 

糸島市（旧前原市） 24.6  前原市・糸島郡 自民、民主 

筑後市 20.5  筑後市 自民 

1）1000 人当たりの農家数は 2010 農林業センサスの調査結果と国政調

査に基づいて算出した。 

 

組織の合理性に関して、2 月例会における自民党議員の代表質問のなかで、「第一次

産業を一つの部で統括し、振興していくことになります。しかしながら、産出額で農

業は約二千億円、水産業は約三百億円、林業は約百億円と大きな開きがある部門を一

つにまとめて振興していくのは容易なことではないと考えます」との疑問があった。

また宮城県の過去の失敗例も取り上げられ、「統廃合により新設された部を運営して

いく上では、恐らく予期せぬ大変難しい問題も出てくると思われます。宮城県は平成

十一年に農政、水産林業に商工労働の三部を一度に一部にしましたが、無理があった

ようで、再び二部に戻されているようです」64と組織の運営が困難であることが指摘

された。 

                                                        
64 2008 年 2 月例会本会議、松尾統章議員の代表質問による。 



71 

 

次に、三つの新しい課に関連する農業政策の中身も同じく確認されていた。第一に、

新しい後継人材育成室について、「現在、農業分野では新規に就農する人は年に百五

十人程度しかいない状況の中で、今後の農業後継者の育成について、どのような考え

方を持って取り組んでいくのか」との質問があった。第二に、輸出促進室について、

「このような困難な課題に県として輸出促進室をつくってまで取り組む理由は何な

のか…輸出を促進するための新しい施策についてお聞かせください」との発言があり、

政策が疑問視された。第三に農林水産物安全課について、「県産農産物の評価を高め

るため、安全な農産物の生産や信頼される表示について、新しく設置される農林水産

物安全課ではどのような取り組みをするのかお答えください」65とのことが確認され

た。そのほかに、廃止された課の予算確保も問われていた。 

最後に、議会議員から見て、以上の二つの内容だけを確認するのは不十分であり、

重要なのは自分の支持者がどのように反応したかである。このことについて、委員会

では、有権者への説明について質問された。例えば、「県民、特に一次産業に従事され

ている人たちに、こういう形で統合しますけれども、しっかりやっていくんですよと

いうような広報みたいなことはどういう形で広報されるんですか」の質問があった。

ほかに、「林業者、漁業者というのは、何か農業の中におれたち組み込まれてしもう

たんかということをね、受けとめるんじゃないかなという気がする…というところを

しっかり説明していただきたいしね」66という統合される林業者と漁業者に対する説

明も問われた。 

これらの議会質問から、自民党は部局編成の合理性だけに関心をもつのではなく、

新しい組織によってもたらされる政策の変化、さらに政党の支持者に影響を及ぼすか

について確認を行っている。そこで組織の成立にとって重要になるのは、麻生知事が

新しい組織とともに行う農業政策が、自民党の個別利益に対する懸念を解消できるか

どうかである。 

では知事の農業政策に関する意図を確認しよう。まず麻生知事が選挙において福岡

県農政連から推薦を受けている。そのため、農業政策に対して、重視していると考え

られる。次に、一般会計の農林水産事業費は前年度の 98％であり、大きな変化が見ら

れない。すなわち、組織の合併は政策の縮小を意味するものではない。さらに、組織

設置の具体的の意図を確認すると、新しく統合された組織はむしろ農林水産政策を拡

大するために作られている。これは知事の議会発言から確認できる。2008 年 2 月の例

会において「農林水産業を一体的に所管する新たな組織のもとで、農林水産物の総合

的な販売促進や海外輸出の拡大、都市との交流や直売所を拠点とした地域づくりによ

る農山漁村の活性化に取り組んでまいります」と知事の発言が確認できる。すなわち、

農林水産物の販売促進と農山漁村の活性化を新しい政策として推進する予定である
                                                        
65 2008 年 2 月例会本会議、松尾統章議員の代表質問による。 
66 2008 年 2 月例会本会議、森田俊介議員の一般質問による 
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が、農業と水産林務の組織が分離すると新しい政策を効率的に行えないということが示

唆されている。このことから、知事の組織編成に伴う農業政策は、農村部にコミット

する自民党の個別利益には反していない。 

さらに、知事は組織の合理性、政策内容と第一次産業の就業者という議会からの三

点の疑問について説明を行っている。組織の合理性について、専門性と職員意思の低

下を防ぐために、総務部に人員配置を要請することで対処を行った。新組織の政策内

容について、後継人材育成室が高校生に対する事業を開始して年間 200 人の目標を設

定すること、輸出促進室が輸出に必要なノウハウとルートを総合的活用するための組

織であること、農林水産物安全課が安全政策を一元化する上で新たに認証制度を徹底

することを説明した。第一次産業の就業者に対する説明について、団体と農家と接触

してほとんど異論がないことを報告した。 

以上の検討から、麻生知事が行う部局編成が、麻生知事が行った部局編成は自民党の

個別利益に反するものではなく、また自民党の懸念にも適切な対応がなされた。そのた

め、組織編成案が可決されて、組織再編が成功した。 

 

7.2.2 長野県の事例：部局再編の失敗例 

 田中康夫知事は代表的な革新知事の一人である。田中氏が当選する前の長い間、県

政ではオール与党が続き、知事と議会の相互チェック機能が低下していた。その結果

として、県民は県政から疎外され、行政に強い不信感を持っていた。そのような背景

の下で、ゼネコン主導の乱開発の利益政治を批判し、政党からの支持を受けず出馬す

る田中は、県民から幅広い支持を受けて当選した。 

 しかし、田中県政は議会のオール野党体制が長く続き、議会運営が極めて苦しい状

況にあった。その原因は主に二つある。一つは田中知事の「脱ダム」宣言である。こ

の宣言に対する議会の「保守派」からの反発は強かった。また、地域の事情を無視し

た独善的な行動に対して「反田中」を掲げる議員も一部存在した。二つ目の原因は、

田中知事の「住民集会」と「車座集会」である。知事がこれらの住民との直接な会話

で、議会を「蚊帳の外」に置いたため、議会からの反発を招いた67。 

議会から反発を受けた結果、2002年に不信任決議が行われた。田中知事は失職を選

び、知事選挙で圧勝して当選した。しかし、2期目では支持率低下が問題となってい

る。議会議案が多くの否決を受けて予定する政策が推進できないことに加え、「脱ダ

ム」宣言が流域住民から理解を得られず反発を招いた。さらに、知事としての独断的

な執政態度も多くの批判を浴びていた。朝日新聞の 2004 年の知事支持調査では、田

中知事の不支持率が 40％という結果が示され、これは全国 1位の不支持率であった68。

                                                        
67 これは新津（2005）によって指摘されている。 
68 出典：日本の政治改革「都道府県知事 支持、不支持率」（URL: https://www.kyudan.com/data/chiji_siji.htm，

最終閲覧日：2017 年 9 月 11 日）による。 
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このような支持低下の状況の中で、県民から支持を取り戻す「コモンズ政策」が打ち

出され、行政組織も関連して編成されることになった。 

「コモンズ政策」の趣旨は、「各地域のコモンズに軸足を置き、問題解決型の意識

を抱いた職員が、縦割り行政の従来発想を超えて、そこに暮らす意欲あふれる県民の

方々とともに現場で議論し、発想し、問題を解決すべく行動しながら事業の仕組みを

変えていこう」とされる。コモンズという概念が理解しにくいものであるが、政策内

容はこれまでの田中知事が一貫してきた公共事業の見直しであることに変わりがな

かった。 

組織編成の案の内容は主に三つある。一つ目は活力創造局と地域政策局の設置であ

る。活力創造局は職員、予算と行政資産を県民益にするための部局であり、地域政策

局は地域コモンズを支援する横断的な政策部局である。二つ目は福祉などの政策部局

の再編である。改革は福祉、医療、環境と教育を「自律的で持続可能なコモンズを支

える基本となる分野の施策」と位置付け、その充実のため部局を再編して健康福祉部

と環境保全部を設置し、さらに教育委員会事務局を信州教育振興庁に改組する。三つ

目は改革推進の組織整備である。県政の改革をより戦略的かつ迅速に行うため、これ

まで企画局、経営戦略局が担ってきた機能を再編し、信州経営戦略局を作る。以上の

組織の名称から見られるように、新しい組織はすべてコモンズ政策を行うために編成

されるものである。 

コモンズ政策と行政改革がパッケージとなり、総合計画として「未来への提言～コ

モンズからはじまる、信州ルネッサンス革命」が公表された。そして、コモンズ政策

の予算編成は、経済合理主義に基づいて公共事業を見直し、福祉政策をより重視する

内容であった。具体的に、投資的事業費が激しく削減され、財政改革推進プログラム

において公共事業 40％、県単事業 50％削減が目標として掲げられていた。その中で、

特に雇用を創出する新産業創出事業まで前年度比 59％減となった。そして、投資的事

業が削減される代わりに、福祉政策に対して重点的に手を入れることで、高齢者福祉

サービスと障害者福祉サービスの拡充が図られていた。 

以上のようなコモンズ政策について、議会政党の個別利益とどのような関係にある

かを確認しよう。まず、投資的事業費の激減は建築業界とその関連業界に大きな不振

をもたらしていた。多くの建設業関連の企業の解雇、倒産により、大量な失業者が表れ

ていることが影響としてあがっていた。そのため、建設業界との関係の近い自民党から激

しく批判されている。例えば、2004 年 2 月定例会の自民党代表質問において、「県内の建

設業関連が人員整理を初めとした賃金カット、これはもう悲鳴に近い状態にあるわけでご

ざいます…建設資材、そしてまたいろいろの業種の皆さん方がこのような急激なカットに

よりまして、例えば生コンにおきましても、平成 12 年では 1,700 人近い従業員がいたに

もかかわらず、とても給料が払えないということで、今現在もう 1,100 人切っている」な
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どの現状が語られている。そして、公共事業を優先して景気回復を図るという自民党の選

好も明確であり、「やっぱり今一番望まれているのは、この投資的経費の公共を含めた予

算をやはり必要に応じた事業には盛っていくという方針を出して、そして業界も県民の一

人であるということを御認識していただいて、この予算の中にも盛っていくべきじゃない

かなと」69、のように主張されていた。 

そして、コモンズ政策の予算編成だけではなく、自民党議員はコモンズ政策に関わる組

織編成も批判していた。コモンズ政策を中心的に担う「経営戦略局」に対して、「県の組

織をどんどん変えているので、どこでどんな仕事をしているのか把握できない状況ではな

いか。その中で、強い権限を持った経営戦略局に他の部局がお伺いを立て、知事の命令の

下に動く組織になっているのではないか。いわば、県庁内の中央集権化の傾向も見られる。

コモンズの逆の方向に県庁が動いているのではないか。自分の意見に同調するだけのイエ

スマンを集める手法がコモンズか」70のように批判が行われた。すなわち、知事が行おう

とする組織編成が、コモンズ政策の暴走の一部として捉えられている。部局再編によって

経営戦略局が企画局と再編し、より大きな組織である「信州経営戦略局」が作られると、

議会自民党が望まない政策がより強力に推進されると考えられる。 

一方、福祉政策にコミットする共産党はコモンズ政策とその組織編成には好意的である。

田中知事が拡充する高齢者福祉サービスと障害者福祉サービスと組織編成について、

共産党議員が以下のように発言していた。「福祉健康部の設置では、福祉分野と保健・

医療分野を高齢者、障害者、子供といった施策の対象者別に一元化し、宅幼老所など

のコミュニティーケア拠点を中核とした総合的な地域ケア推進の担当部署が設置さ

れています…目的どおりに組織が機能するならば、福祉・医療・教育分野への予算の

重点化と相まって、人的な体制の保障がされ、きめ細かい対応をすることにより、さ

らに県民サービスの前進が図られると思われます」71である。すなわち、共産党は福

祉政策の拡充に支持し、その政策推進のために組織編成が必要であると考えている。 

以上の各側面から見て、コモンズ政策の主張する公共事業の見直しは、建設業界と

深い関係にある自民党と公明党の個別利益に反しているためである。また経済状況が

悪化する中で、福祉を重視することは自民党以外に、民主党によっても批判されてい

る。コモンズ政策の内容には、議会政党が望まない施策が盛り込まれ、共産党の政策

選好だけを満たし、議会政党の多数の個別利益を反映するものではない72。以上の結

果として、コモンズ政策の一般予算案が修正可決され、組織条例の改正案が否決され

た。政策と一体的に、組織が否決されることになった。 

                                                        
69 2004 年 2 月定例会本会議、萩原清議員の代表質問による。 
70 2004 年 2 月定例会本会議、村石正郎議員の議会質問による。 
71 2004 年 2 月定例会本会議、小林伸陽議員の議会発言による 
72 知事が個人の都合で、議会政党の選好を無視することを示唆する議員の発言もある。例えば、民主党

議員から、「コモンズ、コモンズと言われますけれども、まさに牽強付会と申し上げざるを得ない、自分

の都合に合わせて理屈をこじつけているとしか申し上げようがないわけであります」との発言がある。 
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最後に、長野県の部局編成の失敗の結果として、田中知事が行ったのは行政規則に

よる組織改革である。改革内容はほぼ条例改正案に沿ったものである。まず設置され

たのがユマニテ・人間尊重課である。これはコモンズという中心的な概念をもとに展

開した政策を統括する部局であり、中にコモンズ政策チームも新設した。次は政策部

局の再編である。コモンズ福祉課、生活排水対策室、信州の木利用推進室、教育委員

会にこども支援課と私学教育振興室を設置した。最後に否決された改正案の改革推進

の編成に対応し、信州ブランド戦略チームを設置した。 

 

7.3 本章の知見 

 本章は福岡県と長野県の部局編成の比較事例から部局レベルの組織編成を分析し

た。福岡県の場合では、麻生知事が農政部と水産林務部を合併させることは、実質的

に農林水の新しい政策を推進するためであり、自民党がコミットする農村部の個別利

益には反していない。対して、長野県の田中知事が行う組織編成では、コモンズ政策

が議会政党の利益に大きく反している。そのため、部局編成に関して、議会が政策リ

スクを回避するために、田中知事による行政組織のコントロールを制限したと考える。

両事例から、組織編成に関連する政策が議会の個別利益に反するかどうかが、編成の

成否を決定づけていたと言える。したがって、仮説の妥当性が検証されていると考え

る。 

 さらに、本章の事例分析から、部局レベルの編成に関して仮説以上の知見も発見さ

れた。まず、部局レベルの組織編成は、単に部局下の課の移管を行うものもあれば、

課が変化して新しい課が設置される編成もある。両変化の違いについて、大森（2006）

の中央省庁の再編に対する指摘が示唆的である。この研究は、課（室）を各府省庁の

政策・方針が具体化される実質的基盤であると捉え、なんらかの形の課（室）の変更

が実質的基盤の変化を意味することを指摘した。本章の事例においても、議会は実質

的な変化を伴う編成により関心が高いことが確認できる。次に、部局レベルの組織編

成の過程は、知事と議会の一回きりの相互作用ではないことが分かった。議会が組織

の合理性、組織が担う政策目標そして有権者の反応を確認して知事の対応を求めるこ

と、そして知事が応答的に議会の出す課題を解決することで大幅な組織編成がはじめ

て成り立つ。 

 本章が取り上げた長野県の事例において、田中知事は最終的に、議会に否決された

部局レベルの組織案を課室レベルの編成で実現した。すなわち、課室レベルの編成は

知事にとって議会の拒否権を回避して自らの選好を実現する手段である。この運用に

ついて、次章から具体的に分析する。 
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第七章 知事の政策実現と課室レベルの組織変化 

―二元代表制における知事の執政構造― 

 

 前章は、部局レベルの編成において知事の選好が議会の個別的な利益選好に大きく

制限されていることを解明した。そして、本章の課室レベルの分析はそのストーリー

の延長線上にある。本章は、知事が議会に強く制限される場合、課室レベルの組織編

成が知事の政策実現の重要手段であることを主張する。 

すでに第二章の記述統計で確認したように、都道府県の課室レベルの組織編成は主

に三つの重要な特徴がある。第一に、部局レベルの編成に比べて、課室レベルの組織

変化の頻度が非常に高い。毎年度 80%以上の都道府県で課室レベルの組織変化が起き

ている。そのため、課室レベルの組織を分析することで、日常的に組織がどのように

政策の変化に対応しているかを観察できる。第二に、組織編成において政治主導が非

常に強い。新しく設置された組織は、知事のマニフェストに示された政策に対応してい

ることが多い。そのため、組織編成を分析することで、知事が政策実現を図る過程に

対してより深い理解が得られると考える。第三に、課室レベルの組織編成は知事の裁

量であり、議会は直接編成に参加せず、したがって間接的に影響を及ぼす存在に過ぎ

ないということである。本章の理論枠組みは、この三つの特徴に基づき、課室レベル

の組織編成の過程を捉える。 

本章は、地方分権改革後に都道府県の課室レベルの組織がどのように変化したか、

さらにその変化に知事の政治的動機がどのように反映されているかをリサーチクエ

スチョンとする。課室レベルの組織編成という知事の行政管理の分析を通して、本章

が目指すのは、議会運営と行政管理という二つの活動から構成される知事の執政活動

の解明である。知事が執政において両活動をどのように戦略的に行って自らの政策を

最大限に実現するかを明らかにする。 

本章は以下のように構成される。第一節は第三章で構築した理論枠組みに基づき、

日本の地方政治に関する先行研究を参考に仮説を導出する。第二節は計量分析を用い

て仮説を検証する。第三節は滋賀県の事例を用い、仮説の想定する因果メカニズムを

観察する。最後の第四節は結論と含意を述べる。 

 

6.1 知事の政策実現 

第三章で構築した理論枠組みでは、執政長官は議会運営が困難である場合、政策実

現において行政管理により多く依存する。そのため、組織編成が多く行われることが

導き出されていた。議会運営が困難である場合、執政長官の戦略的行動として行政管

理により依存することになる。具体的には、より行政組織のアジェンダセッティング
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の質を高めて議会からの拒否を減らすこと、政策実施をより効率的に行って議会に予

算などを制限されてもできる限り推進することが考えられる。その結果として、行政

管理の手段である組織編成が多く行われることになる。では、都道府県において、ど

のような場合知事の議会運営が困難であると言えるのか、以下先行研究を参考に検討

する。 

知事の条例案と予算の成立過程において、議会は拒否権プレイヤーとして存在する。

その際に、特に重要なのは知事を支持する与党の占める議席率である。議会における

与党議席率が低い場合に、知事の政策実現が困難である。これは多くの地方政治研究

が指摘したことである（伊藤 2002、辻 2015 など）。 

 しかし、都道府県議会における与党議席率が過大になることもまた、知事にとって

望ましい状況とは言えない。これについて従来の地方政治研究から、二つの場合が考

えられる。一つは自民党の強い議会に自民党推薦の知事が当選する場合である。この

場合、個別的な利益にコミットする自民党の意思が過度に反映されて、曽我・待鳥

（2007）の指摘する知事としての全体的な政策選好が実現しにくいと考えられる。す

なわち、知事が議会の意思に流され、自らの選好を実現しにくくなるということであ

る。このことは、山田（2011）による茨城県の事例分析や梶原（2012）による三位一

体改革の分析においても指摘されている。もう一つは相乗り知事で政党が拮抗する場

合である。この場合、知事は選挙支持の見返りに、多くの政党に利益還元しなければ

ならないため、政党間の調整が難しくなる（河村 2007）。このような知事は効率よく

政策を生産できないことが指摘されている（築山 2015）。すなわち、議会における与

党議席率が過大になると、知事は自身の政策選好を反映しにくくなると考えられる。 

以上の検討をまとめると、議会における与党率が低い場合と過大になる場合に、知

事自身の政策選好が達成しにくく、議会運営が困難であると言える。このような知見

は砂原（2011）でも同じく指摘している。推論に合わせて本章の分析の中心となる仮

説を以下のように導出する。 

 

仮説１：議会の与党議席率が低い場合と過大になる場合、知事は政策実現において行

政管理により多く依存する。そのため、組織編成が多く行われる。 

 

上記の仮説以外に、選挙状況が首長の執政活動に対する影響も先行研究によって指

摘されているため（河村 1998、山下 2001）、選挙状況の組織変化に対する影響も考慮

する必要がある。そもそも知事の間で再選に必要な努力が同じではなく、支持が不安

定な知事ほど、執政期間中により多くの実績を出さなければならないと考える。すな

わち、選挙状況が知事の執政活動に投入するリソースの総量に影響していると考える。

そこで、選挙に危機感を感じる知事ほど、議会運営と行政管理の活動に投入する時
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間・精力などもそうではない知事に比べて多くなると考える。結果、行政管理を表す

組織編成も多く行われることが予測できる。したがって、以下の仮説を導出する。 

 

仮説２：知事は選挙に危機感を感じるほど、行政管理に投入するリソースが多くなる

ため、組織編成が多く行われる。 

 

以上の仮説において、知事が組織を直接編成することを仮定している。当然、組織

編成は必ずしも知事が行うわけではなく、行政組織が自ら行うこともある。しかし、

都道府県において知事は執行機関の統括者として人事権や指揮監督権を握る以上、行

政組織の職員が知事の意向に背くことが困難である。そのため、知事と行政職員を一

体的に考えることができる。知事が行政組織に政策目標を設定し、行政組織が目標を

達成するというシナリオ想定しても、同じ推論が導き出される。その場合、議会から

のリソースが少ない状況で、知事の目標を達成するために行政組織にパフォーマンス

圧力が生じる。パフォーマンス圧力が強いほど、組織はより多くの組織変革を行い、

より高い組織能力の拡充を図ることがこれまで多くの研究に指摘されている

（Tushman and Romanelli 1985 , Sastry 1997 など）。結果、組織編成が多くなることに

変わりはない。本研究の目的は、組織の変化を説明することにあり、知事と行政組織

の間の相互作用を解明するものではないため、この点については、これ以上深く論じな

い。 

 

6.2 実証分析 

本節は収集したデータを用いて計量分析を行い、前節が導出した二つの仮説を検証

する。 

6.2.1 変数と分析手法 

 まず各変数を検討する。従属変数の課室レベルの組織の変化を捉えるために、合成

指標を作る。第二章の集計の際に用いた農林水産、土木建築、医療福祉、生活環境、

商工産業、体育文化、観光、労働と総務企画の政策分野において、一つの政策分野に

組織変化がある場合に 1 としてカウントし、変化はない場合は 0 にする。九つの政策

の点数を全部加算して、変化量の指標として用いる73。変数の取る範囲は最大の場合

9 点になり、最小は 0 点になる。 

 次に独立変数を挙げる。第一に知事の与党議席率は、知事選挙で知事を推薦・支持

した国政政党の議席率を加算した数値である。仮説 1 は与党率が過大になることも想

定しているため、二乗項を投入する。第二に、選挙の危機感を前回の知事選挙の相対

                                                        
73 課室レベルの組織が変化する際、所在の政策分野内で相互に組織を調整しているため、単に変化した

組織の数だけでは意味がない。この理由から、本稿は政策分野別でカウントすることにした。 
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得票率で操作化する。 

 次に統制変数を挙げる。第一に、知事の属性として、当選回数と中央官僚の職歴を

投入する。これらの変数は、知事提出法案の否決・修正可決に影響することが馬渡

（2010）と辻（2015）に指摘されている。第二に、組織の規模は社会の規模に大きく

影響され、人口が多いほどより多くの組織機能を必要とし、知事にとってもよりコン

トロールしにくい存在であると考えるため、デモグラフィック変数として対数化した

人口を入れる。第三に、財政的状況も政府活動に影響する重要な要因であり、財政力

が高いほどより多く組織を拡大できるからである。そのため、財政力指数を入れる。 

 各変数の記述統計は表 6-1 に示されている。最後に計量分析の方法を述べる。従属

変数はカウント指標であるため、ポアソン回帰を用いることで重回帰分析より正確な

推定ができると考える。分析するのはパネルデータであるため、基本的に各都道府県

の固有効果を考慮するべきである。そのため、都道府県ダミーを投入し、その上でロ

バスト標準偏差を用いる。また第二節の集計から、年度ごとに組織変化の度合いは異

なる可能性があるため、各年の固定効果を考慮し、年ダミーを投入する。 

 

表 6-1.変数の記述統計 

  最大値 最小値 平均 
標準偏

差 

組織変化 7.00 0.00 1.58 1.44 

知事与党議率 0.95 0.00 0.53 0.26 

前回選挙の得票率 1.00 0.32 0.68 0.17 

当選回数 6.00 1.00 2.12 1.11 

官僚職歴 1.00 0.00 0.62 0.49 

人口 4.13 2.76 3.30 0.34 

財政力指数 1.41 0.21 0.50 0.20 

 

6.2.2 分析結果と解釈 

 計量分析の結果を示したのは表 6-2 である。 

まず知事の与党議席率は 5％有意で、一次項は負の効果で、二次項は正の効果であ

る。与党議席率と組織変化の間に、U 字型の関係が読み取れる。すなわち、与党議席

率が高まるにつれて、組織の変化が少なくなるが、過大になると効果が逆となり、与

党議席率が高まるにつれ、組織変化が多くなる。解釈として、与党議席率が低い時ま

たは過大な時に、知事にとって議会運営で政策に必要な予算・条例を調達することが

困難になるため、アジェンダセッティングと政策施行の質を高めるためにより多く組

織編成を行う。これは仮説 1 の予測と一致する。 
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次に、知事の前回得票率は 5％有意である。すな

わち、前回の知事選挙において、得票率が少ない

知事ほど、より多くの組織編成を行っている。こ

の結果に対する解釈として、前回の得票率が低い

知事ほど、再選により危機感を感じ、議会運営と

行政管理という二つの活動をより多く従事するた

め、組織編成も多く行われると考える、これは仮

説 2 の予測と合致する。 

ほかに有意な効果をもたらす変数がないため、特

に解釈しない。以上の結果から、本章の二つの仮

説が検証された。課室レベルの組織の変化は、知

事の議会運営と選挙状況に影響を受けていること

が明らかになった。 

 

 

 

 

6.3 事例分析：滋賀県の三日月県政 

前節の計量分析において、議会における与党議席率、選挙の状況が知事の組織編成

に与える因果効果を検証した。本節は計量分析の結果を補完するために、滋賀県知事

三日月大造の県政を取り上げ、因果メカニズムを考察する。滋賀県の事例を取り上げ

る理由は以下の二点である。第一に、三日月知事の県政において、議会政党との政策

の食い違いは多くの政策分野にわたる。「卒原発」に代表されるような選挙の大きな

政策争点でも、NPO、健康福祉やインフラ整備などの一般的な政策対立でも、知事が

組織を強化して議会に対応していることが観察される。そのため、知事の戦略的行動

は多様な政策対立の過程で見られ、一般性があることが主張できる。第二に、三日月

知事が、大接戦での当選であり、その後も困難な議会運営だったにもかかわらず、次

の選挙で自民党の推薦を得て再選できたのは、強化した行政組織が大きな政策成果を

出せたのが原因であると考えられる。そのため、知事が行政組織を強化して議会に対

応するという戦略的行動の有効性を主張できる。以上の二点から、滋賀県の三日月知

事の県政は適切な事例であると考える。 

2014 年の滋賀県知事選挙において、元民主党衆議院議員である三日月氏74、自民

                                                        
74 当時支持が低迷する民主党は推薦や選挙運動を控えたが、民主党の選挙対策委員長馬淵澄夫をはじめ、

多くの民主党議員から支援を受けている（参考資料：民主党「滋賀県知事選 元民主党衆院議員の三日

表 6-2．分析結果 

 独立変数 

ポアソ

ン 

知事与党議率 
-1.557

*
 

  (0.631) 

知事与党議率の二乗 
2.008

*
 

  (0.722) 

前回選挙の得票率 
-0.854

*
 

  (0.392) 

官僚職歴 -0.141 

  (0.311) 

当選回数 0.001 

  (0.047) 

財政力指数 0.822 

  (1.045) 

人口 -5.901 

  (6.274) 

N 409 

・括弧の中は標準偏差，*:5%有意 
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党・公明党が推薦する小鑓隆史氏、共産党が推薦する坪田五久男氏の三人が立候補し

た。選挙は大接戦であり、三日月氏が僅か 1 万 3 千票の差で小鑓氏を破り当選した（得

票率：三日月大造：46.32％、小鑓隆史：43.94％）75。当選は果たしているが、厳しい

選挙状況であると言える。そして、当選後の県議会状況も、三日月知事にとっては望

ましいものではない。滋賀県議会に、自民党と公明党が多くの議席を占めている。2015

年の県議会選挙の結果を見ると、48 議席のうち、知事反対派の自公両党が 22 議席を

獲得しており、自民党（20 議席）が最大会派である。これに対し、三日月知事を支持

する民主党議員の議席はわずか 12 議席である。そのため、三日月知事の議会運営は

困難な状況であると言える。 

以上の状況から見ると、三日月知事の 2014 年の県政は選挙状況が厳しい、議会運

営が困難という本章の仮説が注目する二つの要因が集中している。そのため、両要因

について組織編成を促進するメカニズムを観察する適切な事例である。以下の事例分

析において、主に「卒原発」政策とほかの政策に分けて分析する。その理由として、

「卒原発」は 2014 年知事選挙の最大な争点であり、自公両党と知事の選好が大きく

離れる。そのため、本節の第一項はこの政策を単独に取り上げることで知事の議会運

営がいかに組織の編成に繋がるかを観察できる。「卒原発」に加え、ほかの多くの政

策においても知事と議会の選好が異なり、そのために組織編成が行われている。本節

の第二項はこれらの政策をまとめて分析する。 

 

6.3.1 「卒原発」をめぐる知事と議会の対立 

 2014 年の滋賀県知事選挙において、三人の知事候補者はそれぞれ原発に対して異な

る立場を示した。三日月氏は滋賀県の前知事である嘉田由紀子の後継者として、「卒

原発」の考えを継承し、「原発に依存しない自立したエネルギー社会」を掲げた。そ

の具体的な内容として、再生可能エネルギー導入促進や省エネ家電の普及など、卒原

発に向けて、新しいエネルギー社会への展開を図ることなどが挙げられていた76。対

して、自公両党が推薦する小鑓氏は原発を争点化せずに経済政策をアピールした。そ

して、共産党が推薦する坪田氏は「原発即時ゼロ」を掲げた。共産党の候補の極端な

立場に対して、三日月氏が提示する「卒原発」は原発を緩やかになくしていく政策で

ある。しかし、それでも三日月氏の原発に対する選好は、原発に対して保守的な姿勢

を示す自公両党から離れており、両党の批判の標的になった。 

 三日月知事が掲げる「卒原発」政策は、いくつか大きな課題を抱えている。県議会

においても、これらの課題が自民党の討論の焦点となる。以下それぞれ検討する。 

 まず一番大きな問題は全体的な電力需給の状況である。東日本大震災後、原発停止

                                                                                                                                                               
月大造候補が当選果たす」、URL: https://www.dpj.or.jp/article/104701、最終アクセス：2019 年 6 月 20 日）。 
75 本節が取り上げる選挙情報はすべて滋賀県選挙管理委員会の資料によるものである。 
76 参考資料：「三日月大造 政策提案集」、URL: http://www.genki1.com、最終アクセス：2019 年 6 月 20 日。 
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により、全国的に電力供給が厳しい状況にある。関西地域では、電力需給が逼迫し、

周波数の異なる東京電力により応援融通を受けている。2014 年夏に、関電以外からの

合計で、供給量の約四分の一の電力を調達することで電力の最低限必要をかろうじて

確保する状況である。また、多くの原発以外の昭和稼働の発電機が設備の老朽化、職

員の高齢化により稼働が困難になっている。そのため、三日月知事が掲げる「卒原発」

は現実的に、電力の供給状況がより深刻化させることになる。さらに、三日月知事が

掲げる政策目標である「電力の地産地消」も非現実であると指摘される。滋賀県の電

力は、ほぼ 100％近く県外から供給され、再生エネルギーで自立することが事実上不

可能である。また、電力は瞬時に送られるものであり、地産地消を目指す必要性がな

い。自民党議員は、以上の事情に基づいて三日月知事の掲げる「卒原発」が「現実を

捉えていない」政策であるとして批判していた77。 

 次に、二つ目の問題として、原発に依存しないことによってまた新たな政策課題が

生じる。第一に、火力発電所の割合増加により二酸化炭素の排出量を増加させること

に繋がる。第二に、燃料費などの増加により電力コストが増大することになる。第三

に、太陽光発電、風力発電などは性質上、稼働時間が限られ、気象条件の影響を受け

るため、電力の供給源としては不安定である。また、供給できる電力量も非常に限ら

れている78。以上のほかに、自然や景観への影響も挙げられている。 

 以上の批判に対して、三日月知事は主に以下のような主張を示していた。一つは、

短期的に原発に相当程度依存することにし、その期間中に滋賀県が電源構成の転換を

し、原発に依存しないエネルギー政策を国に対して要望などを行う。そして、電力の

地産地消はできる限りの自己供給であり、100％を目指すものではないとしていた。

これらの目標を達成するために、政策の方向性として、三日月知事は、省エネルギー

の推進、再生エネルギーの開発、エネルギーの効率的な活用を指摘した。議会に指摘

される多くの政策課題に対して、この三つの政策方向を用いて、具体的な解決案をい

かにして示すかが、知事のエネルギー政策の実現に重要であると考えられる。 

 エネルギー政策を推進するために、三日月知事が 2015 年の 3 月に商工観光労働部

地域エネルギー振興室を廃止し、知事直轄組織に「エネルギー政策課」を設置した。

その設置目的は、「原子力発電に依存しない新しいエネルギー社会の実現が求められ

る中、再生可能エネルギーの導入促進などエネルギーに関する事項を一元的に担当す

る」79である。以下、この組織が行う事業について具体的に確認していく80。 

                                                        
77 以上の電力供給に関する情報は、2014 年 7 月定例会議、自民党議員の山本進一の議会質問にある内容

である。 
78 例えば年風力発電は 1 基あたり、稼働率 20％として 200 キロワットぐらいしか発電できないため、原

子力発電の 100 万キロワットとは比べ物にならない。日本全国においても 1800 基しかないので、原子力

の供給力を補完することが困難である（2014 年 9 月定例会議、石田祐介の議会質問による）。 
79 出典：滋賀県「平成 27 年度の組織・人事異動方針について」、URL: 

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/jinji/zinzi/10682.html、最終アクセス：2019 年 6 月 21 日による。 
80 エネルギー政策課の事業に関する情報はすべて、各年度の当初予算から収集するものである。 
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 2015 年において、エネルギー政策課は新しいエネルギー社会づくり方策検討調査を

行った。具体的には、エネルギー問題に詳しい学識経験者やエネルギー関係者による

有識者会議を設置し、その意見を聞きながら、原発に依存しない新しいエネルギー社

会づくりに向けた具体的な方策や進め方などを取りまとめた。そして、その成果とし

て「しがエネルギービジョン」が公表された。 

 エネルギー政策が本格的に推進されるのは 2016 年である。まず、省エネルギーに

ついて、省エネルギーのスマート・エコハウスの普及促進事業、中小企業に対する省

エネルギー支援が行われるようになった。エネルギーの効率的な活用について、地域

コミュニティ支援事業が施行され、地域内でエネルギーを融通するスマートコミュニ

ティの構築が図られていた。再生エネルギーの開発について、地域拠点づくり事業が

施行され、公共施設への再生可能エネルギー等の導入や調査検討に対する支援が行わ

れた。以上の三つの側面以外の、全体的なエネルギー政策として、エネルギー社会ト

ップモデル形成推進事業と新しいエネルギー社会づくり総合推進事業も行われてい

た。 

 2017 年と 2018 年のエネルギー政策は、2016 年の事業を継続する上で、事業の予算

の拡大、新しい事業の追加が行われた。例えば、2017 年にはエネルギー社会トップモ

デル形成推進事業の支援は、モデル地域の構築だけではなく、モデル地域の検討に対

象を拡大している。また中小企業に対する省エネルギー支援に、省エネ診断支援事業

補助が行われた。 

 エネルギー政策課が行った各政策によって、三日月知事が提示した電力構成の転換

が図られている。その成果については、知事自身によって、2018 年の 2 月例会の議会

答弁において以下のように示された。第一に、再生エネルギーの導入に関して、発電

設備の導入量が 5 年前に比べて 8.4 倍増加し、エネルギービジョンの 2030 年導入目標

の約 40％に達し、住宅太陽光発電の普及率が全国 6 位になった。ほかに、官民連携に

よる姉川ダム水力発電が 2018 年度稼働することに加え、バイオマス発電、熱利用、

廃棄物発電、小水力発電のほか、市民共同発電など地域に根差した特色ある取り組み

も広がった。第二に、省エネルギーに関して、2013 年度に比べて 7.8％減になった。

第三に、エネルギーの効率的な活用についても多くの主体と連携しながら展開した。 

以上で達成された各政策目標によって、知事は当初の自民党からの批判に対応して

いた。まず、原発停止後の電力供給不足について、エネルギーを作る、省エネルギー、

エネルギーの活用の三つの側面からいずれも成果があり、原発に対する依存度が低下

していた。次に、新しい再生エネルギーを作ることで、火力発電の割合増加や温室ガ

ス排出の問題も緩和された。ほかに、太陽光発電以外に、水力発電やバイオマス発電

などもあるため、電力供給の不安定性にも対応できた。これらのことから、エネルギ

ー政策において、三日月知事が組織編成を通して議会との関係の不確実性に対応した
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と言える。 

 

6.3.2 ほかの政策をめぐる知事と議会の対立 

 前項はエネルギー政策をめぐる知事と議会政党の対立を観察した。当然、エネルギ

ー政策以外の多くの政策に関しても、自民党議員と知事の選好の不一致が発生してい

る。知事の当選直後の 2014 年 7 月の議会定例会議において、自民党議員の代表質問

が知事の各分野の政策を指摘している81。これらの政策についても、三日月知事が行

政管理を強化することで対処することが観察される。本項はこれらの政策を分析する。 

 まずは自民党議員から、知事の行財政改革に対する疑問が提示された。その具体的

な批判として、知事の政策集において行財政改革に関する政策的記述が乏しく、県民

参加型の事業仕分けの効果が不明であること、歳入確保策と歳出削減策の手法が不明

であることなどが取り上げられている。 

自民党の批判に対して、知事は県民の政策ニーズの的確な把握から改革を行い、予

算化した事業について適切に見直しを行うと主張した。また、知事は具体的な財政構

造の手法として NPO など多様な主体による「協働」を重視することを述べた。行財

政改革に対する知事の考えが具現化したのは、2015 年に作られた「県民活動・協働推

進室」である。この組織は、総務部経営企画・協働推進室から協働の推進に関する事

務を、総合政策部県民活動生活課に移管して設置されたものであり、協働の推進と県

民活動を一元的に管理して行財政改革を行うのが目的であった。この経営企画・協働

推進室は、滋賀県協働推進ガイドラインの作成や滋賀県協働プラットフォームを担い、

滋賀県協働推進ガイドラインに基づく政策形成段階における県民をはじめとする多

様な主体の参加を推進していた。 

次に、健康医療福祉政策についても、自民党から知事の姿勢が問われた。具体的に

は、医師の確保、介護のニーズの増加が取り上げられている。これに対して、知事の

答弁において在宅医療の充実と整備が述べられた。この在宅医療に関する滋賀県診療

協力体制を担当するのは、2015 年に設置された「健康寿命対策室」である。 

続いてインフラの整備についても、自民党から疑問が出された。滋賀県のインフラ

が抱える課題として、県有施設や道路の老朽化が深刻化して82その更新に莫大な金額

が必要になることがある。これについて、三日月知事の答弁は、「必要な予算の確保

に努め、老朽化対策および道路整備などを計画的に実施していきたい」と述べた。こ

れらの結果、「道路保全室」83がそのために作られた組織である。「道路保全室」が担

当する業務として、「老朽化が急速に進行する道路インフラの点検、補修、更新を的

                                                        
81 本項の各政策に関する自民党議員の発言は、2014 年滋賀県議会 7 月定例会議、小寺裕雄議員の代表質

問の内容である。 
82 具体的な数値として、学校教育施設 4100 棟のうち 46％が築 30 年以上、県が管理する橋の 742 本のう

ち築 50 年以上が約 10％、20 年以降は 50％になる。 
83 県有施設に関する組織は新しく設置されていない。 
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確に実施するとともに、15ｍ未満の橋梁の長寿命化修繕計画およびインフラ長寿命化

計画（行動計画）の策定、市町の道路施設長寿命化の取組への支援など、道路インフ

ラの戦略的維持管理に重点的に取り組む」が挙げられている。 

最後は交通政策である。議会において東海道新幹線の新駅設置の必要性、広域鉄道

網の整備が自民党議員から質問された。知事の答弁において、新駅の設置は県民参加

での議論、議会や市町の意見の下で検討すること、新しい高速鉄道網の形成と国土軸

の変革を見据えた滋賀の発展につながる交通体系づくりの必要性などを述べた。この

政策に対応するための組織は「交通戦略課」である。その業務は、「滋賀交通ビジョ

ンの具体化を図る公共交通条例の検討、交通事業者との包括連携協定の拡充、北陸新

幹線米原ルートやリニア中央新幹線への対応などに、中長期的な視点から施策の展開

を図っていく」とされている。 

以上の分析から、エネルギー政策だけではなく、知事と県議会自民党の間に対立が

存在する政策に対して、知事は政策に関する組織を編成して行政管理を強化した。組

織強化という行動は政策に関する組織を対象とするだけではなく、知事のトップマネ

ジメントの組織も編成されることにより、知事がトップダウンの政策過程がより強化

される結果も生み出した。その例は、2015 年に作られた「政策推進室」である。組織

の趣旨として、「さまざまな政策に関する情報を整理するとともに、知事からの指示

に基づき新たな行政課題について、迅速・的確に関係部局と調整しながら、施策化の

方向性を検討するため」ということが挙げられている。 

6.3.3 事例の小括 

 本節は、滋賀県の三日月県政における組織編成を分析した。議会における自民党が

多数の議席を占める中、三日月知事は自民党から批判される多くの政策について組織

を設置したことが観察された。そして、「卒原発」政策の分析において、知事は新設

した組織のあげる政策の成果で議会政党からの批判に対応したことも確認できる。な

お、知事が行う組織編成は政策に関する組織だけではなく、知事のトップマネジメン

トにも及んでいる。以上のことから、本研究の仮説が主張する知事の議会運営と行政

管理の関係が検証されていると言える。そして、本研究の仮説 2 が主張する選挙状況

と行政管理について、以上の事例では不十分な部分がある。これについて、2018 年の

知事選挙において三日月知事が四年間の実績をアピールにして当選を果たしたこと

から84、仮説 2 が主張する選挙に危機感を感じるほど執政に努力するというメカニズ

ムがある程度妥当性をもつと考えられる。 

 最後に、三日月知事の執政運営がもたらす結果について見ると、自民党県連も政策

の歩み寄りを評価して 2018 年の選挙戦で三日月氏の支持に回った85。議会での直接対

                                                        
84 参考資料：NHK 選挙 WEB「滋賀県知事選挙」、URL: 

https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/2018/shiga-chiji.html、最終アクセス：2019 年 6 月 24 日による。 
85 参考資料：産経 WEST「自民県連、滋賀県知事選で三日月氏支援へ 政策歩み寄り評価」、URL: 
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立を避け、行政管理による対応をしたことが望ましい結果をもたらしたと言えるだろ

う。 

 

6.4 本章の知見 

本章は都道府県の課室レベルの組織編成を分析した。分析から得られた知見として、

知事は議会運営が困難である場合、行政組織の管理により依存し、組織編成が多く行

われていることを明らかにした。そして、第六章の知見と合わせて考えると、議会の

与党議席率が低い場合と高すぎる場合に、課室レベルの編成が多くなるのは、部局レ

ベルの編成で実現しきれない知事の選好を補完するものでもあると考える。そして、

与党議席率が中程度の場合に、課室レベルの編成が低調になるのは、一部分が部局レ

ベルの編成に吸収されているかと考えられる。 

因果効果の確認に加え、本章の事例分析から、知事の議会対応の戦略が知見として

導き出せる。知事と議会の間に政策対立が存在する場合、議会は知事政策の不足点を

批判の標的とする。その批判に対応するために、知事は行政組織を強化して多くの政

策成果を出すことで、自らの政策が適切であること示す。結果として、知事の反対派

にいる議会議員は、知事の政策方針が異なるとはいえ、知事が自らの政策の適切性を

証明する以上、反対に回ることが少なくなる。 

本章の知見はこれまでの二元代表制理論の延長線に位置する。先行研究の多くは議

会の状況が知事の政策に大きく影響することを指摘した。それに対し、本章は知事の

議会運営を知事の執政活動の一部分として考え、知事の執政という枠組みの中で議会

運営と行政管理という二つの関連性を確認した。そこから、議会に反対派が多く存在

する場合でも、知事がより行政組織を強化し、政策成果を出すことと議会から批判さ

れた政策課題を解決することで、議会の不確実性を回避して政策実現を図ることが可

能であることが示唆される。 

以上までが、本研究の第二部分である。次の終章は、本研究の全体の結論と含意を

述べる。 

  

                                                                                                                                                               
https://www.sankei.com/west/news/180226/wst1802260008-n1.html、最終アクセス：2019 年 6 月 24 日による。 
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第八章 結論と含意 

 

本研究は二元代表制で展開される政治的競争の背後にある政府機関の変化を分析した。

地方分権という大きな変革から、地方政府と地方政治家の役割は行政組織の変化によって

支えられている。行政組織は一般的に地方制度、社会経済状況などと共に変化すると認識

されているが、地方政治家という組織に直接変化をもたらすアクターが存在するため、行

政組織の変化過程が政治的であり、変化がもたらす影響もまた政治的であると言える。本

研究はこの変化の影響と変化過程から見られる政治的影響のメカニズムを明らかにした。 

組織変化がもたらす影響として、本研究は組織の政策能力の変化に注目した。組織内の

分業と統合のあり方が変化することで新しい政策に適する組織が作られ、その結果として

高い政策パフォーマンスがもたらされることが検証された。そして、政策実現を目指す政

治家は、行政組織をコントロールする動機を有しているのであろうことが考えられる。次

に、この組織変化の過程を検証するにあたり、本研究は組織変化が知事と議会が自らの政

策利益を最大限に実現するために、代理人を選択する過程であると主張して分析を行った。

それにより、知事と議会の組織編成に対する権限の配置、選好の対立が組織のあり方を規

定していることを検証した。 

以上の知見は、本研究の各章の実証分析から得られたものである。以下、本研究の各章

から得られた知見をまとめ、その上で本研究から示唆される二元代表性への理解を述べ、

制度設計に対する含意の提示を試みる。最後に、地方政府の行政組織に関する今後の課

題・展望を示す。 

 

8.1 得られた知見 

 本研究は、都道府県の行政組織の変化を集計する上で、組織の政策効果と政治家による

組織編成を分析した。以下、各部分から得られた知見を整理する。 

 本研究の第二章は、まず地方分権改革以降の行政組織の変化を確認した。地方政府の行

政組織は、部局レベルが基本的に安定し、変化は主に 2000 年代初頭に集中している。し

かし、部局数から見ると、部局のあり方は人口基準に基づく地方分権前の組織とはある程

度断絶している。次に課室レベルの組織は頻繁に変化し、毎年度約 80％の都道府県が編

成している。課室レベルの変化類型から見ると組織の新設が一番多く、組織の機能が拡大

している。政策分野から見ると、総務企画、医療福祉、農林水産の変化が一番多い。以上

で確認した変化は本研究のリサーチクエスチョンと大きく関連する。すなわち、行政組織

がこれほど変化することで何がもたらされたのか、そしてこれほどの変化を起こしている

要因は何かという二つの疑問である。 

以上の問いの解明に、重要なヒントとなるのは組織変化のもう一つの重要な特徴である。
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その特徴は組織編成に政治主導が強いことである。地方分権改革によって、地方の公共政

策の主導権を取り戻す地方政治アクター、二元代表の知事と議会の行動が行政組織のあり

方に大きく影響したのである。分権時代の政策を作るために、行政組織のあり方が政治家

の相互作用の中で再選択される。そこで、多様な組織がそれぞれ異なる政策能力を持つこ

とで、政治家の政策選択以外の、地方政策に影響するもう一つの経路となった。このよう

なストーリーが、本研究の主張する地方分権改革以降の行政組織をめぐる地方政府の政策

過程である。 

本研究の実証分析はストーリーの二つのパートに分割し、ぞれぞれの検証を行った。実

証分析の結果は基本的に予想通りである。 

 第四章と第五章は部局レベルと課室レベルの組織が担当する政策に対して、組織のあり

方が影響することをそれぞれ検証した。防災の業務継続計画の分析において、防災組織の

独立設置と組織間のネットワークの存在が、防災組織とほかの組織の協調を促進し、業務

継続計画の策定を促進したことが確認されている。これらの組織特徴が、防災をめぐる政

策コミュニティの形成を促進したと考える。次に、男女共同参画の分析において、組織の

個別設置、組織間の協力、そして女性団体との協力が高いパフォーマンスをもたらすこと

が確認された。組織の水平的関係に関するこれらの組織の特徴が、課レベルのもつ情報、

専門知識など政策リソースを拡張させると考える。 

 組織の政策に与える効果を確認する第一部分の知見は、これまでの政策説明の理論に大

きく貢献する。地方政府が行う公共政策に対して、先行研究は主に二元代表性の党派的・

部門的対立を説明として用いた。しかし、本研究が選択する業務継続計画と男女共同参画

はいずれも政治的対立が低く、先行研究の理論では説明できない。本研究は、行政組織に

関する要因を新しく用いることで、両政策のバリエーションを説明した。本研究の実証分

析において、ほかの政治的影響（政治家の関心度、女性政治家の影響）をコントロールし

ても組織要因が大きな説明力を持つことが示されていた。このような行政組織に注目する

視点は、政治的対立が少ない政策のバリエーションを説明する際に有用であると考える。 

  第六章と第七章はそれぞれ部局レベルと課室レベルの組織編成を分析した。まず部局レ

ベルの編成において、議会政党が選挙区の個別利益を守るために、知事の組織編成を拒否

することが観察される。知事と議会の政策に対する選好が異なる場合、新しく作られる組

織は議会のコミットする利益に大きなリスクをもたらす。具体的に、組織の専門能力が低

下すること、議会が望まないアジェンダセッティングが行われること、さらに有権者の支

持を失うことが事例分析から明らかにされた。そして、部局レベルの編成で制約される知

事の政策選好は、課室レベルの編成を通してある程度補完されていると考える。課室レベ

ルの編成において、議会運営が困難である場合、知事がより行政管理に依存して政策実現

を図り、組織編成が多くなることが観察された。地方政治において、議会運営が困難であ

る状況は、知事の議会の与党支持が低い場合、または議会政党の個別利益が強すぎるか政
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党間の利益調整ができない場合である。ほかに、知事の選挙状況も組織の編成に影響を与

えることが分析で確認できた。 

 知事と議会による組織編成を分析する第二部分は、二元代表制における代理人選択の過

程を解明した。知事と議会は、行政組織という代理人を選択できることについて、これま

での先行研究ではそのメカニズムについて考察していない。本研究の第二部分は、組織編

成に関する権限の配置（議会の参加）、知事と議会の政策選好の状況によって、組織変化

の過程と帰結が大きく異なることを示した。 

 以上、各章の実証分析を通して、本研究の第 1 章で示した研究のイメージ（図 8-1）が

完成すると考える。従来の研究が示した政治家による政策選択に、本研究は行政組織とい

うアクターを加えた。政策を影響する要因として組織能力が新しく発見されたこと、政治

家が選択するものとして組織のあり方が重要であること、この二点が日本の地方政治の理

解に対する本研究の貢献である。 

 

8.2 本研究の含意 

 本研究は政治家の政策実現の過程における行政組織の役割に注目した。行政組織が持つ

政策を形成する能力、行政組織に対する政治家の動機を解明した。以下では、本研究から

得た知見は、二元代表性の制度設計に対して、どのような含意を持つかを考える。 

 本研究の第一部分の分析は行政組織の重要性を強調するものである。政治家の政策選択

だけではなく、政策を担う組織の能力も大きな政策の違いを生み出していることが示され

た。すなわち政治的要因とは異なるメカニズムから、組織的要因が政策に影響を及ぼすの

である。より長期的に考えれば、ある政策を推進するための組織が、政策が完結後に長く

存続すると、その組織のあり方がまた新しい政策に影響する要因となる。この場合、過去

の組織が新しい政策を担当するため、組織のあり方が必ずしも最適ではなく、組織的要因

が政治的に予期できない影響をもたらす可能性がある。そのため、組織を常に見直すこと

が重要であると考える。本研究の業務継続計画の分析から見ると、防災部局のあり方を見

直して独立に設置する都道府県もあれば、過去から見直していない都道府県もある。その
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結果として、計画の策定に違いが生じることになる。 

 第一部分が指摘する組織のあり方の重要性を踏まえて、本研究の第二部分はそのあり方

がどのように決められているかを確認した。分析の知見から、組織編成の過程においては

知事の主導が圧倒的であることが分かる。まず課室レベルの組織を見ると、新しいは知事

のマニフェストの内容に基づくものであり、議会の選好が直接に反映されない。議会の選

好が反映されるのは、部局レベルの組織編成であるが、組織案のアジェンダセッティング

が完全に知事に握られ、議会が受動的であると言える。さらに、部局レベルの編成の頻度

を見ると、非常に低く、何年に一度かの編成にしか議会審議が行われない。そのため、行

政組織の編成に対する議会の影響力が極めて低いと言える。 

 行政組織の編成に対する影響力の低さから、議会が行政組織に利益表出するにあたって

は、その選好を直接行政組織に反映させる手段を持ち合わせていないため、知事に頼らざ

るを得ない。議会が行政組織の専門能力を利用して積極的に政策形成を行うことも困難で

ある。対して、知事の政策は組織変化に対応され、政策形成が必要な行政の専門能力によ

ってサポートされている。知事の行政組織に対するこの強い影響力は、都道府県の政策に

対する知事の強いアジェンダセッティングの源であると考える。 

 以上のような行政組織の編成に対する制度設計は、知事の執政における組織の一体性を

確保していると考える。知事の意思の下で各組織が統率され、議会の影響で非整合的・効

率的な組織形態になることなく、知事は強いリーダーシップが発揮できる。しかし、他方

では議会の役割を限定させ、地方自治を不安定化させる要因になる。本研究の第七章で取

り上げる長野県の事例について、田中知事の行う「コモンズ政策」は議会から経済を不安

定・衰退させることが批判されるが、議会から部局編成案を否決されても、田中知事は課

室レベルで断行した。すなわち、組織を通して行われる知事の政策のアジェンダセッティ

ングは議会には止められないのである。結果として、知事による政策の断行、さらに知事

と議会の対立の激化をもたらすこと考えられる。 

 地方自治における議会の役割を拡大させることは、地方議会改革の内容の一つでもある。

しかし、県議会議員が直接行政にアクセスできない制度設計において、議員は政策形成に

必要な専門知識・情報に欠けるため、積極的に政策形成ができなくなる。このような問題

が、県議会議員に対する住民の認知の低さをもたらす要因の一つでもあると考える。実際

都道府県の議会機能の充実・強化について、多くの議員が行政の円滑な執行権への介入を

要望として挙げている86。そのため、今後の制度設計において、知事と議会の権限バラン

スに留意し、首長への権限集中の見直しまたは議会権限の拡大を検討する必要がある。 

 

 

                                                        
86 参考資料：都道府県議会議員研究交流大会第 5 回「地方分権の時代に即応した議会機能の充実・強化

の研究」（URL: www.gichokai.gr.jp/newhp/11topics/2005nen/051110-01.htm，最終アクセス：2019 年 4 月 20

日）による。 
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8.3 今後の課題 

 最後に、本研究のこれまでの分析の踏まえ、今後分析されるべき課題、または本研究の

問題意識の延長線上にある研究の展望を述べる。 

 本研究は組織変化がもたらす政策的影響、組織編成の政策過程を分析したが、組織内の

具体的な政策活動を事例研究で詳細に観察していない。特に組織の変化が、組織の行動パ

ターン、行政職員レベルの技能投資にどう影響するかは今後観察する必要がある。このよ

うなよりミクロレベルの知見は今後の行政改革に役立つものであると考える。また、本研

究の分析において各政策分野を具体的に分析してはいない。特定の政策に対して、知事と

議会がどのような選好を持ち、それに関連する組織がどのように編成されるかについて考

察することで、政策分野ごとに組織編成がどのような特異性を持つかが解明できる。 

 次に、組織編成がもたらすものとして、本研究は組織の政策能力の変化を指摘した。し

かし、政治家が組織編成を行う動機として、有権者に政策重視の姿勢を見せることも重要

である。有権者が不確実性の高い政策に直面する際、信頼できる政策を担当する主体が有

権者の政策支持を高める効果が指摘されている（Jacobs et al. 2017）。そのため、より高い

能力の組織が編成されることが、行政に対する信頼に繋がると考える。このような有権者

に対する効果について、今後実験的な手法を用いて検証すべきである。 

 最後に、今の日本にとって一番大きなイベントである 2020 年の東京オリンピック（ま

たそれに続く 2025 年の大阪万博）も、行政組織研究の重要な課題である。このようなメ

ガイベントの特徴として、一般の政策より予算の規模が大きく、準備期間が長く、そして

関与する主体が多いことなどが挙げられる。そのため、行政組織がどのような構造を取る

か、特に国、都道府県と市町村レベルでそれぞれどのような組織的違いが存在するか、組

織に対して政治家がどのような関与を行うかを問うべきである。メガイベントを担う組織

に対する認識が未だに不十分であることから、これに対する分析を行うことで、行政組織

に関する多くの新しい知見が期待できる。 

 以上で挙げた課題の解決は、本研究の知見を超えて、日本の地方自治そして行政組織に

対するより深い理解に繋がると考える。 
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